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庶務計画係

（加藤　富男）

保護第二係

保護第三係

保護第六係

保護給付係

保護第五係

保護第一係

保護第四係

（保健予防課長事務取扱参事　稲垣　智一　兼務）

北区福祉事務所

（内山　義明）

副参事（大規模福祉施設整備担当）

健 康 推 進 課

担当課長

課務担当主査（保護第八地区担当）

副参事（地域保健担当）

生活支援係

医療介護係

地域医療連携推進 課務担当主査

相談係

北部地域保護

生 活 福 祉 課

（菊池　立身）

保護第七係

課務担当主査（保護第九地区担当）担当課長

課務担当主査（高齢者虐待防止センター担当）

　（藤野　ユキ）

課務担当主査（保護第十地区担当）

高齢相談係（王子高齢者あんしんセンター）

王子障害相談係

課務担当主査（障害者虐待防止センター担当）

課務担当主査（保護第十二地区担当）

高 齢 福 祉 課

赤羽障害相談係

課務担当主査（保護第十一地区担当）

（大石　喜之）

高齢福祉係

（岩田　直子）

障 害 福 祉 課

課務担当主査（保護第十三地区担当）

課務担当主査

（滝澤　麻子）

長 寿 支 援 課

公害保健係

障害福祉係

（飯窪　英一）

参事（地域保健担当）

（保健所長　前田　秀雄　兼務）

参事

（荻野　愼一）

　　　　　　健康福祉部・北区保健所・北区福祉事務所組織図　　　令和２年４月１日現在

滝野川健康支援センター

健 康 福 祉 課 健康福祉係健 康 福 祉 部

王子健康支援センター

健康係

健康づくり推進係

事業調整係（峯﨑　優二） （参事　飯窪　英一

赤羽健康支援センター（稲垣　智一）

 事務取扱）

参事
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（田中　英行）

事業係

庶務相談係

（参事　稲垣　智一

担当課長

課務担当主査（予防接種）

北 区 保 健 所
生活衛生係

介 護 保 険 課

（前田　秀雄）

生 活 衛 生 課

介護保険料係

（障害福祉課長　加藤　富男　兼務）

副参事（障害者施策推進担当）

（佐藤　秀雄）

保 健 予 防 課

課務担当主査（環境衛生）

保健予防係

課務担当主査（医薬衛生）

課務担当主査（食品衛生）

（坪井　宏之）

受動喫煙防止対策 課務担当主査

（中田　雄平）

課務担当主査（試験検査）

障害者福祉センター

 事務取扱）

給付調整係

認定調査係

課務担当主査（栄養指導）

課務担当主査（精神保健）

結核感染症係

支援係
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職 員 配 置  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 員 配 置 状 況（ 職 層 別 ） 令和２年４月１日現在

合　計 部　長 課　長 係長・主査 係　員 再任用 再雇用 備　　考

健康福祉課 15 2 4 7 2 会計年度任用職員1名

(※1)2 2 3 2  

(※2)(3)

事業調整係 6 2 4

1 1

健康推進課 78 1 16 57 4 会計年度職員13名、兼務8名（地域医療連携推進担当課）

健康係 12 1 2 8 1 会計年度任用職員3名

健康づくり推進係 8 2 6 会計年度任用職員3名

王子健康支援センター 21 4 15 2 会計年度任用職員2名

赤羽健康支援センター 21 4 16 1  会計年度任用職員2名

滝野川健康支援センター 16 4 12 会計年度任用職員3名

参事（地域保健担当） (※1)(1) (※1)兼務（保健所長）

副参事（地域保健担当） (※1)(1) (※1)兼務（保健予防課長）

2

(※1)(8)

生活福祉課 109 1 15 90 3 会計年度任用職員9名

庶務計画係 7 1 1 5 会計年度任用職員5名

生活支援係 5 1 4 会計年度任用職員2名

保護給付係 11 1 10

4 12 3 (※1)兼務主査13名

(※1)(13) 会計年度任用職員2名

医療介護係 7 1 6

保護第一係 8 1 7

保護第二係 9 1 8

保護第三係 8 1 7

保護第四係 8 1 7

保護第五係 8 1 7

保護第六係 9 1 8

保護第七係 10 1 9

北部地域保護担当課長 51 1 6 44

1 1 8 (※1)兼務　主査2名　係員15名

(※1)(2) (※1)(15)

保護第九地区担当 8 1 7

保護第十地区担当 8 1 7

保護第十一地区担当 8 1 7

保護第十二地区担当 9 1 8

保護第十三地区担当 8 1 (※1) 7 (※1)都派遣研修職員1名受入

高齢福祉課 31 1 6 21 3 会計年度任用職員4名

高齢福祉係 12 1 2 8 1 会計年度任用職員1名

高齢相談係 19 4 13 2 会計年度任用職員3名

長寿支援課 20 1 3 11 5 会計年度任用職員8名

障害福祉課 72 1 14 50 7 会計年度任用職員10名

障害福祉係 15 1 3 11 会計年度任用職員1名

公害保健係 6 1 4 1 会計年度任用職員1名

王子障害相談係 33 6 24 3 会計年度任用職員5名

赤羽障害相談係 18 4 11 3 会計年度任用職員3名

(※1)(1) (※1)兼務（障害福祉課長）

介護保険課 39 1 5 31 2 会計年度任用職員2名

給付調整係 16 1 2 13 会計年度任用職員2名

認定調査係 14 2 10 2

介護保険料係 9 1 8

生活衛生課 39 1 1 10 26 1

生活衛生係 8 1 1 2 4  

環境衛生主査 10 2 7 1

食品衛生主査 15 4 11

医薬衛生主査 6 2 4

受動喫煙防止対策担当課長 5 1 1 2 1

保健予防課 28 1 6 18 3 会計年度任用職員11名

保健予防係 9 (※1) 1 1 7
(※１)参事（保健予防課長事務取扱）

会計年度任用職員2名

結核感染症係 12 3 7 2

栄養指導主査 2 1 1 会計年度任用職員5名

予防接種主査 0

試験検査主査 5 1 3 1 会計年度任用職員4名

精神保健主査 (※1)(1) (※1)兼務（障害福祉課）

障害者福祉センター 35 1 5 27 2 会計年度任用職員16名

庶務相談係 8 1 1 5 1

支援係 20 2 17 1 会計年度任用職員16名

事業係 7 2 5

528 4 12 93 386 33 0

健康福祉係 9
(※1)参事（健康福祉課長事務取扱）

(※2)派遣（社会福祉事業団、社会福祉協議会）

会計年度任用職員1名

副参事（大規模福祉施設整備担当）

地域医療連携推進担当課長 5 1 2

計　13　課

副参事（障害者施策推進担当）

(※1)兼務8名

（健康推進課健康係）

相談係 19

保護第八地区担当 10
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職 員 配 置 状 況（ 職 種 別 ）
事務 福祉 技能 業務 他

健康福祉課 15 13 2

健康福祉係 9 7(3) 2 （ ）は派遣

事業調整係 6 6

1 1

健康推進課 78 30 4 4 36 4

健康係 12 11 1

健康づくり推進係 8 7 1

王子健康支援センター 21 5 2 1 11 2

赤羽健康支援センター 21 4 1 1 14 1

滝野川健康支援センター 16 3 1 2 10

参事（地域保健担当） (1) （ ）は兼務

副参事（地域保健担当） (1) （ ）は兼務

地域医療連携推進担当課長 5 5(8) （ ）は兼務

生活福祉課 109 95 11 3

庶務計画係 7 7

生活支援係 5 5

保護給付係 11 11

相談係 19 13 3 3

医療介護係 7 7

保護第一係 8 7 1

保護第二係 9 7 2

保護第三係 8 8

保護第四係 8 7 1

保護第五係 8 7 1

保護第六係 9 8 1

保護第七係 10 8 2

北部地域保護担当課長 51 41 10

保護第八地区担当 10 7 3

保護第九地区担当 8 7 1

保護第十地区担当 8 6 2

保護第十一地区担当 8 7 1

保護第十二地区担当 9 9

保護第十三地区担当 8 5 3 ※一般事務に都派遣研修職員受入1名含む

高齢福祉課 31 21 3 4 3

高齢福祉係 12 11 1

高齢相談係 19 10 3 4 2

20 12 3 5

障害福祉課 72 43 18 3 1 7

障害福祉係 15 15   

公害保健係 6 5 1

王子障害相談係 33 15 12 2 1 3

赤羽障害相談係 18 8 6 1 3

(1)  （ ）は兼務

介護保険課 39 37 2

給付調整係 16 16

認定調査係 14 12 2

介護保険料係 9 9

生活衛生課 39 8 1 29 1

生活衛生係 8 6 1 1  

環境衛生主査 10 2 7 1

食品衛生主査 15 15

医薬衛生主査 6 6

受動喫煙防止対策担当課長 5 4 1

保健予防課 28 12 2 2 5 4 3

保健予防係 9 8 1

結核感染症係 12 4 1 5 2

栄養指導主査 2 2

予防接種主査 0

試験検査主査 5 4 1

精神保健主査 (1) （ ）は兼務

障害者福祉センター 35 9 21 2 1 2

庶務相談係 8 7 1

支援係 20 1 17 1 1

事業係 7 1 4 2

528 331 63 3 0 4 0 0 6 53 1 33 1 0 33

合

　

　

計

保

健

師

検

査

技

術

備考

計　13　課

看

護

師

一

般

業

務

等

診

療

放

射

線

歯

科

衛

生

士

理

学

療

法

士

介

護

指

導

等

副参事（大規模福祉施設整備担当）

一

般

事

務

福

祉

等

副参事（障害者施策推進担当）

長寿支援課

 　令和２年４月１日現在

再

任

用

等

栄

養

士

医

　

　

師

医　療　・　技　術

衛

生

監

視
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分 掌 事 務 
                                                                 令和２年４月１日現在 

健康福祉部 
健康福祉課 

健康福祉係 

１ 保健福祉事業の推進に関すること。 

２ 民生委員推薦会に関すること。 

３ 民生委員及び児童委員に関すること。 

４ 福祉のまちづくりに関すること。 

５ 社会福祉協議会に関すること。 

６ 社会福祉事業団に関すること。 

７ 健康及び福祉関係諸団体との連絡調整並びに支援に関すること（他に規定するものを除く。）。 

８ 福祉有償運送に関すること。 

９ 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び旧軍人の恩給等に関すること。 

１０ 部の庶務に関すること。 

１１ 部の歳入歳出予算及び決算の資料に関すること。 

１２ 社会福祉法人に関する連絡調整及び認可等に関すること。 

１３ 部内他の課、係に属しないこと。 

 

事業調整係 

１ 区が事業者となる介護老人福祉施設に関すること。 

２ 区が事業者となる通所介護事業に関すること。 

３ 地域保健福祉に関する調査、計画及び調整に関すること（他に規定するものを除く。）。   

４ 特別養護老人ホーム等福祉施設の整備に関すること（他に規定するものを除く。）。 

５ ユニバーサルデザインの推進に関すること。 

６ 社会福祉法人に関する報告の徴収、指導監査及び社会福祉充実計画の承認に関すること。 

 

副参事 

１ 区立特別養護老人ホームの大規模改修に関すること。 

２ 民間特別養護老人ホームの整備に関すること。 

３ 民間介護老人保健施設の整備に関すること。 
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健康推進課 

健康係 

１ 成人及び母子保健事業に関すること。 

２ 健康診査及びがん検診等に関すること（他に規定するものを除く。）。 

３ 医療関係諸団体との連絡調整に関すること。 

４ 課内他の係に属しないこと。 

 

健康づくり推進係 

１ 健康づくり計画に関すること。 

２ 区民の健康づくりに関すること（他に規定するものを除く。）。 

３ 健康増進センターに関すること。 

４ 健康づくり推進協議会に関すること。 

 

王子健康支援センター 

赤羽健康支援センター 

滝野川健康支援センター 

１ 健康相談、健康教育及び保健指導に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 区民の健康づくりの支援に関すること。 

３ 母性、乳幼児等の健康診査等の実施に関すること。 

４ 成人及び母子保健事業の実施に関すること。 

５ 施設の維持管理及び運営に関すること（滝野川健康支援センターに限る。）。 

６ 健康支援センター間の事務の調整に関すること（王子健康支援センターに限る。）。 

 

副参事 

１ 成人及び母子保健事業の実施に関すること（精神保健に限る）。 

２ 医療関係諸団体との連絡調整に関すること。 

 

地域医療連携推進担当課長 

課務担当主査 

１ 地域医療連携に関すること。 

２ 休日診療等に関すること。 

３ 在宅療養推進に関すること。 
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生活福祉課 

庶務計画係 

１ 被生活保護世帯等への法外援護事務に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 課内他の係に属しないこと。 

 

生活支援係 

１ 生業資金に関すること（償還に関するものに限る。）。 

２ 応急小口資金（母子福祉応急小口資金を含む。）に関すること。 

３ 女性福祉資金に関すること。 

４ 母子及び父子福祉資金に関すること。 

５ 災害援護資金に関すること。 

６ 精神障害者の医療保護入院に係る区長同意に関すること。 

７ 行旅病人及行旅死亡人取扱法及び墓地、埋葬等に関する法律第９条に関すること。 

８ 中国残留邦人等及び特定配偶者への支援に関すること。 

９ 生活困窮者自立支援事業及び北区くらしとしごと相談センターに関すること。 

 

保護給付係 

１ 被生活保護世帯等への法外援護事務の経理に関すること。 

 

相 談 係 

１ 要保護者の相談に関すること。 

２ 女性相談及び母子・父子相談に関すること。 

３ 母子生活支援施設に関すること。 

４ 母子及びひとり親に係る個別的援護事務並びに区長が必要と認めた個別的援護事務の受付、

面接相談並びに経理に関すること（他に規定するものを除く。）。 

 

医療介護係 

１ 医療券及び介護券発行に係る法外援護事務に関すること。 

 

保護第一係 

保護第二係 

保護第三係 

保護第四係 

保護第五係 

保護第六係 

保護第七係 

上記各係は、担当地区における次の事務を分掌する。 

１ 被生活保護世帯等に係る法外援護事務に関すること。 
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北部地域保護担当課長 

課務担当主査（保護第八地区担当） 

課務担当主査（保護第九地区担当） 

課務担当主査（保護第十地区担当） 

課務担当主査（保護第十一地区担当） 

課務担当主査（保護第十二地区担当） 

課務担当主査（保護第十三地区担当） 

上記各担当は、担当地区における次の事務を分掌する。 

１ 被生活保護世帯等に係る法外援護事務に関すること。 

 

高齢福祉課 

高齢福祉係 

１ 高齢者の福祉増進に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 老人保健福祉計画に関すること。 

３ 地域包括ケアシステムの総合調整に関すること。 

４ 地域包括支援センターの経理に関すること。 

５ シルバー人材センターに関すること。 

６ 授産場に関すること。 

７ 老人いこいの家に関すること。 

８ いきがい活動センターに関すること。 

９ 課内他の係に属しないこと。 

 

高齢相談係 

１ 高齢者福祉事業に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 高齢者福祉の総合相談及びサービスの調整に関すること。 

３ 地域包括支援センター事業に関すること。 

４ 介護予防ケアプラン作成の委託に関すること。 

５ 特別養護老人ホームの入所の調整に関すること。 

６ 養護老人ホームの措置に関すること。 

７ 高齢者に係る成年後見に関すること（他に規定するものを除く。）。 

 

課務担当主査 

１ 高齢者虐待防止センターに関すること。 
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長寿支援課 

課務担当主査 

１ 地域包括ケアシステムの推進に関すること。 

２ 高齢者の生活支援体制の整備に関すること。 

３ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること（他に規定するものを除く。）。 

４ 認知症高齢者の総合支援に関すること。 

５ 高齢者の介護と医療の連携に関すること。 

６ 介護予防事業の企画、計画、調整、普及及び啓発に関すること。 

７ 高齢者のいきがいづくりに関すること。 

８ 高齢者地域自立支援ネットワークに関すること。 

９ シニアクラブに関すること。 

１０ 敬老事業に関すること。 

１１ 介護予防拠点施設に関すること。 

 

障害福祉課 

障害福祉係 

１ 障害者の福祉増進に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 障害者保健福祉に関する調査、計画及び調整に関すること。 

３ 障害者福祉施設の整備に関すること。 

４ 障害者団体との連絡調整に関すること。 

５ 障害者の就労支援に関すること。 

６ 障害者の地域自立生活支援に関すること。 

７ 障害福祉サービス等事業者の指導監査に関すること。 

８ 課内他の係に属しないこと。 

 

公害保健係 

１ 公害健康被害の補償給付に関すること。 

２ 公害健康被害認定審査会に関すること。 

３ 公害診療報酬等審査会に関すること。 

４ 大気汚染に係る健康障害の認定及び医療券の交付等に関すること。 

５ 大気汚染障害者認定審査会に関すること。 

６ 公害保健福祉事業に関すること。 

７ 健康被害予防事業に関すること。 

 

 

 

 



- 10 - 

 

王子障害相談係 

赤羽障害相談係 

１ 障害者保健福祉の総合相談及びサービスの調整に関すること。 

２ 障害者保健福祉事業に関すること。 

３ 障害者介護給付費等審査会に関すること。 

４ 障害支援区分の認定に関すること。 

５ 障害支援区分の認定調査に関すること。 

６ 心身障害者医療の助成に関すること。 

７ 障害者自立支援医療に関すること。 

８ 障害者に係る成年後見に関すること（他に規定するものを除く。）。 

９ 特殊疾病及び難病患者に関すること。 

１０ 障害相談係間の事務の調整に関すること（王子障害相談係に限る。）。 

 

課務担当主査 

１ 障害者虐待防止センターに関すること。 

 

副参事 

１ 障害者保健福祉に関する計画及び施策全般の調整に関すること。 

２ 障害者福祉施設の整備に関すること。 

 

介護保険課 

給付調整係 

１ 介護保険事業計画に関すること。 

２ 介護保険の特別会計に関すること。 

３ 介護保険の広報及び統計に関すること。 

４ 介護保険運営協議会に関すること。 

５ 介護保険の給付に関すること。 

６ 高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給に関すること。 

７ 不正利得に関すること。 

８ 国民健康保険団体連合会の事務委託に関すること。 

９ セルフプランの受付及び作成指導に関すること。 

１０ 給付についての苦情相談に関すること。 

１１ 給付の統計に関すること。 

１２ 介護老人保健施設の指導監査に関すること。 

１３ 居宅介護支援及び介護予防支援並びに地域密着型サービス事業者等の指定及び監督に 

関すること。 

１４ 地域密着型サービス拠点施設の整備に関すること。 
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１５ 介護給付等対象サービス事業者の指導調整に関すること。 

１６ 介護予防・日常生活支援総合事業の給付サービス及び事業者に関すること。 

１７ 課内他の係に属しないこと。 

 

認定調査係 

１ 要介護認定の審査に関すること。 

２ 介護認定審査会に関すること。 

３ 認定調査に関すること。 

４ 認定調査についての苦情相談に関すること。 

５ 認定調査の統計に関すること。 

 

介護保険料係 

１ 第一号被保険者の資格管理に関すること。 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の資格管理に関すること。 

３ 住所地特例に関すること。 

４ 被保険者証の発行に関すること。 

５ 介護保険料の賦課徴収に関すること。 

６ 介護保険料の口座振替に関すること。 

７ 介護保険料の還付及び充当に関すること。 

８ 介護保険料の減免に関すること。 

９ 介護保険料その他徴収金の滞納整理に関すること。 

１０ 介護保険料の徴収猶予及び滞納処分の停止に関すること。 

１１ 介護保険料の差押財産の換価処分に関すること。 

１２ 介護保険料についての苦情相談に関すること。   

１３ 介護保険料の統計に関すること。 

 

生活衛生課 

生活衛生係 

１ 動物の適正飼養に関すること。 

２ 獣医衛生統計調査に関すること。 

３ 課内他の係に属しないこと。 

 

課務担当主査（環境衛生主査） 

１ ねずみ及び衛生害虫等の防除指導に関すること。 

２ 環境衛生の連絡調整に関すること。 

 

課務担当主査（食品衛生主査） 

１ 食品衛生の連絡調整に関すること。 
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課務担当主査（医薬衛生主査） 

１ 医薬衛生の連絡調整に関すること。 

 

受動喫煙防止対策担当課長 
課務担当主査 

１ 受動喫煙防止対策に関すること。 

 

保健予防課 

保健予防係 

１ 地域保健の研究及び研修に関すること（他に規定するものを除く。）。 

２ 課内他の係に属しないこと。 

 

結核感染症係 

１ 結核の予防に関すること。 

２ エイズの予防に関すること。 

３ その他感染症の予防に関すること。 

 

課務担当主査（栄養主査） 

１ 栄養指導に関すること。 

 

課務担当主査（予防接種主査） 

１ 予防接種に関すること（他に規定するものを除く。）。 

 

障害者福祉センター 

庶務相談係 

１ センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

２ センターの公印の管守に関すること。 

３ センターの予算、決算及び会計に関すること。 

４ センターの維持管理及び運営に関すること。 

５ 施設の使用に関すること。 

６ 通所バスの運行に関すること。 

７ 障害者（児）の相談に関すること（他に規定するものを除く。）。 

８ 区立の障害者福祉施設に関すること（他に規定するものを除く。）。  

９ 民間の障害者福祉施設の助成に関すること（他に規定するものを除く。）。 

１０ 就労継続支援、就労移行支援、自立訓練事業所の支援に関すること（他に規定するものを 

除く。）。 

１１ 障害者の地域活動支援に関すること。 

１２ センターの使用料の徴収に関すること（他に規定するものを除く。）。 



- 13 - 

 

１３ センターが所管する社会福祉法人の業務検査に関すること。 

１４ 前各号のほか、他の係に属しないこと。 

 

支 援 係 

１ 生活介護事業利用者の生活支援及び作業活動に関すること。  

２ 生活介護事業利用者の保健衛生に関すること。 

３ 生活介護事業利用者の負担金徴収及び介護給付費の請求、代理受領に関すること。 

４ 地域活動に関すること。 

 

事 業 係 

１ 講座・講習会に関すること。 

２ 機能訓練に関すること。 



- 14 - 

 

北 区 保 健 所 
生活衛生課 

生活衛生係 

１ 狂犬病予防その他の獣医衛生に関すること。 

２ 所の公文書類の収受、配付、発送、編集及び保存に関すること。 

３ 所の公印の管守に関すること。 

４ 所の歳入歳出予算、決算及び会計に関すること。 

５ 所の維持管理及び運営に関すること。 

６ 所内他の課、係に属しないこと。 

 

課務担当主査（環境衛生主査） 

１ 興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所、プール等の許認可及び監視 

指導に関すること。 

２ 温泉の利用許可及び監視指導に関すること。 

３ 墓地等の許可に関すること。 

４ 特定建築物の届出及び衛生指導に関すること。 

５ 専用水道、簡易専用水道等の水道施設及び飲料水の衛生指導に関すること。 

６ 環境衛生の普及啓発に関すること。 

７ 住居衛生その他の環境衛生に関すること。 

 

課務担当主査（食品衛生主査） 

１ 食品衛生に係る営業許可及び届出受理に関すること。 

２ 食品衛生に係る監視指導及び不良食品の処理に関すること。 

３ 食中毒の調査に関すること。 

４ 食品の検査に関すること。 

５ 食品衛生に係る衛生教育に関すること。 

６ 食品衛生普及啓発に関すること。 

７ 調理師免許に係る申請に関すること。 

８ 製菓衛生師免許に係る申請に関すること。 

９ その他の食品衛生に関すること。 
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課務担当主査（医薬衛生主査） 

１ 診療所、助産所、施術所等医療関係施設の許可及び監視指導に関すること。 

２ 医師等医療従事者の免許申請に関すること。 

３ 衛生検査所の登録及び監視指導に関すること。 

４ 救急医療機関の認定申請に係る調査に関すること。 

５ 薬局、店舗販売業、薬局製造販売医薬品製造販売業及び薬局製造販売医薬品製造業の許可及

び監視指導に関すること。 

６ 麻薬小売業者の免許及び監視指導に関すること。 

７ 薬局製造販売医薬品製造販売業に係る承認に関すること。 

８ 高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可及び監視指導に関すること。 

９ 管理医療機器販売業及び貸与業の届出及び監視指導に関すること。 

１０ 毒物又は劇物販売業の登録及び監視指導に関すること。 

１１ 毒物又は劇物業務上取扱者の届出及び監視指導に関すること。 

１２ 家庭用品の試買検査及び品質管理に係る指導に関すること。 

１３ 薬物乱用防止に関すること。 

１４ 医療衛生統計調査に関すること。 

１５ その他の医薬衛生に関すること。 

 

受動喫煙防止対策担当課長 

課務担当主査 

 １ 受動喫煙防止対策に関すること。 

  

保健予防課 

保健予防係 

１ 地域保健の研究及び研修に関すること。 

２ 人口動態等統計調査に関すること。 

３ 課内他の係に属しないこと。 

 

結核感染症係 

１ 結核対策に関すること。 

２ エイズ対策に関すること。 

３ その他感染症対策に関すること。 

４ エックス線検査に関すること。 

 

課務担当主査（検査主査） 

１ 試験及び検査に関すること。 
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課務担当主査（栄養主査） 

１ 栄養調査及び特定給食施設等の栄養指導に関すること。 

２ 健康づくり推進店に関すること。 

 

課務担当主査（予防接種主査） 

１ 予防接種に関すること。 

 

課務担当主査（精神保健主査） 

１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に基づく保健所長

経由事務に関すること。 
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北区福祉事務所 
生活福祉課 

庶務計画係 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に係る個別的援護事務及び区長が必要と認めた個

別的援護事務の経理に関すること。 

２ 被生活保護世帯への自立支援事業計画に関すること。 

３ 所の公印の管守に関すること。 

４ 社会福祉事業統計の総括に関すること。 

５ 所内の他の課、係に属しないこと。 

 

保護給付係 

１ 生活保護法に係る措置に基づく経理に関すること。 

 

相 談 係 

１ 要保護者の相談に関すること。 

２ 生活保護法に係る受付及び面接相談に関すること。 

３ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）、売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）及び配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号）に係る受付、面接相談及び入所等に基

づく経理に関すること。 

４ 生活保護事務の連絡調整に関すること。 

 

医療介護係 

１ 生活保護法に基づく医療券の発行に関すること。 

２ 生活保護法に基づく介護券の発行に関すること。 

 

保護第一係 

保護第二係 

保護第三係 

保護第四係 

保護第五係 

保護第六係 

保護第七係 

  上記各係は、担当区域における次の事務を分掌する。 

１ 生活保護法に基づく個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。 

２ 児童福祉法に基づく個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。 
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北部地域保護担当課長 

課務担当主査（保護第八地区担当） 

課務担当主査（保護第九地区担当） 

課務担当主査（保護第十地区担当） 

課務担当主査（保護第十一地区担当） 

課務担当主査（保護第十二地区担当） 

課務担当主査（保護第十三地区担当） 

上記各担当は、担当区域における次の事務を分掌する。 

１ 生活保護法に基づく個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。 

２ 児童福祉法に基づく個別的援護事務及び区長が必要と認めた個別的援護事務に関すること。 

 

高齢福祉課 

高齢福祉係 

１ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）及び他の法令に定める個別的援護事務並びに区長

が必要と認めた個別的援護事務の経理に関すること。 

２ 課内他の係に属しないこと。 

 

高齢相談係 

１ 老人福祉法及び他の法令に定める個別的援護事務並びに区長が必要と認めた個別的援護事務

の受付及び相談に関すること。 

 

障害福祉課 

障害福祉係 

１ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）及び他の法令に定める個別的援護事務並びに区長が必要と認めた個別的援護事務の経理

に関すること。 

２ 課内他の係に属しないこと。 

 

王子障害相談係 

赤羽障害相談係 

１ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び他の法令に定める個別的援護事務並びに区長が必

要と認めた個別的援護事務の受付及び相談に関すること。 
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               ※事業名に付記した（○○○千円）は、令和２年度予算額を掲載 

健康福祉部 
 

健康福祉課 

 

１ 民生委員・児童委員関係 

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域における気軽な相談相手として地域の方

から福祉に関する相談を受け、助言、援助等の支援を行っている。 

主任児童委員は、児童福祉を専門に担当し、児童福祉関係機関との連絡調整を行い、担当区域の児

童委員と一体となって児童福祉分野での活動を展開している。 

また、平成１９年度から民生委員・児童委員協力員制度が発足し、都知事から委嘱された協力員が

民生委員・児童委員の活動の一部に協力している。 

（１）民生委員・児童委員（令和２年４月１日現在） （５１，４９１千円） 

【定数】  区域担当委員  ３０３人     主任児童委員  ２０人 

【現員】  区域担当委員   ２８６人     主任児童委員   １９人 

※十条、王子、豊島・堀船、赤羽東、赤羽中央、桐ケ丘、赤羽北、滝野川、西ケ原、田端の

１０地区に分かれ、毎月地区協議会が開催されている。 

《協力員》 定数 ３０人  現員 １９人 

（２）民生委員推薦会 （６１５千円） 

推薦委員    １４人 

民生委員・児童委員の一斉改選及び欠員補充の際に、民生委員候補者を推薦する。 

 

２ 補助事業 

(1) 北区社会福祉協議会運営費補助 ６１，５３２千円 

(2) 権利擁護センター「あんしん北」運営費補助 ３１，４６２千円 

(3) コミュニティソーシャルワーカー配置補助 １２，０００千円 

(4) 北区社会福祉事業団運営費補助 ６９，６３０千円 

(5) ３地区遺族会 ６００千円 

 

３ 福祉のまちづくり整備の推進 （１８９千円） 

共同住宅や店舗、病院等、多数の人が利用する施設について、高齢者や障害者等が安全かつ快適に

利用できるよう建築主への指導等を行い、バリアフリー化を推進し、だれもが住みやすい、思いやり

のあるまちづくりを目指す。 

 令和元年度実績 

    相談・受付     相談件数    １６８件（都のまちづくり条例の相談件数を含む。） 

                       事前協議受付件数 ７０件（都のまちづくり条例の受付件数を含む。） 
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４ 原爆被爆者に対する援護                     （１，０３３千円） 

区内の原爆被爆者に対して見舞金を支給する。 （年１回 １人 １０，０００円） 

令和元年度実績     ９４人 

 

５ 戦傷病者・戦没者遺族等の援護並びに旧軍人の恩給に関する受付事務 

(1) 旧軍人等の恩給（恩給法） 

令和元年度受付    ０件     累計   ６，６３０件 

(2) 遺族年金、遺族給与金等（戦傷病者戦没者遺族等援護法） 

令和元年度受付    ０件     累計   ３，２３９件 

(3) 弔慰金（戦傷病者戦没者遺族等援護法） 

令和元年度受付    ０件     累計   ３，９３２件 

(4) 戦没者等の妻に対する特別給付金（戦没者等の妻に対する特別給付金支給法） 

令和元年度受付    ０件     累計   ２，７４４件 

(5) 特別弔慰金（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法） 

令和元年度受付    ０件     累計   ８，７８２件 

(6) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金（戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法） 

令和元年度受付    ０件     累計     ７０３件 

(7) 戦没者の父母等に対する特別給付金（戦没者の父母等に対する特別給付金支給法） 

令和元年度受付    ０件     累計     １０３件 

 

６ 戦没者の慰霊 （６６０千円） 

平和祈念事業の一環として、北区遺族連合会と戦没者追悼の集いを開催する。 

令和元年度実績   実施日   ７月３０日（場所：北とぴあ・つつじホール） 

参加者数  １５５人 
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７ 福祉人材確保支援事業 

（１）福祉人材確保支援事業（福祉のしごと総合フェア） （３，７７１千円） 

人員不足に苦慮している福祉職場の人材確保策を支援するため、就職の機会として「北区福祉

のしごと総合フェア」を開催し、区民への良質な福祉サービスの提供体制を維持していく。事業

の実施は、北区社会福祉協議会に委託して行う。 

令和元年度実績  実施日  ６月２１日、９月２７日、１月２３日（場所・北とぴあ） 

            参加者数 延べ ３６３名 

令和２年度予定  実施日  ８月２４日、１１月２日、１月２２日（場所・北とぴあ） 

（２）福祉資格支援事業 （３，７５０千円） 

区内の介護保険施設等において、採用後に業務に従事しながら介護福祉資格を取得しようとす

る職員を積極的に支援する事業主に対して必要経費を補助することにより、未経験でも就職しや

すく、かつ、職員がやりがいと誇りを持って就労できる環境づくりを支援する。 

令和元年度実績 介護職員初任者研修：９人 

        介護福祉士：１７人 

対象施設  区内の介護保険施設等 

対象職員  常勤職員及び非常勤職員 

対象資格及び補助額（実費） 

・介護職員初任者研修 

研修受講料：１人当たり １０万円以内 

賃金相当額：１人当たり  ５万円以内 

・介護福祉士 

実技講習受講料と国家試験受験料の合計：１人当たり  １５万円以内 

賃金相当額：１人当たり  ５万円以内 

 

８ 受験生チャレンジ支援事業 （７，５００千円） 

  低所得世帯の子どもを支援するため、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講費用

及び高等学校、大学等の受験費用に必要な資金の貸付（事業の実施主体は東京都社会福祉協議会）に

係る申請受付等を実施する。申請受付等は、北区社会福祉協議会に委託して行う。 

令和元年度実績  相談受付件数（電話を含む） ８１５件 

新規来所者数 １１６件 

貸付件数   １８４件 

 

９ 避難行動要支援者対策事業 （６，４４１千円） 

障害者や一人暮らしの高齢者など災害時に自力で避難することが困難で、特に支援が必要な区民を

対象に、避難行動要支援者名簿を作成し、定期的に更新している。 

また、災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、個別計画の作成を行う。 
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１0 社会福祉法人の認可及び指導監査等                  （１，１５５千円） 

 北区内の社会福祉法人で、北区内のみで事業活動を行う法人に係る設立等の認可事務及び法人の指

導監査を実施している。法人の設立認可及び指導監査における決算書類等の確認について、一部外部委

託を活用している。 

    令和２年４月１日現在  １７法人 

 

１1 特別養護老人ホーム等建設費補助                  （１５，２００千円） 

補助対象施設 

社会福祉法人 う ら ら 「みずべの苑」     １５，２００千円 

 

１２ 特別養護老人ホーム等改修費補助費                 （３７，１２５千円） 

補助対象施設 

（１）社会福祉法人 う ら ら 「みずべの苑」     １２，１２５千円 

（２）社会福祉法人 光 照 園 「王子光照苑」     １２，５００千円 

  （３）社会福祉法人 こうほうえん 「うきま幸朋苑」    １２，５００千円 

 

１３ 区立の介護福祉施設で行う介護保険事業 

（１）介護老人福祉施設事業（特別養護老人ホームの運営）※短期入所生活介護を含む。 （１６４，９１９千円） 

介護保険法の要介護認定で要介護と認定された高齢者等を対象に、介護サービス・日常生活上

の世話などを行う。（短期入所生活介護の対象者は要支援を含む。） 

《施設概要》 

名   称 所 在 地 定 員 開 設 年 月 日 

上中里つつじ荘 上中里２－４５－２ 
特養  １２０人 

短期入所 １０人 
平成 ５年 ７月 １日 

清水坂あじさい荘 中十条４－１６－３２ 
特養  １３８人 

短期入所 ２２人 
平成 10 年 10 月 30 日 

桐ケ丘やまぶき荘 桐ケ丘１－１６－２６ 
特養  １０６人 

短期入所 １０人 
平成 13 年 ５月 21 日 

    《指定管理者》 

社会福祉法人 北区社会福祉事業団 （上中里つつじ荘、清水坂あじさい荘） 

社会福祉法人 東京聖労院     （桐ケ丘やまぶき荘） 
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（２）通所介護事業   （２５，６４３千円） 

介護保険法の要介護認定で要介護・要支援と認定された高齢者等を対象に、介護支援専門員の

作成したケアプランに基づき食事・入浴等の介護サービスを提供する。 

《高齢者在宅サービスセンター》 

上中里つつじ荘（令和２年４月から休止）、清水坂あじさい荘、桐ケ丘やまぶき荘、 

田端、滝野川西、堀船 

《指定管理者》 

社会福祉法人 北区社会福祉事業団 （上中里つつじ荘（休止中）、清水坂あじさい荘、

田端、滝野川西） 

社会福祉法人 東京聖労院     （桐ケ丘やまぶき荘） 

社会福祉法人 光照園       （堀船） 

 

１４ 特別養護老人ホーム等大規模改修事業             （１，１６１，８８９千円） 

特別養護老人ホームは、在宅での介護が困難になった高齢者の生活の場として、最も多くの整備要

望が寄せられている施設である。今後も多くの入所待機者が見込まれる状況を鑑み、老朽化する区立

特別養護老人ホームの大規模改修を実施する。 

    《対象施設》 

      旧浮間さくら荘（入所者の仮移転先として整備を予定） 

      上中里つつじ荘（大規模改修の実施を予定） 

 

1５ 介護老人保健施設等複合施設の整備                 （１９２，９３３千円） 

旧赤羽中学校跡地を活用し、「安全で災害に強く誰もがいきいきと健やかにくらせるまち」という

コンセプトを実現するため、民間医療法人等による介護老人保健施設等複合施設を整備・誘導する。 

    ≪整備概要≫ 

①整備予定地  北区志茂 1-19-14 

②建   物  鉄筋コンクリート造 地上７階建て/ 建築面積 約３，０００㎡ 

③整備事業者  医療法人社団博栄会、ライクアカデミー株式会社 

④主な施設   介護老人保健施設、総合病院、通所リハビリ施設、認可保育所等 

⑤開   設  介護老人保健施設 令和３年１０月開設（予定） 
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健康推進課 

 

第１ 成人保健 

 「健康増進法」に基づく健康増進事業として、健康診査、がん検診、その他の保健事業を実施して 

いる。 

・健康増進法第１７条第１項に基づく健康増進事業 

健康手帳の交付、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導 

・健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業 

歯周疾患健診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、特定健康診査非対象者に対する健康診査

及び保健指導、がん検診 

 

 

１ 健康診査 （４０８，４１３千円） 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、区は医療保険（北区国民健康保険）者として４０歳

から７４歳までの北区国民健康保険の加入者に対する特定健康診査・特定保健指導を実施するほか、後

期高齢者医療制度の対象者については後期高齢者医療広域連合からの受託による健康診査を実施してい

る。 

健康推進課では、国保年金課からの執行委任による、北区国民健康保険の加入者及び後期高齢者医療

制度の対象者に対する健康診査に加え、３０代の区民、生活保護受給者等を対象とした健康診査を実施

している。また、社会保険被扶養者等を対象に、保険者が実施する特定健康診査の項目とは別に、北区

独自の追加健診項目を実施する。このほか、眼科健診、耳の健診、歯周病検診・口腔機能維持向上健診

等を、各健診ごとに設定した対象者に対して実施している。 

 

（１）若年健康診査                           （１０，８３５千円） 

   実施方法   北区医師会に委託・個別方式（区内実施医療機関） 

   対象者    ３０歳から３９歳の勤務先等で健診機会がない区民 

   健診項目   問診、身長・体重・ＢＭＩ・腹囲測定、理学的検査、血圧測定、 

肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、血液一般検査、尿潜血 

血清尿酸、血清クレアチニン 

   実施期間   ６月１日～１１月３０日 

   自己負担   １，０００円 

  （令和元年度）  ８４８人 
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（２）健康増進法に基づく健康診査・保健指導 （５０，７０５千円） 

① 健康診査（健康増進健診） 

 実施方法    北区医師会に委託・個別方式（区内実施医療機関） 

 対象者     ４０歳以上の生活保護受給者等 

 健診項目    基本項目：問診、身長・体重・ＢＭＩ・腹囲測定（７５歳以上は腹囲測定は 

なし）、理学的検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、 

血糖検査、尿検査 

            詳細項目：貧血検査、心電図検査、眼底検査（４０歳～７４歳の方のみ） 

            追加項目：血液一般検査、尿潜血、血清検査（クレアチニン等） 

 実施期間    ４０歳～７４歳  ６月１日～８月３１日 

         ７５歳以上    ９月７日～１１月３０日 

 

② 保健指導 

実施方法    外部委託 

    対象者     ４０歳～７４歳の方で、健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高

く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が高く期待できる方 

支援方法    動機づけ支援（面接による支援と３か月後または、６か月後の評価） 

積極的支援 （面接による支援を行った後、３か月以上の継続的な支援と 

３か月後または、６か月後の評価） 

    実施時期     健康診査終了後、概ね２か月後から実施 

 

健康増進健診実績（４０歳～）                 （令和元年度） 

対象者 受診券発送数（人） 受診者数（人） 受診率 

40～64 歳 ２，２９８ ４７８ ２０.８％ 

65～74 歳 ２，５３７ ５９１ ２３.３％ 

75 歳以上 ２，７１２ ８９４ ３３.０％ 

計 ７，５４７ １，９６３ ２６.０％ 

 

（参考）特定健康診査実績（４０～７４歳）（区民部より再掲） 

 

 

 

 

 

（参考）後期高齢者健康診査実績（区民部より再掲） 

対象者 受診券発送数（人） 受診者数（人） 受診率 

後期高齢者医療
制度被保険者※ 

４２，５１６ ２３，２３３ ５４．６％ 

 ※後期高齢者医療制度被保険者・・・次の(1)及び(2)の方 

(1)75 歳以上の方 (2)65～74 歳で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入している方 

対象者 受診券発送数（人） 受診者数（人） 受診率 

40～64 歳 ２６，３７５ ９，０３９ ３４.３％ 

65～74 歳 ２８，２８２ １５，２３７ ５３.９％ 

計 ５４，６５７ ２４，２７６ ４４.４％ 
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（３）胸部Ｘ線検査 （１２３，９６１千円） 

    感染症法に基づき、４０歳以上の者を対象に特定健診等にあわせ結核検診として実施する。 

    （令和元年度） ５０，４５５人 

 

（４）肝炎検診 （１５，３９１千円） 

    健康増進法に基づき、特定健診等と同時に実施する。 

                                  （令和元年度：４０歳以上） 

対象者 
受診者数 

（人） 

Ｃ型肝炎 Ｂ型肝炎 

「現在、感染している可能性が
極めて高い」と判定された者 

陽性者 

人数（人） 割 合 人数（人） 割 合 

節目年齢（40 歳） １０９ 0 ０.００% 0 ０.００% 

節目外年齢 ２，９３８ 7 ０.２４% ２4 ０.８２% 

計 ３，０４７ 7 ０.２３% 24 ０.７９% 

 

（５）社会保険被扶養者等特定健診レベルアップ （１１，５３０千円） 

    ４０歳～７４歳の区民で、北区国民健康保険以外の健康保険に加入している被扶養者等を対象に

保険者の実施する健診項目とは別に、北区独自の追加健診項目を実施する。 

① 「北区追加健診」 

保険者の実施する特定健診と同時に、心電図検査、血液一般検査、尿潜血、血清検査（クレア

チニン等）を行う。 

（令和元年度）  １，０１２人 

② 「北区追加健診（単独実施）」 

保険者の実施する特定健診とは別に、心電図検査、血液一般検査、血清検査（クレアチニン

等）を行う。 

（令和元年度）    ６６１人 

 

（６）眼科健診 （７１，９８０千円） 

北区医師会に委託し、実施医療機関を会場として個別方式で行う。 

対象者    ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０・７５・８０歳の区民 

実施期間   ６月１日～９月３０日 

診査内容   問診、視診、細隙燈顕微鏡検査、眼底検査、眼圧検査、屈折検査、 

矯正視力検査、眼底カメラ（必要な場合に実施） 

     自己負担   ５００円 

（令和元年度）  ７，０２０人 
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（７）耳の健診 （６０，３９５千円） 

北区医師会に委託し、実施医療機関を会場として個別方式で行う。 

対象者    ６５歳以上の奇数年齢の区民 

実施期間   ７月１日～９月３０日 

診査内容   問診、視診、標準純音聴力検査 

自己負担   ５００円 

（令和元年度）  ６，９９８人  

 

（８）歯周病検診・口腔機能維持向上健診 （６３，６１６千円） 

地区歯科医師会に委託し、区内実施医療機関を会場として個別方式で行う。 

   ①歯周病検診 

対象者    ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の区民 

実施期間   ９月１日～２月１日                 

診査内容   問診・口腔内診査 

   ②口腔機能維持向上健診 

対象者    ７５・７７・７９・８０・８１・８３・８５歳の区民 

実施期間   ９月１日～２月１日 

診査内容   歯周病検診検査項目・口腔機能検査 

（令和元年度） 

歯周病検診受診者 ３，８５８人 

口腔機能維持向上健診 ３，１１０人 

 

２ がん検診 

がんを早期発見し、がん死亡を減少させることを目的に、胃・子宮・乳・大腸・肺がん検診を実施し

ている。 

 

（１）胃がん検診 （９３，１４２千円） 

医療機関方式と検診機関・検診車方式により胃がん検診を実施している。 

また、血清ペプシノゲンと血清ヘリコバクター・ピロリ抗体検査による胃がんハイリスク検診を

実施している。 

ア 医療機関方式 （５５，５００千円） 

北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

対象者     ５０歳以上の区民（前年度内視鏡検査未受診者） 

検診内容    問診、エックス線撮影または内視鏡検査 

 

イ 検診機関・検診車方式                     （１７，８４７千円） 

東京都予防医学協会に委託し、市ヶ谷にある同協会の検診機関または検診車を北区保健所及び

赤羽会館に派遣して検診を実施している。 

対象者     ３６歳以上の区民（前年度内視鏡検査未受診者） 

検診内容    問診、エックス線撮影 
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                         （令和元年度） 

方  式 申込者数（人） 
受診者数

（人） 
要精密者数（人） 

医療機関 （内視鏡） 
９，８７４（※） 

１，８１５ ２７ 

医療機関 （Ｘ線） ２２７ ２６ 

検診機関 ８０７ ６９８ ３８ 

検診車 １，２２８ １，０８０ ９８ 

計 １１，９０９ ３，８２０ １８９ 

   ※医療機関方式申込者内訳：個別申込：1,263 人・受診券送付：8,611 人（50 歳と 60 歳） 

        検査方法（内視鏡・Ｘ線）は、受診予約時に決める 

 

ウ 胃がんハイリスク検診                          （１９，７９５千円） 

     北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

      対象者    ３０・４０歳の区民（過去に胃がんハイリスク検診を受診された方を除く）      

検診内容   問診、血液検査 

      自己負担   １，０００円 

（令和元年度） 

受診券発送数（人） 受診者数（人） 高リスク者数（人） 

２７，８２３ ４，５１３ ８９４ 

※令和元年度対象者は、３９・４４・４９・５４・５９・６４歳の区民 

 

（２）子宮がん検診 （６２，７５８千円） 

子宮がん検診は、下記のア、イについては申込制。医師が必要と認めた場合は、子宮体がん検診

を実施。ウについては対象者に子宮頸がんのクーポン券を送付し、申込不要で実施している。 

 

ア 医療機関方式 （４４，１８３千円） 

北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

対象者     ２０歳以上の女性区民（前年度未受診者） 

検診内容    問診、視診、細胞診 

 

イ 検診機関方式 （１６，６１３千円） 

東京都予防医学協会に委託。 

対象者     ２０歳以上の女性区民（前年度未受診者） 

検診内容    問診、視診、細胞診 

 

ウ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（子宮頸がん検診） （１，９６２千円） 

北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

対象者     ４月１日現在、２０歳の女性区民。 

検診内容    問診、視診、細胞診 
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                                 （令和元年度） 

方式 申込者数（人） 受診者数（人） 要精密者数（人） 

医療機関 ４，９３４ ３，８８２ ９３ 

検診機関 １，２３６ １，１０４ ５５ 

新たなステージに入ったがん検診※ ※１，７４０ １１２ ３ 

計 ７，９１０ ５，０９８ １５１ 

※子宮頸がん検診無料クーポン券発送数 

 

（３）乳がん検診 （８９，２１７千円） 

乳がん検診は、下記のアについては申込制、イについては対象者に乳がん検診無料クーポン券を

送付している。 

ア 医療機関方式 （７９，４５３千円） 

北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

対象者     ４０歳以上の女性区民（前年度未受診者）  

検診内容    問診、視触診（任意）、マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影） 

自己負担    １，０００円（平成１８年度から） 

 

イ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業事業（乳がん検診） （９，７６４千円） 

   北区医師会に委託し、個別医療機関で実施。 

対象者     ４月１日現在、４０歳の女性区民。 

検診内容    問診、視触診（任意）、マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影） 

自己負担    なし（無料） 

                                （令和元年度） 

 申込者数（人） 受診者数（人） 要精密者数（人） 

医  療  機  関 ５，９６７ ５，３１９ ５８０ 

新たなステージに入ったがん検診※ ※２，５８２ ５５８ ８０ 

計 ８，５４９ ５，８７７ ６６０ 

※乳がん検診無料クーポン券発送数 

 

（４）大腸がん検診 （９４，７２３千円） 

令和２年度から北区医師会に委託し、特定健康診査等と同時実施している。また東京都予防医学

協会に委託し、市ヶ谷にある同協会の検診機関及び各健康支援センターを検体の提出先として検診

を実施している。 

 

ア 大腸がん検診（特定健康診査等と同時実施） （８０，６７０千円） 

検診内容    便潜血反応検査（二日法） 

自己負担    ３００円 
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イ 大腸がん検診（東京都予防医学協会に委託）  （１４，０５３千円） 

対象者     ３６歳以上の区民 

検診内容    便潜血反応検査（二日法） 

自己負担    ３００円 

（令和元年度） 

 申込者数（人） 受診者数（人） 要精密者数（人） 

大腸がん検診 ８，３７８ ７，６０１ ５５０ 

 ※令和元年度は、区で実施するほか、一部を東京都予防医学協会に委託して実施 

 ※対象者は３５歳以上の区民 

 

（５）肺がん検診 （２０，２２８千円） 

令和２年度から東京都予防医学協会に委託し実施している。市ヶ谷にある同協会の検診機関また

は検診車を北区保健所及び赤羽会館に派遣して検診を実施している。 

対象者     ４０歳以上の区民 

検診内容    問診、エックス線撮影、喀痰検査 

自己負担    ５００円（喀痰検査を併せて行う場合 ８００円） 

 

３ 身体障害者健康診査 （５１５千円） 

脊髄損傷、脳性まひ、脳血管障害等に起因する身体上の障害を有し、常時車いすを使用する１８歳以

上の身体障害者に対して、疾病の発生抑止、早期発見及び早期治療を促進するとともに、健康保持増進

を図るため、東京都立北療育医療センターに委託して健康診査を実施している。 

健診内容  内科 問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、尿検査、血液検査、エックス線検査、

心電図検査 等 

        眼科 問診、眼底検査、眼圧検査、屈折検査、矯正視力検査、眼底カメラ、細隙灯顕微

鏡検査 

                          （令和元年度）単位：人 

 申込者数 受診者数 異常なし 要観察 要指導 要医療 

内科 １４ １２ ０ ２ ５ ５ 

眼科 １２ １０ ５ ５ ０ ０ 

 

４ 骨粗しょう症検診 （７，３６０千円） 

骨粗しょう症の予防と早期発見を目的に、各健康支援センターで骨粗しょう症検診及び予防のための

生活習慣改善指導を実施している。 

対象者   ３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性区民 

                                  （令和元年度）単位：人 

対象者数 申込者数 受診者数 要指導者数 要精検者数 

２０，７７５ ２，６７４ ２，２３７ ９７９ １８ 
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５ 保健相談事業 （１，７６１千円） 

（１）肺がん予防対策事業 （１，０５８千円） 

肺がんの一次予防（生活改善）として、禁煙・防煙教育は、希望する区立中学校へ啓発パンフレ

ットを配布している。 

    また、禁煙を希望する区民に禁煙講演会を実施、さらに平成 26 年度から禁煙治療費の助成制度   

を実施している。 

  （令和元年度実績） 

① 啓発パンフレット配布  ５校      １，６４１部 

② 禁煙講演会       1 回      （参加者３７人） 

③ 禁煙治療費助成     ３０人    （登録者１１２人） 

 

（２）生活習慣病予防事業 （７０３千円） 

    糖尿病等の生活習慣病の予防、健康的な食習慣の定着を目的として、区の保健師や栄養士・歯科

衛生士・北区楽しい食の推進員等が講師となり出張教育等を行っている。 

                                        （令和元年度） 

区 分 
総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 

出 張 健 康 教 育 ２ ６１ 1 ８ ０ ０ １ 53 

食 育 出 張 講 座 ６ ３２１ 3 １５７ ２ ８８ １ ７６ 

自主グループ育成・支援 ７ ９１ 3 ２７ １ １ ３ ６３ 

生活習慣病予防啓発事業 ４ ２５５ １ ２４ １ ６２ ２ １６９ 

働く世代の出前健康講座 3 １２５ 2 ５７ １ ６８ ０ ０ 

 

６ 女性健康支援事業 （１，１７４千円） 

（１）女性の健康支援事業 （４８４千円） 

女性の心身にわたる様々な悩みなどの相談を受けるため、平成１８年度から女性の健康支援セン

ターを設置し、女性医師による健康相談を実施。平成２１年度からは、赤羽健康支援センターのみ

で実施している。平成３０年度からは栄養相談、歯科相談、乳がん自己触診法体験、骨盤トレーニ

ングを加えて実施している。 

（令和元年度実績）単位：人 

回 数 ５ 

女性医師による相談 １４ 

栄 養 相 談  ３１ 

唾液テスト体験 ３１ 

乳がん自己触診法体験 ３１ 

骨盤トレーニング ３１ 
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（２）乳がんの自己触診法普及                       （６９０千円） 

乳がんは、自己触診によって発見可能ながんと言われており、早期発見することで治癒率も高

い。そのため、乳がんの予防啓発として乳がん自己触診法の講習会を実施し、乳がんの早期発見の

ためのテキスト・チラシ・啓発グッズを配布している。 

      （令和元年度実績） 

① 自己触診法講習会  

            王子健康支援センター     ２３回   １．０５３人 

                   赤羽健康支援センター     ２５回   １，２５０人 

                   滝野川健康支援センター    １９回   １，０１２人   

② 啓発グッズの配布                ３，３８７人 

 

 

第２ 母子保健 

妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、健康診査、保健指導、医療給付を行っている。 

１ 妊産婦健康診査 （２６２，１７８千円） 

（１）妊産婦健康診査 （２２７，７４７千円） 

ア 妊婦健康診査  

妊娠期間中、全妊婦を対象に医療機関に委託して妊婦健康診査等を実施している。診査項目は、

梅毒血清検査・血圧測定・ＨＢｓ抗原検査・ＨＴＬＶ－１抗体・尿のたん白及び糖等である。公費

負担回数は妊婦健康診査１４回、妊婦超音波検査１回、妊婦子宮頸がん検診１回となっている。 

                               （令和元年度） 単位：人 

区 分 計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

受 診 者 数  ３８，１４８ １１，９１０ １３，９９４ １２，２４４ 

 

イ 産婦健康診査  

    妊娠高血圧症候群等の対策の一環として、乳児健康診査時に産婦に対して、妊娠中の既往調査を

行い、有症者と出産後健診を受けていない者に対し、血圧測定等を実施し、異常の認められる者に

対しては、専門医療機関での受診を指導している。 

                                （令和元年度） 単位：人 

区 分 計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

受 診 者 数  ２，７２３ ８９０ １，０６３ ７７０ 
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（２）妊婦歯科健康診査                          （７，７９２千円） 

 令和２年度から歯科医師会に委託し実施している。妊婦の歯科疾患の早期発見・早期治療を図

り、妊婦の口腔衛生の向上及び胎児の健全な発育に寄与する。 

                                                       （令和元年度） 単位：人 

区   分 内    訳 計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

妊婦歯科健診 

実  施  回  数 ３６ １２ １２ １２ 

受  診  者  数 ５５７ １７１ ２２２ １６４ 

口腔衛生指導者数 ５５７ １７１ ２２２ １６４ 

保 健 相 談 者 数 ５５７ １７１ ２２２ １６４ 

※令和元年度は歯科医師会と協力して、各健康支援センターにて歯科衛生士による歯科健診や口腔衛

生指導等と併せて実施。 

 

（３）里帰り出産等妊婦健康診査助成金 （２６，６３９千円） 

公費による妊婦健康診査受診票を使うことができずに妊婦健康診査を受診した妊婦の方に対し、

費用を一部助成している。 

（令和元年度） 助成件数 ７５９件 

 

２ 妊産婦保健相談事業 （１０４，４５４千円） 

（１）母子健康手帳交付 （２，６９５千円） 

母子保健法第１５条の規定により妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付する。 

 

（令和元年度） 単位：冊 

 区 民 事 務 所 健 康 推 進 課 計 

交 付 ６２７ ２，６４９ ３，２７６ 

再 交 付 ０ ４６ ４６ 

計 ６２７ ２，６９５ ３，３２２ 

 

（２）子育て世代包括支援センター事業                   （４６，９７６千円） 

    すべての妊婦を対象に母子健康手帳交付時、保健師等がはぴママたまご面接を実施し、妊娠期か

ら子育て期にわたるニーズを把握したうえで、妊婦とともにセルフプランを作成する。 

 

                                     （令和元年度） 

区分 計 王子 赤羽 滝野川 

面接者数 ２，６０５ ７５６ １，０６４ ７８５ 

 

（３）はぴママ学級等                          （２，１１２千円） 

妊娠から産じょく期間中の健康生活及び育児に関する実際上の知識を習得するとともに、地域で

の子育て仲間を作ることを目的に実施している。 
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    （令和元年度） 

区    分 内   訳 計 
王  

子 
赤  羽 滝 野 川 

はぴママ学級 

（３日制） 

実 施 回 数 ２２ ７ ７ ８ 

受 講 延 人 数 １，１１３ ４０６ ３８４ ３２３ 

パパになるための

半日コース 

実 施 回 数 ２２ ８ ８ ６ 

受 講 延 人 数 ９３８ ３４５ ３７１ ２２２ 

 

（４）妊産婦・新生児訪問指導    （１４，２７９千円） 

妊娠中の健康管理と出産準備、産後の母体回復、新生児の保育、その後の子どもの発育・発達等

について、保健師及び助産師が家庭を訪問し、各自の生活に沿った指導助言をしている。 

また、新生児訪問の充実を図るため助産師による「赤ちゃん訪問」を実施している。 

                                     （令和元年度） 

区 分 
計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数 

妊 婦 ４０ ５７ ６ １０ ８ １２ ２６ ３５ 

産 婦 
２，６４４ 

（２，２０９） 

２，７９６ 

（２，２２３） 

７９８ 

（６７６） 

８５３ 

（６７８） 

１，０１３ 

（８８６） 

１，０３５ 

（８８９） 

８３３ 

（６４７） 

９０８ 

（６５６） 

新生児 
２，５２４ 

（２，２０２） 

２，５７９ 

（２，２２５） 

７５７ 

（６７８） 

７７４ 

（６８０） 

９７９ 

（８７７） 

９８７ 

（８８０） 

７８８ 

（６４７） 

８１８ 

（６６５） 

未熟児 
３８ 

（１９） 

５０ 

（１９） 

１３ 

（４） 

１６ 

（４） 

１８ 

（１２） 

２１ 

（１２） 

７ 

（３） 

１３ 

（３） 

                       （  ）内は、雇い上げ助産師実施分を再掲 

 

（５）産前産後サポート事業                        （３８，３９２千円） 

    出産前後の母親の心身の疲労や出産直後の悩み、育児不安等の軽減を図るための事業を実施す

る。 

ア 産前産後セルフケア講座 

区内の児童館・子どもセンターを会場として、安定期以降の妊婦と生後 120 日までの乳児を

持つ母親を対象にエクササイズによる身体のケアや子育てに関する情報の提供、情報交換を実施

する。 

 

（令和元年度） 

区分 実施回数（回） 
参加者数（人） 

妊 婦 産 婦 

王  子    １２ ３２ ６５ 

赤  羽    １６    ４０     ９７ 

滝 野 川    １５    ６０    ９５ 

合  計    ４３ １３２ ２５７ 
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イ 産後ケア事業 

     産後４か月までの母子が助産師のいる専門的な施設を宿泊または日帰りで利用し、心身のケア

や育児のサポートを受けることにより、産後も安心して子育てができるように支援する。 

     （令和元年度） 産後ショートステイ事業 利用組数 １０３組 利用日数 ３７６日 

 

３ 乳幼児健康診査 （１３８，１０１千円） 

（１）新生児聴覚検査                            （９，６７５千円） 

生後 50 日に達する日までの乳児を対象に、出生後間もない時期に耳の聞こえ（聴覚）の障害を

発見するため、医療機関に委託して聴覚検査を実施している。 

また、公費による新生児聴覚検査受診票を使うことができずに聴覚検査を受診した場合に、費用

を一部助成している。 

    （令和元年度） 受診者数 １，３６３人 

助成件数   ５３１件 

 

（2）乳児健康診査                            （５９，２１６千円） 

３～４か月児を対象に健康診査、保健指導を行い、６～７か月児、９～１０か月児の健康診査を

北区医師会に委託して実施している。 

  乳児（３～４か月児）健康診査受診状況           （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ２，７４３ ８９７ １，０７０ ７７６ 

 

  乳児（６～７か月児・９～１０か月児）健康診査受診状況   （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ５，４１９ １，６９１ ２，１６７ １，５６１ 

 

 

（３）１歳６か月児健康診査   （３７，１１３千円） 

１歳６か月児を対象に歯科健康診査を実施している。健康診査（身体測定）は北区医師会に委託

して実施している。 

        １歳６か月児歯科健康診査受診状況       （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ２，５０１ ８２８ １，０２０ ６５３ 

       

１歳６か月児健康診査受診状況         （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ２，６０３ ８１８ １，０７８ ７０７ 
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（４）３歳児健康診査 （２１，３７２千円） 

３歳児を対象に、健康診査、歯科健康診査及び心理判定を実施している。 

３歳児健康診査受診状況            （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ２，７０５ ８８８ １，０９３ ７２４ 

 

        ３歳児歯科健康診査実施状況          （令和元年度） 単位：人 

区     分 計 王    子 赤    羽 滝  野  川 

受 診 者 数 ２，７０５ ８８８ １，０９３ ７２４ 

 

（５）歯科健康診査  （１０，７２５千円） 

歯の衛生週間実施計画に基づいて、保育園・幼稚園児を対象に歯科健康診査を行っている。 

                               （令和元年度） 単位：人 

区   分 計  王   子 赤   羽 滝 野 川 

受  診  者 １０，８２０人 ３，３３０人 ４，３８６人 ３，１０４人 

園 数 １０３ ３５ ３９ ２９ 

む し 歯 り 患 率 １０．５％ １０．６％ １１．2％ 9．3％ 

 

４ 乳幼児保健相談事業   （８，２７０千円） 

（１）特別育児相談 （２，５４５千円） 

育児不安の予防や解消を図り、地域の中での子育ての仲間づくり、育児に関する知識の習得など

を目的として、保健師が中心となって集団指導やグループワーク、必要に応じて個別相談を行って

いる。また、一般の乳幼児を対象とするもののほか、障害や疾病ごと、あるいは同じ立場の家族が

集う会を行っている。 

 

ア 育児に関する知識や知恵の学習と交流を目的とするもの 

 

              特別育児相談実施状況（参加延人数）         （令和元年度） 単位：人 

区        分 計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

計 ７２２ ２５４ ２３８ ２３０ 

多 胎 児 の 会 １２６ ３０ ６５ ３１ 

発達の遅れの児の支援 ５６２ １９０ １７３ １９９ 

母 子 講 演 会 ３４ ３４ － － 
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イ マザー＆チャイルドグループ（リフレッシュタイム） 

母親としての過重な負担感による抑うつ気分や育児ストレスからの軽減を目的として、心理相

談員等の指導によるグループワークを行っている。 

    マザー＆チャイルドグループ（リフレッシュタイム）       （令和元年度） 

区 分 内 訳 計 王 子 赤 羽 滝 野 川 

マザー＆ 

チャイルド 

グループ 

実 施 回 数 ４４ １１ ２２ １１ 

実 人 数 ２１８ ３９ １０８ ７１ 

延 人 数 ３６７ ６１ ２２７ ７９ 

 

（２）栄養・歯科保健相談 （５，７２５千円） 

  ア 歯科保健相談 

乳歯と永久歯のむし歯は高い相関性がみられるため、乳歯のむし歯を予防し生涯にわたって健康

な歯を維持することを目的とした歯科健診・歯磨き指導・フッ化物塗布・講演会等を歯科医師会と連

携して行っている。なお、歯磨き教室、歯っぴいファミリー講習会については栄養、歯科の両面から

この時期の望ましい生活習慣について理解を深めるため、管理栄養士による講話等を行っている。 

                        （令和元年度） 

区    分 
計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 

歯 科 健 診 ３６ ７９３ １２ ２５５ １２ ３１６ １２ ２２２ 

予 防 処 置 ６４ ４３７ ２１ １４１ ２１ １７４ ２２ １２２ 

歯 磨 き 教 室 ５９ ４５４ ２０ １３４ ２１ ２０６ １８ １１４ 

歯っぴいﾌｧﾐﾘｰ講習会 ３ ７６ １ ２４ １ ２７ １ ２５ 

電話・来所相談 － １７８ － ５９ － ６３ － ５６ 

 

イ 栄養講習会（乳幼児分）  

    乳幼児の発達段階に応じた離乳食・幼児食の進め方について、調理実演や試食を交えて講習会を

行っている。なお、幼児食講習会においては、口の発達に合わせた食形態についての理解を深めるた

め、歯科衛生士による講話を行っている。 

                                        （令和元年度） 

区 分 
総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 

計 ４６ １，０２１ １５ ３４２ １６ ４２８ １５ ２５１ 

離 乳 食 講 習 会 ３０ ７２３ １０ ２４５ １０ ３０４ １０ １７４ 

幼 児 食 講 習 会 １６ ２９８ ５ ９７ ６ １２４ ５ ７７ 
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５ 母子医療給付等 （３０，６３３千円） 

（１）未熟児養育医療給付 （２９，６９０千円） 

未熟児は疾病にかかりやすく、その死亡率は高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも

ある。そのため出生後すみやかに適切な治療上の処置を講ずる必要があるので、指定医療機関に入

院させて医療の給付を行っている。   

医療券交付件数                     （令和元年度） 

計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

８５ ２６ ３９ ２０ 

 

（２）妊娠高血圧症候群等医療助成 （８０３千円） 

妊娠高血圧症候群及び糖尿病・妊娠貧血・産科出血・心疾患で入院加療をしている妊産婦に対し

て、必要な医療費の助成を行っている。 

医療券交付件数                     （令和元年度） 

計 王  子 赤  羽 滝 野 川 

２ ０ １ １ 

 

（３）療育給付 （１４０千円） 

骨関節結核又は他の結核にかかり入院が必要な１８歳未満の児童に対し、医療及び日用品等の給

付を行っている。 

（令和元年度） 療育医療券交付件数   ０件 

 

第３ 健康施策 

１ 区民健康づくり大作戦事業 （５，５２６千円） 

健康と環境を守るまち北区をめざして、区民と区、地域が一体となって取り組むことを誓う「元気環

境共生都市宣言」を行い、区民の健康寿命を延ばし、健康でみのり豊かな生活を送れるよう、区民一人

ひとりの主体的な健康づくりを支援している。健康づくりグループや関係機関と協働し、健康フェステ

ィバルやウォーキング大会の開催、「北区さくら体操」の普及など、様々な健康づくりの普及啓発を行

っている。 

（令和元年度） 

① 元気で輪っしょい！健康フェスティバル北区２０１９（ウォーキング大会除く） １，８２３人 

② ウォーキング大会の開催 
２０１９北・水辺ウォーク（１０月２７日） 中止 

桜ウォーク２０２０（３月２９日） 中止 

③ 「北区さくら体操」普及 
町会・自治会、イベント等 １１回 

保育園 １５回 

※「北・水辺ウォーク」について、台風１９号の影響により、コース上の荒川河川敷道路に泥や流木等の

漂着ゴミが多く堆積し、復旧が困難なため、中止とした。 

※「桜ウォーク」について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

 

２ みんな元気！健やか長寿事業 （２４，２１１千円） 

区民の健康寿命を延伸し、いつまでも元気でいきいきと暮らしていくことをめざして、生活習慣の改

善のために、筋力アップ体操教室を実施するほか、高齢期の健康維持のために、ロコモティブ・シンド
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ロームの予防や新型栄養失調予防に取り組む。 

また、運動習慣のある人の割合が少ない若い世代を主な対象として、スマートフォンアプリを活用し

たあるきたポイント事業（ウォーキングポイント事業）を実施する。 

                                    （令和元年度） 

① 筋力アップ体操教室(１９か所) 
７２２回 

延べ ６４，５５９人 

昭和町ふれあい館、浮間ふれあい館、 

滝野川西ふれあい館、滝野川東ふれあい館、 

名主の滝老人いこいの家、元気ぷらざ、 

桐ケ丘児童館、桐ケ丘地域振興室、 

上十条ふれあい館、西が丘ふれあい館、 

東田端ふれあい館、豊島ふれあい館、 

赤羽北ふれあい館、田端ふれあい館、 

読売新聞東京北工場、志茂子ども交流館、 

赤羽スポーツの森公園ふれあいホール、 

豊島北コミュニティアリーナ、神谷ふれあい館 

② ロコモ予防の普及・啓発 

２講座 ６０歳以上対象、全２回  延べ５７人 

    ４０～５０歳代対象、全１回  １９人 

講演会 １回 ６２人 

③ 新型栄養失調予防の普及・啓発 栄養講座９回 １８８人 

④ 健康チェック事業 
４回   糖尿病予防コース      ７６件 

     からだ年齢測定コース   ２２２件 

⑤ ウォーキングポイント事業 
インストール数 累計 ７，２０５件（令和２年３月３１日時点） 

利用者数 ２，９６６人（令和元年６月１日～１１月３０日） 

※①は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年２月２７日より全会場で実施を休止した。

また、①の会場のうち、元気ぷらざは、令和元年９月から修繕工事による長期休館のため、志茂ふれあ

い館にて隔週で実施した。 

※④は、令和元年度で事業終了。 

 

３ 楽しく食べよう！食育推進事業                     （４，００７千円） 

子どもから大人まで、健やかな心と体を保ち、栄養バランスのとれた楽しい食生活を送るための「食

育」を推進するため、各種食育講座や、企業・団体等との協働による食育フェアを開催するほか、「区民

の健康づくりに関する包括連携協定書」を締結した味の素株式会社と連携し、野菜摂取量の増加に向け

た食育推進事業を開始する。 

                                   （令和元年度） 

①北区みんなで楽しむ食育フェア2020 

（食育講演会等を含む） 
１，６６０人 

② 児童館派遣講座 児童館幼児クラブ等 ２２講座 延べ ６６１人 

③ 親子クッキング教室 健康増進センター等 ７講座 延べ １６４人 

④ 食育体験教室 お茶の水女子大学等 ５講座 延べ １２０人 

※令和元年度までは、①は「１ 区民健康づくり大作戦事業」、②～④は健康増進センター運営費にお

いて実施。 
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※②は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年２月２８日より事業を休止した。 

※③は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２講座の開催を中止した。 

 

４ 北区健康づくり応援団事業 （３，９７４千円） 

区民の主体的な健康づくりを応援する人材・団体を育成し、区民全体の健康づくり意欲を高めていく。 

（１）健康づくりグループ及びリーダーの育成・支援 

自主グループの継続的な活動の支援は、区民の主体的な健康づくりの推進に効果的である。平成

１２年度から、健康づくりグループの育成・支援を実施し、新規グループの結成支援、既存グルー

プの把握などに努めている。また、この育成・支援の取り組みを通じて、グループのネットワーク

化を図るとともに、地域の健康づくりリーダーを見出し、地域の健康度を高めるためのパートナー

シップを築いていく。 

   健康支援センターが育成・支援しているグループ数            （令和元年度末） 

組 織 王子健康支援センター 赤羽健康支援センター 滝野川健康支援センター 

グループ数 1 ３ １ 

 

（２）北区健康づくり応援団 

区民の主体的な健康づくりを応援する人材として、北区さくら体操指導員、北区楽しい食の推進   

員、筋力アップ体操教室サポーター等を養成する。 

                               （令和元年度） 

① 北区さくら体操指導員 新規養成（１９期） ８人（計９１人） 

② 北区さくら体操指導員 フォロー講習 ４回 １６７人  

③ 北区さくら体操指導員 リーダー講習 ２回   １８人  

④ 北区楽しい食の推進員会 計３４人  

⑤ 北区楽しい食の推進員会研修 １回  ２２人  

⑥ 北区楽しい食の推進員会新規生養成講習 １回   ８人  

⑦ 筋力アップ体操教室サポーター フォロー講習 ３回 １２６人  

⑧ 筋力アップ体操教室サポーター 養成講習 ２回   ８人  

  ※①の計及び④の人数は、令和２年４月現在 

 ※②は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月開催分を中止とした。 

 

（３）健康づくりグループ公開講座 

主体的に健康づくりに取り組む健康づくりグループが健康フェスティバル期間中に公開講座を実

施するための費用を助成することで、区民の講座参加の機会を創出し、社会参加を促進する。 

令和元年度は「東京都北区健康づくりグループ公開講座助成金交付要綱」に基づき、健康フェス

ティバル北区 201９において、「健康づくりグループ公開講座」に参加した１０２の健康づくりグ

ループに対し助成金を交付した。 
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第４ 健康相談 

１ 栄養指導 

地域住民の健康の保持増進、疾病予防を図るため、ライフステージやライフスタイルに応じた栄養  

相談を健康支援センターの栄養士が行っている。 

 

来所及び電話による相談                          （令和元年度） 

対 象 
総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

延 人 数 延 人 数 延 人 数 延 人 数 

計 ３，０６６ １，０７９ １，０８２ ９０５ 

妊 産 婦 ３７０ １８５ １７ １６８ 

乳 児 ９０８ ２８２ ３２４ ３０２ 

幼 児 １，５４０ ５３３ ６６４ ３４３ 

生 活 習 慣 病 １３ ４ ５ ４ 

そ の 他 の 疾 病 ２１８ ６４ ６７ ８７ 

一 般 （ 栄 養 成 分 等 ） １７ １１ ５ 1 

 

２ 歯科衛生指導 

地域住民の口腔の健康の保持増進・疾病予防を図るため、成人の約 8 割が罹患している歯周病を防ぎ、

歯と全身の健康を守るための講演会・講習会等を歯科医師、健康支援センターの歯科衛生士が行って 

いる。 

                       

   （令和元年度）  

区         分 
総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 

自 主 グ ル ー プ 講 習 会 等 １ ２３ １ ２３ ― ― ― ― 

電話・来所相談 － １２７ － ５５ － ２６ ― ４６ 

歯周病予防講演会 １ ８９ ― ― ― ― ― ― 

                       （乳幼児についてはＰ３７を参照） 

 

3 保健指導 

地域住民の健康の保持増進、疾病予防を目的として、個人を通じて家族全体の身体的問題についての

保健サービスを健康支援センターの保健師が行っている。その方法として、家庭訪問、所内相談、電話

相談等で支援をしている。 

（妊産婦の内訳及び乳児のうち、新生児分についてはＰ３４を参照） 
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（１） 家庭訪問（延人数）                           （令和元年度）  

区 分 総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

計 ７，２９６ ２，１９０ ２，５３８ ２，５６８ 

妊 産 婦 ２，８８８ ８６３ １，０４７ ９７８ 

乳 児 ２，８３９ ８６３ １，０４８ ９２８ 

幼 児 １４５ ６６ ７１ ８ 

成 人 保 健 ７０ １４ ２３ ３３ 

精 神 保 健 １，２８５ ３７２ ３２５ ５８８ 

心 身 障 害 ２８ ４ ４ ２０ 

感 染 症 ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ４１ ８ ２０ １３ 

 

（２） 所内相談（延人数）                           （令和元年度）  

区 分 総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

計 ４，６１２ １，３５９ ２，２２２ １，０３１ 

妊 産 婦 ２，５５６ ８０９ １，１２４ ６２３ 

乳 児 ２９８ ３３ ２３１ ３４ 

幼 児 ２８４ １３２ １１７ ３５ 

成 人 保 健 １０１ ５５ ２３ ２３ 

精 神 保 健 １，３１６ ３１７ ６８８ ３１１ 

心 身 障 害 ３４ ６ ２５ ３ 

感 染 症 ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ２３ ７ １４ ２ 

 

（３） 電話や文書による相談（延人数）                     （令和元年度）  

区 分 総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

計 １３，８０９ ３，８７８ ５，６５７ ４，２７４ 

妊 産 婦 ４，１２４ １．２２２ １，６９９ １，２０３ 

乳 児 ３，４４７ ７６８ １，３２８ １，３５１ 

幼 児 １，１４１ ３２０ ５１９ ３０２ 

成 人 保 健 ６８ ３５ ２３ １０ 

精 神 保 健 ４，９４０ １，５１４ ２，０４１ １，３８5 

心 身 障 害 ５１ １６ ２２ １３ 

感 染 症 ６ １ ０ ５ 

そ の 他 ３２ ２ ２５ ５ 
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（4） 関係機関連絡（延人数）                         （令和元年度）  

区 分 総  数 王  子 赤  羽 滝 野 川 

計 １１，３２１ ２，８８６ ４，４８５ ３，９５０ 

妊 産 婦 １，４５６ ４６７ ４３８ ５５１ 

乳 児 ９６６ ２６３ ４４２ ２６１ 

幼 児 ６２１ １１９ ３４７ １５５ 

成 人 保 健 ３５ ２４ ６ ５ 

精 神 保 健 ７，８５７ １，９１７ ３，１３８ ２，８０２ 

心 身 障 害 ２５１ ２１ ５５ １７５ 

感 染 症 １ １ ０ ０ 

そ の 他 １３４ ７４ ５９ １ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4 出張健康教育 

町会、シニアクラブ、児童館、学校、その他地域グループ活動をしている団体や組織に働きかけて、

区民の健康についての学習意欲を高め、健康的な生活習慣への行動変容を目指して、保健師、栄養士、

歯科衛生士の専門職員が地域に出向いて勉強会の講師などの支援活動をしている。 

 

＜王子健康支援センター＞                           （令和元年度） 

グ ル ー プ 種 別 回 数 参加人数 主なテーマ 

児童館 ２２ ４３１ 
生活リズム、成長発達、夏・冬の健康、乳がん予防、乳歯の

むし歯予防と歯みがき、離乳食・幼児食のすすめ方 

保育園 ２４ ３６７ むし歯予防のための歯みがきとおやつ 

事業所 １ ８ 糖尿病等生活習慣病 

 

＜赤羽健康支援センター＞                           （令和元年度） 

グ ル ー プ 種 別 回 数 参加人数 主なテーマ 

児童館 ３０ ６４９ 
むし歯予防、乳幼児の健康管理、予防接種、感染症予防、

離乳食について、乳がん予防 

保育園・幼稚園 ２２ ４６２ 歯のみがき方 

外国人ママの会 ２ １２ 
仲間づくり、生活リズム、夏・冬の健康、事故予防、スキン

ケア、乳がん予防 

 

＜滝野川健康支援センター＞                          （令和元年度） 

グ ル ー プ 種 別 回 数 参加人数 主なテーマ 

児童館（乳幼児） １５ ７４１ 
事故防止、スキンケア、生活リズム、離乳食、むし歯予

防、感染症予防、予防接種など 

保育園 １３ ２６６ むし歯予防と正しい歯の磨き方 

北区保護司会 １ ２６ 引きこもりケースへの対応について 

家族会 １ ２0 保健師の行う支援について 
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５ 精神保健相談事業                            （２，２７９千円） 

（１）精神保健相談事業 

 ア 専門医による相談 

精神障害者やこころの悩みを抱えている本人及び家族等を対象に、専門医による相談・訪問を

実施している。 

（令和元年度） 

     担当 

区分 
王子 赤羽 滝野川 計 

相 談 回 数 １２ １２ １２ ３６ 

相談実人数 ３２ ３４ ２８ ９４ 

相談延人数 ３５ ３４ ２８ ９７ 

 

  イ 精神保健講演会 

  講演テーマ                             （令和元年度） 

「ちゃんと知りたいゲーム障害ネット依存 

   ～その重症化予防と回復支援のために～」   参加人数 ３１人  開催回数 １回 

 

（２）アルコール関連問題相談事業 

アルコールや薬物等の依存症からの回復を図るため、専門家による個別相談を実施している。 

（令和元年度） 

専門医による個別相談   開設回数 １２回   相談実人数 31 人 

 

（３）自殺予防対策                                

  自殺対策基本法に基づき、講演会の開催等、区民への啓発を図っている。 

なお、令和元年度を始期とする「ヘルシータウン 21（第二次）後期５ヵ年計画」では、分野４「こ

ころの健康づくりと自殺対策」を柱とし、法に定める「北区自殺対策計画」と位置付け、自殺対策に計

画的に取り組んでいる。 

ア 自殺予防講演会 

     例年、自殺対策強化月間の３月に、自殺予防の啓発として講演会を実施している。令和元年度      

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

 

イ 相談窓口周知リーフレット    

自殺対策強化月間である９月と３月に、相談窓口一覧を織り込んだポケットティシュを区役所  

窓口などで配布した。  合計 ４，５00 部 

 

ウ ゲートキーパー研修 

自殺対策におけるゲートキーパー（門番）の普及啓発と人材育成のため、研修を実施している。 

（令和元年度） 

 ゲートキーパー研修受講者  計３５４人 
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エ 「ＳＯＳの出し方に関する教育」（教育委員会）への参加 

児童、生徒が悩みを抱えたときに、身近な大人に助けを求めることができることを目的として、

各区立小中学校の授業に保健師が参加し、地域資源の紹介等を行っている。  

（令和元年度） 

区立中学校   ３校  計７６１人 
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地域医療連携推進担当課長 

 

１ 在宅療養連携推進事業                        （３３，０６３千円） 

在宅療養生活をおくる区民及び家族を支えるため、医療・介護関係者とともに行う在宅療養推進に

向けた検討や多職種連携研修会等を通じた医療・介護関係者の顔の見える関係づくり、在宅療養・看

取りに関する普及啓発活動など、国の定める在宅医療・介護連携推進事業の８事業項目を中心とする

取組を実施し、区内の在宅療養支援体制の充実を図る。 

 

（１）在宅療養推進会議及び検討部会の開催                 （１，９９2千円） 

   医療・介護関係者とともに区内の在宅療養推進に向けた検討を行う会議を開催する。 

（令和元年度実績）  

     在宅療養推進会議 ３回開催 

     連携事業評価部会、在宅療養資源検討部会、区民啓発推進部会 各３回開催 

 

（２）在宅療養協力支援病床確保事業                    （２，９２０千円） 

在宅療養中の高齢者の病状悪化等の際に、かかりつけ医の判断のもと、速やかに短期の入院治

療につながるよう区内の医療機関に病床を確保し、在宅療養生活の継続を支援する。 

（令和元年度実績） 利用件数：１０件 

 

（３）在宅療養相談窓口事業                        （６，0００千円） 

病院や地域医療機関、ケアマネジャー等からの退院支援を中心とする専門相談に応じ、適切に

 在宅療養が行えるよう関係機関と調整を行う専門職のための相談窓口を設置し、在宅療養生活の

 継続を支援する。 

（令和元年度実績）  

  相談者 区内 区外 合計 

病院 10 10 20 

診療所 10 1 11 

高齢者あんしんセンター 12 0 12 

訪問看護ステーション 16 0 16 

ケアマネジャー 47 1 48 

区民 8 0 8 

その他 1 8 9 

合計 104 20 124 

 

（４）在宅療養多職種ネットワーク構築事業（補助事業）             （９００千円） 

ＩＣＴネットワークを活用した多職種連携の取り組みを行う北区医師会に対して、事業費の補

助を行い、医療・介護関係者の情報共有を支援する。 
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（５）在宅療養患者搬送事業（補助事業）                 （１０，０００千円） 

病院が保有する救急車を活用して、かかりつけ医の判断のもと在宅療養患者を区内病院へ無料

で搬送する北区医師会の取り組みに対して、事業費の補助を行い、在宅療養生活の継続を支援す

る。 

（令和元年度実績） 搬送件数：４５件 

 

（６）多職種連携研修事業（補助事業）                   （１，８００千円） 

  在宅療養に関わる地域の医療・介護関係者に対して、グループワーク等を通じて多職種連携の

  実際を習得する研修会等を行う団体（北区在宅ケアネット）に対し、事業費の補助を行い、地域

  の多職種連携を推進する。 

（令和元年度実績）  

    多職種連携研修会  １回開催（２日制） 研修修了者 47名 

    顔の見える連携会議 ４回開催 参加者延べ １８１名 

 

（７）区民啓発推進事業                            （３４３千円） 

    介護が必要になったときや、人生の終末期を迎えたときに、在宅療養を選択肢の一つとして考

 えることができるよう、講演会や地域への出前講座など、さまざまな機会を捉えた啓発活動を行

 う。 

（令和元年度実績）  

    出張出前講座 ７回実施 参加者 延べ１７４名 

 

（８）摂食えん下機能支援推進事業                     （１，７４０千円） 

摂食えん下機能評価医やリハビリテーション職等の専門職を対象とする研修会や、区民（介護

者）向けの講座を実施し、高齢期における摂食えん下機能の低下防止や誤えん性肺炎の予防につ

なげる。 

（令和元年度実績）  

    摂食えん下機能評価医及びリハビリテーションチーム養成フォローアップ研修の実施 

区民向け講座（４日制）１回実施 

 

（９）区内医療環境調査の実施                       （６，３６８千円） 

在宅医療体制や病床機能整備、災害時医療体制の充実等、将来必要とされる医療提供体制につ

いて検討するため、区内及び周辺地域を含めた医療資源の状況や区民の受療動向等など、医療環

境等の調査・分析を行い、地域医療資源の実情を把握する。 

 

（１０）在宅療養相談支援員研修                      （１，０００千円） 

在宅療養に関する相談支援体制の充実を図るため、区内の訪問看護師を対象とする研修を実施

  する。 
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２ 休日診療 （７０，４３０千円） 

（１）休日診療事業 （６０，６９６千円） 

北区医師会、地区歯科医師会、北区薬剤師会の協力を得て、日曜日・祝日（振替日を含む）及び

年末年始（１２月２９日から１月４日）における急病患者に対して診療事業を実施している。休日

診療（内科・小児科）、休日準夜診療（内科・小児科）及び休日薬局は北区医師会館２階で、休日

歯科応急診療は滝野川西区民センター２階及び北歯科医師会館１階で実施している。 

 

                                   （令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子ども夜間救急事業 （９，７３４千円） 

月曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）の夜間における子ども（１５歳以下）の急病患者に対

する診療事業を、北区医師会の協力を得て、東京北医療センターに委託して実施している。 

   診療日数 ２９２日 

                                  （令和元年度） 

 

 

 

 

３ 心身障害者歯科診療事業 （２４，８５２千円） 

心身障害又は高齢のため、一般歯科診療所では治療が困難な方に対して、北区障害者口腔保健センタ

ーで歯科治療及び口腔保健指導を実施している。 

                        （令和元年度） 

区  分 患者数（延人数） 

診療 １，８９３人 

口腔保健指導 ５８人 

 

４ 障害者施設等歯科健診事業 （２，０２９千円） 

障害者及び要介護高齢者の歯の健康保持増進を図るため、障害者施設等への歯科健診及び口腔ケア指

導を実施する。あわせて施設等従事指導員向けの口腔ケア研修を実施する。 

（令和元年度） 

歯科健診及び 

口腔ケア指導 

障害者施設  １１施設 ２４０人 

特別養護老人ホーム   ６施設 ４４５人 

指導員向け研修  ５回 

区  分 診 療 時 間 患 者 数 

休日診療 午前１０時～午後５時 ２，４７７人 

休日準夜診療 午後５時～午後１０時 １，１１２人 

休日歯科応急診療 午前９時～午後５時 ４８１人 

休日薬局 午前１０時～午後１０時 ３，２５３人 

区  分 診療時間 患 者 数 

子ども夜間救急事業 午後８時～午後１１時 １，４５７人 
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生活福祉課（北部地域保護担当課長を含む） 

 

１ 生活保護 （１８，６４１，１２５千円） 

生活保護法の規定に基づき、生活困窮者に対してその程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の 

 生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。 

 

(1) 令和元年度生活保護の窓口相談件数・申請件数 

(ア)相談件数  延べ 2，１７２件（母子・女性相談件数を含む） 

(イ)申請件数         ８０９件 

 

(2) 生活保護基準による具体的事例 

    標準３人世帯生活扶助費（33歳男・29歳女・４歳子）  

  基準額（月額） 対前年度伸率  

令和２年度 148,020円 0.6 ％ 

令和元年度 147,170円 ▲ 2 ％ 

平成３０年度 150,106円  0 ％ 

平成２９年度 150,106円  0 ％ 

      ※児童養育加算等は別途計上される。 

    ※冬季加算は年間合計額を１２で除した金額を1月分として計上する。 

 

(3) 被保護世帯・人員及び保護率                 

 

  

 北区総世帯（初日） 被保護世帯（月中） 北区総人口（初日） 被保護人員（月中） 保 護 率  

令和２年３月 198,462世帯 7,694世帯 353,654人 9,127人 2.58％ 

平成３1年３月 196,584世帯 7,748世帯 352,291人 9,301人 2.64％ 

平成３０年３月 193,123世帯 7,884世帯   348,274人 9,520人 2.73％ 

平成２９年３月 190,191世帯 7,867世帯   345,650人 9,570人 2.77％ 

                    ※北区総人口は東京都推計人口 

                    ※被保護世帯及び被保護人員は保護停止中のものを含む。 

 

(4) 扶助別被保護世帯数及び人数          

                                                                          （令和２年３月中） 

※厚生労働省被保護者調査第１表 

※世帯数及び人数は保護停止中のものを除く。 

 保護の
実 数 

扶 助 別 内 訳 

生 活 住 宅 教 育 介 護 医 療 出 産 生 業 葬 祭 

世帯数 
7,673 6,610 6,968 143 1,916 6,822 0 130 37 

－ 86.1％ 90.8% 1.9％ 25.0％ 88.9％ 0％ 1.7％ 0.5％ 

人 数 
9,097 7,825 8,173 201 1,964 7,915 0 145 37 

－ 86.0％ 89.8％ 2.2％ 21.6％ 87.0％ 0％ 1.6％ 0.4％ 
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※世帯数及び人数の下段は、現に保護を受けたものに対する構成率 

 

 (5) 世帯類型別被保護世帯 

（令和２年３月中） 

※厚生労働省被保護者調査第４表 

※世帯数は保護停止中のものを除く。 

 

(6) 労働力類型別被保護世帯                     

 （令和２年３月中） 

  単 身 者 世 帯 ２人以上の世帯 計 

世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 

世

帯

主

が

働

い

て

い

る

世

帯  

常 用 勤 労 者 
世帯 

665 

％ 

8.7 

世帯 

208 

％ 

2.7 

世帯 

873 

% 

11.4 

日 雇 労 働 者 121 1.6 12 0.1 133 1.7 

内  職  者 73 1.0 9 0.1 82 1.1 

その他の就業者 29 0.4 10 0.1 39 0.5 

小  計 888 11.7 239 3.0 1,127 14.7 

世帯主は働いていな

いが世帯員が働いて

いる世帯 

0 0.0 136 1.8 136 1.8 

働いている者のいな

い世帯 
5,686 74.1 724 9.4 6,410 83.5 

 計 6,574 85.8 1,099 14.2 7,673 100.0 

※厚生労働省被保護者調査第４表 

※世帯数は保護停止中のものを除く。 

 
単 身 者 世 帯 ２人以上の世帯 計 

世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 世 帯 数 割 合 

高 齢 者 世 帯 
世帯 

4,629 

％ 

60.3 

世帯 

353 

％ 

4.6 

世帯 

4,982 

% 

64.9 

母 子 世 帯 － － 177 2.3 177 2.3 

傷病・障害者世帯 1,222 16.0 210 2.7 1,432 18.7 

そ の 他 723 9.4 359 4.7 1,082 14.1 

計 6,574 85.7 1,099 14.3 7,673 100.0 
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(7) 医療扶助人員  

（令和２年３月中） 

  医 療 単 給 その他の扶助と併給 
計 

精 神 その他 精 神 その他 

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合 

入 院 
人 

119 

％ 

1.5 

人 

84 

％ 

1.1 

人 

33 

％ 

0.4 

人 

149  

％ 

1.9 

人 

385  

％ 

4.9 

入院外 1 0 114 1.4 75 1.0 7,340 92.7 7,530 95.1 

計 120 1.5 198 2.5 108 1.4 7,489 94.6 7,915 100.0 

                       ※医療単給は入院患者日用品費、一時扶助等支給を含む。 

                     ※厚生労働省被保護者調査第 2 表 

 

(8) 令和元年度保護開始・廃止の主な理由 

 

  【開 始】 

開 始 事 由 件  数 

傷病に

よる 

１ 世帯主の傷病 164 

２ 世帯員の傷病 7 

３ 急迫保護で医療扶助単給 37 

４ 要介護状態 5 

５ 働いていた者の死亡 1 

６ 働いていた者の離別等 8 

失業 
７ 定年・自己都合退職による失業 17 

８ 解雇・勤務先都合による失業 16 

９ 老齢による収入の減少 51 

１０ 事業不振・倒産 2 

１１ その他の働きによる収入の減少 51 

１２ 社会保障給付金の減少・喪失 2 

１３ 貯金等の減少・喪失 298 

１４ 仕送りの減少・喪失 18 

１５ その他 23 

他の管内からの転入保護世帯 52 

合     計 752 
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【廃 止】 

廃 止 事 由 件  数 

傷 病

治 癒 

１ 世帯主の病気の治癒 0 

２ 世帯員の病気の治癒 0 

３ 死亡 454 

４ 失そう 60 

５ 働きによる収入の増加・取得 99 

６ 働き手の転入 3 

７ 社会保障給付金の増加 22 

８ 仕送りの増加 2 

９ 親類・縁者等の引取り 16 

１０ 施設入所 5 

１１ 医療費の他法負担 4 

１２ その他 91 

他の管内への転出保護世帯 44 

合     計 800 

 

２ 生活保護法施行事務費 （１７７，７８８千円） 

生活保護法を執行するための諸事務費を計上すると共に、「生活保護法」の被保護者等の自立支援事

業を行う。 

(1)就労支援事業 

被保護者等の就労を促進するため、支援事業者が支援を行う。 

令和元年度実績  就労支援事業実施者数    １７１人 

         就労準備支援事業実施者数   ２４人 

 

 

(2)金銭管理支援事業 

被保護者の自立支援のために、金銭管理支援サービスを実施する。 

令和元年度実績  金銭管理支援実施者数    ２６７人  ７９人（うち母子０名）（３）生活保護実施体制 

 

(3)年金受給促進支援事業 

年金資格調査員を配置して被保護者の年金受給資格調査の実施体制を強化し、生活保護費の適正化

を図る。 

令和元年度実績  調査実施者数 ４３９人 

 

  (4)精神疾患による長期入院者の退院促進支援及び居宅生活者の健康管理支援事業 

精神疾患により長期入院している被保護者のうち退院が可能な者、及び精神保健医療の対象となる

生活課題により居宅生活が困難な者について支援を実施する。 

令和元年度実績   退院促進支援実施者数     ４３人 

健康管理支援実施者数     ２０人 
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３ 被保護者自立促進事業 （１７，３６０千円） 

  「生活保護法」による被保護者及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく被支援者に対して、本人及び世帯の自立

等の支援を図るため、それに要する経費の一部を法外援護として支給する。 

令和元年度実績    学習環境整備支援費  ６０人  ８，５６８，２９１円 

居宅清掃       ２２人  ４，６７２，９００円 

修学旅行支度金    ６２件    ４３４，６００円 

 

４ 中国残留邦人等支援事業 （２３９，４４３千円） 

  永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の生活の安定と地域社会における自立の促進を支援す

るため、支援給付金及び配偶者支援金を支給するとともに、自立支援通訳派遣事業や地域生活支援事業

を行う。 

被支援者（令和２年３月末） 世帯数 ６０世帯  人数 ９６人 

 

５ 生活困窮者自立支援事業                       （７７，０４８千円） 

生活保護に至る前段階の生活困窮者に対して、自立の促進を図ることを目的とした生活困窮者自立支

援法が平成２７年４月に施行され、北区では北区くらしとしごと相談センターを開設して、支援を行っ

ている。 

①自立相談支援事業 

複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め、就労その他の自立に関する包括的な相談支援、

自立に向けた支援計画の作成等を実施する。 

②住居確保給付金の支給  

離職により住居を喪失又はそのおそれのある方に、住居確保給付金の支給及び就労支援を行う。 

③家計改善支援事業 

家計から生活再建の見直しが必要な方に、家計に関する相談や家計管理に関する指導等を行う。 

  ④生活困窮・ひとり親家庭等の小学生の学習支援事業 

   貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の小学生の子どもに対する学習

支援や居場所づくり、進路相談や保護者への養育支援等を行う。 

  ⑤就労準備支援事業 

   雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、日常生活に関する支援、社会自立に関する支援、

就労自立に関する支援の３段階の支援を実施する。 

    令和元年度実績 

      （１）新規相談受付件数       ５１７件 

      （２）支援プラン作成件数      ２４０件 

（３）住居確保給付金の支給件数    ６６件 

 

６ 入院助産 （６，813 千円） 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を助

産施設へ入所させて、助産を受けさせる。 

令和元年度実績   １０人  ※都立病院（区負担なし）６人を含む。 
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７ 母子生活支援施設 （８０，４９８千円） 

１８歳未満の児童を有する配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその児童を入所 

させ、保護するとともに、自立促進のための生活支援を行う。 

管理運営は２４時間管理体制をとり、平成１８年４月１日から指定管理者制度を導入している。 

指定管理者  社会福祉法人 東京都福祉事業協会 

指定管理料  ６８，８４３千円 

建築構造   ９階建（１～４階部分）・都営シルバー住宅併設   1,658.7㎡ 

居  室   24室(1DK 18室・2DK 6室)、緊急一時保護室 ２室(1DK) 計 26室 

 

入居者状況                   （令和２年４月１日現在） 

 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯   計   

世帯数   ４   ２   ０   １ ７ 

人 数 ８  ６   ０  ５ １９ 

 

８ 母子緊急一時保護等事業 （５７６千円） 

配偶者等から暴力を受け、緊急に保護が必要な母子等を一時保護し、安心・安全を確保するととも

に、婦人相談員は売春防止法に基づく「要保護女子」の保護更生等のために、母子・父子自立支援員

は母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「母子世帯」の自立等に向けて、相談・援助を行ってい

る。 

令和元年度実績 

（１）婦人相談員、母子・父子自立支援員活動 

女性相談人数  延べ  ９１８人 

母子相談人数  延べ  ４６６人 

（２）警察署・女性相談センター等移送  １５件 

（３）緊急一時保護ホテル宿泊費助成    ０件 

 

９ 母子家庭等自立支援給付金事業 （１０，３８０千円） 

母子家庭の母等に自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金を支給することによって、適

職に就くための能力開発及び資格取得の取組を支援し、当該世帯の自立の促進を図る。 

令和元年度実績   自立支援教育訓練給付金 ３件     ２０２，６８３円 

               高等職業訓練促進給付金 ４件 ４，０１２，０００円 

 

１０ 行旅病人救護・行旅死亡人等取扱 （８，１４２千円） 

短期滞在外国人で、住所や就労先がなく、旅行中に病気等により入院した場合に医療費等を給付す

る。また、身元不明や引取人のいない死亡人を埋葬する。 

令和元年度実績  行旅病人       ０人 

         行旅死亡人等    ４９人 

※「行旅死亡人等」には、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく行旅死亡人のほか、墓地、埋葬

等に関する法律第９条に基づき区が埋葬した引取者のない死亡人を含む。 
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１１ 行旅死亡人等の慰霊 （９１千円） 

区内において行旅死亡人等となり、現在に至るまで親族縁故者の発見されない無縁の霊を慰霊す

る。 

令和元年１０月２４日実施   於 慰霊塔前（赤羽台３丁目宝幢院墓地内） 

 

1２ 福祉資金貸付事業 （３，１７８千円） 

低所得世帯や配偶者のいないひとり親などに対し、福祉資金の貸付を行うことにより、生活の安定

と生活意欲の増進を図る。 

令和元年度実績 

(１) 東京都母子及び父子福祉資金   貸付状況     ２２ 件        12,131,800円 

内訳   母子福祉資金    貸付状況         ２１ 件     10,979,800円 

        父子福祉資金    貸付状況       １ 件       1,152,000円 

                                         返還状況（令和2年3月31日現在）56,027,912円 

  (2) 応急小口資金              返還状況（令和2年3月31日現在）    1,008,000円 

(3) 母子福祉応急小口資金          返還状況（令和2年3月31日現在）    25,000円 

(4) 女性福祉資金              返還状況（令和2年3月31日現在）   3,220,615円 

(2),(3),(4)いずれも貸付件数は０件、貸付金額は０円である。 

 

１3 精神障害者医療保護入院同意（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律） 

令和元年度実績    ３８件 
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高齢福祉課 

 

1 高齢者あんしんセンターの運営                    （４８１，７９２千円） 

地域の高齢者の生活を支える総合機関として、１７か所（直営１、委託１６）の高齢者あんしんセ

ンターにおいて介護予防支援事業、総合相談支援事業、権利擁護事業等を実施する。 

高齢者あんしんセンターは担当地域を地域振興室と同一としており地域包括ケアシステムの中心を

担っている。また、平成２５年度に設置した出張窓口３か所を引き続き運営する。 

 

２ 高齢者あんしんセンターサポート医の配置                 （３，７６０千円） 

  医療依存度の高い高齢者や介護・医療サービスにつながらない高齢者の相談対応等、高齢者あんしん

センターを医療的側面から支援するため、区内７つの圏域に非常勤医師を配置する。 

 

３ 地域ケア会議推進事業                          （１，６５３千円） 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をおくることができる地域包括ケアシステム構築のため、地

域ケア会議を実施する。 

区レベルの地域ケア会議であるおたがいさま地域創生会議、王子・赤羽・滝野川の３圏域での地域包

括ケア連絡会及び高齢者あんしんセンター圏域での地域ケア個別会議を実施する。 

 

４ 介護予防ケアマネジメントの実施                     （４，４５１千円） 

  直営地域包括支援センター（王子）で、要支援１・２及び事業対象者に対し、要介護状態にならない

よう、また、自立した生活を送れるよう支援を行うため、介護予防サービス計画（介護予防ケアプラ

ン）の作成等を行う。 

令和元年度ケアプラン作成等件数       ２４８件 

 

５ 高齢者虐待防止推進事業                         （２，００２千円） 

高齢福祉課内の高齢者虐待防止センターにおいて、関係機関等の総合調整、週１回の臨床心理士に

よる介護者等の専門相談窓口、高齢者虐待防止の啓発活動など、充実した相談業務を実施する。 

 

６ 権利擁護機能の充実                          （１０，３９９千円） 

判断能力がなく、成年後見人等を選任する必要がありながら、身寄りがない等の理由で家庭裁判所

へ成年後見開始等の申立てができない高齢者について、区長が本人に代わって申立てを行い、必要な

支援を行う。また、報酬等の支払いが困難な方を対象に成年後見人等に対する報酬等の支払い費用を

助成する。 

本人及び親族による申立ての場合にあっても、申立て費用や成年後見用診断書の作成費用及び報酬

等の支払いが困難な方に対し助成を行い、成年後見制度の利用を促進する。 

 

７ 地域包括ケア推進計画策定費                       （９，９１４千円） 

地域包括ケア推進計画（高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画）策定のため、検討委員会

を開催し、また、パブリックコメントや公聴会を実施する。 
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８ 高齢福祉課事務費                           （１１，４９２千円） 

高齢者向け福祉サービスの内容と利用方法などをまとめた「高齢者福祉のしおり」の作成や、高齢者

福祉施策の検討のために学識経験者を中心に構成する「長生きするなら北区が一番研究会」を運営す

る。 

 

９ 家族介護者支援事業                           （１，４４５千円） 

家族介護者リフレッシュ事業等、家族介護の身体的、精神的、経済的負担の軽減や高齢者の見守り

等を実施する。 

 

10 特別養護老人ホームの入所調整                     （１，６８２千円） 

特別養護老人ホームの入所希望者に対し、希望者間の公平性、公正性を確保するため、入所調整基準

に基づきポイントを付けて入所順位を決定し、待機者への相談・支援を行う。 

 

1１ 高齢者福祉マッサージ券支給                      （１，７２７千円） 

民生委員による一人暮らし定期訪問を受けている方及び介護保険法の要介護認定において要介護４

又は５と認定された在宅の高齢者等に福祉マッサージ券を支給する。 

令和元年度延利用者数   ３７５人 

 

12 高齢者福祉電話事業                              （９６千円） 

６５歳以上の一人暮らし又は世帯全員が６５歳以上で、生計中心者が住民税非課税の、近隣に親族

が居住していない世帯に対し、区が電話を貸与する。（新規貸与は２２年度で終了） 

令和２年４月１日現在貸与世帯数   ４７世帯 

 

13 一人ぐらし高齢者等寝具乾燥                      （３，７５６千円） 

（１）一人ぐらし高齢者寝具乾燥 

６５歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯の方で、寝具の乾燥が困難な方に対し、寝具の乾燥

を行う。（月１回実施） 

令和２年４月１日現在利用者数    ８２人 

（２）要介護高齢者等寝具乾燥 

４０歳以上で、介護保険法の要介護認定において要介護４又は５と認定された、寝具の乾燥が困難

な在宅の方に、寝具の乾燥等を行う。（月１回実施） 

令和２年４月１日現在利用者数    １７人 

 

14 要介護高齢者等訪問理美容                       （１，１５６千円） 

４０歳以上で、介護保険法の要介護認定において要介護４又は５と認定された在宅の方に対し、理

容師又は美容師を派遣し調髪を行う。（３か月に１回実施） 

令和２年４月１日現在利用者数   １１８人 
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15 要介護高齢者等紙おむつ支給・おむつ代金助成            （１２４，２０６千円） 

（１）紙おむつの支給 

４０歳以上で介護保険法の要介護認定において、要介護４または５と認定された方、要介護３で７

５歳以上の方で、常時おむつを必要としている方に月5,000円相当の紙おむつを支給する。 

令和２年３月３１日現在利用者数   １，５５４人 

（２）おむつ代金助成 

４０歳以上で介護保険法の要介護認定において、要介護４または５と認定された方、要介護３で７

５歳以上の方で、病院指定のおむつを使用している方におむつ代の一部を支給する。（月額5,000円

上限） 

令和２年３月３１日現在利用者数   ２４６人 

 

16 高齢者住宅改造費補助                        （１０，４７５千円） 

６５歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活を継続するために住宅の改造

が必要な方に対し、住宅改造費の一部を助成する。ただし、介護保険の給付対象となる改修について

は、介護保険を優先する。設備改造については、要支援、要介護の方を対象とする。 

令和元年度助成実績件数   ５５件 

 

17 養護老人ホーム                          （２９２，７０４千円） 

身体上、精神上、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活に支障のある高齢者を対象に

入所措置を行う。 

令和２年３月３１日現在入所者数   １０７人 

 

18 高齢者緊急生活支援・認知症高齢者一時保護              （１２，７５５千円） 

おおむね６５歳以上で介護保険の認定を受けていない在宅高齢者のうち、家庭の事情等により、一

時的に在宅の生活が困難になった方に対し、介護保険法に規定する短期入所生活介護に準じたサービ

ス（入所期間は１回について２週間以内）として高齢者緊急生活支援事業を実施する。 

また、認知症高齢者一時保護は、区内７か所の特別養護老人ホームと契約し、警察に保護された認

知症や虐待にあった高齢者を緊急に保護をする。 

高齢者緊急生活支援 ：令和元年度延利用件数   ９５件 

認知症高齢者一時保護：令和元年度延利用件数     ５件 

 

19 外国人高齢者特別給付金                           （３６１千円） 

国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない在日外国人等に対し、給付金を支給する。 

（支給金額 月額１５，０００円） 

 

20 高齢者生活援助サービス事業                     （９，９１２千円） 

介護を必要とする高齢者が安心して在宅生活を営むことができるように支援するため、北区社会福祉

協議会が行っている「友愛ホームサービス」について利用料や年会費の一部を補助し、介護保険給付だ

けでは対応できない日常生活の支援を実施する。 

令和元年度延利用者数   １，１０９人 
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21 高齢者見守り・緊急通報システム事業                  （４９，８９４千円） 

民間方式の緊急通報システムを設置することにより、常時見守りを要する一人暮らしの高齢者や高

齢者のみの世帯に対し、３６５日・２４時間見守りのできる体制をとり、緊急時の対応だけでなく、

夜間・休日においても看護師等による健康・医療などの専門相談に応じるとともに、安否確認を兼ね

た月１回のお伺い電話をし、気軽に双方向のコミュニケーションを行う。             

また、緊急通報システム設置世帯のうち、希望する世帯に対し火災安全システム及び安否確認センサ

を設置する。 

 

22 高齢者熱中症予防等対策事業                       （３，４５１千円） 

区内各所で熱中症予防のチラシを配布及び掲示するとともに、見守りの優先度の高い高齢者には、

高齢者あんしんセンターが訪問し熱中症対策グッズを配布することにより、高齢者への熱中症予防の

普及・啓発を図る。また、救急医療情報キットや更新用シートを６５歳以上の一人暮らし及び７５歳

以上の希望者に配付する。 

 

23 主任介護支援専門員等スキルアップ研修事業費                 （８１５千円） 

地域包括ケアシステム構築のために自立支援に資するケアマネジメントを推進するため、主任介護

支援専門員のスキルアップ研修会を開催するとともに、高齢者あんしんセンターと居宅介護支援事業

所の主任介護支援専門員が連携して地域の介護支援専門員等の実践力を高める研修会を開催する。 

 

24 シルバー人材センター補助                      （４０，３６2 千円） 

令和２年度補助予定額  39,342,000円（令和元年度補助額 3９,３42,000円） 

 

25 老人いこいの家                           （８９，９５５千円） 

６０歳以上の区民の方が、健康づくりやレクリエーションなどで、１日を健康的に、楽しく活動的

に過ごす施設として、浴場、集会室及び娯楽室を備えた老人いこいの家を３か所（志茂・滝野川・名

主の滝）設置している。また、老人いこいの家を会場に、筋力アップ体操教室、ふれあい食事会など

を開催している。 

 

（施設概要） 

名  称 所 在 地 延面積 定 員 設置年月日 

志     茂 

老人いこいの家 

 志茂１－２－22 

元気ぷらざ１階 
623.90㎡ 100人 Ｈ10.10. 8 

滝  野  川 

老人いこいの家 

滝野川１－46－７ 

滝野川東区民センター２階 
610.30㎡ 100人 Ｈ9. 8. 4 

名 主 の 滝 

老人いこいの家 

 岸町１－15－25 

名主の滝公園内 
994.02㎡ 100人 Ｓ55. 5.20 

 

なお、滝野川老人いこいの家は、令和２年9月1４日から10月30日まで、工事のため一時休館とな

る。 
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（指定管理） 

名  称 指定管理者 指定年月日 

志  茂老人いこいの家 ＦＨ元気パートナーズ Ｈ20. 4. 1 

滝 野 川老人いこいの家 
社会福祉法人北区社会福祉事業団 

Ｈ18. 4. 1 

名主の滝老人いこいの家 Ｈ18. 4. 1 

※志茂については、元気ぷらざと一体的に運営している。 

 

（令和元年度利用状況）                       単位：人 

名   称 男 女 計 １日平均 

志    茂老人いこいの家 10,861 10,540 21,401 166 

滝 野 川老人いこいの家 17,619 14,499 32,118 113 

名主の滝老人いこいの家 19,445 21,294 40,739 143 

計 47,925 46,333 94,258 422 

    ※志茂老人いこいの家は、令和元年9月から令和2年4月まで改修工事のため休館 

     滝野川・名主の滝老人いこいの家は新型コロナウイルス対策のため令和2年3月5日より休館 

 

26 授産場                                （４9，5７５千円） 

区内に居住する一般就労が困難な６０歳以上の方を利用対象に、生活の安定と福祉の向上を図るた

めに、能力に適した作業を提供する。 

名  称 住   所 延面積 定員 設置年月日 

王 子授産場 王 子２－19－20  505.78㎡ 50人 Ｓ55.３.１ 

桐ケ丘授産場 桐ケ丘２－ 7 －22  320.00㎡ 33人 Ｓ55.３.１ 

※平成１８年４月から、公益社団法人北区シルバー人材センターが指定管理者 

 

2７ いきがい活動センター                      （２６０，５４９千円） 

令和3年1月に高齢者の「就労」と「社会参加」につながる「いきがいづくり」を支援する拠点「いき

がい活動センター」を開設する。令和2年4月から11月まで改修工事を実施し、開設準備後、令和3年

1月から指定管理者による運営を開始する。 

名  称 住  所 指定管理者 

いきがい活動センター 王子５－２－５ 社会福祉法人奉優会 
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長寿支援課 

 

１ シニアクラブ補助                          （４２，７４０千円） 

概ね６０歳以上の方が、地域で仲間づくりをし、相互に支え合い、社会参加、社会貢献、健康づく

り、いきがいづくりを推進できるよう支援するため、会員数３０人以上のシニアクラブを対象に、活

動費の一部を補助する。 

令和2年４月１日現在シニアクラブ数   １２１クラブ 

令和２年度補助予定額（かっこ内は令和元年度実績） 

補助金総額              37,758,000円（35,626,300円） 

 助成金 

内 訳 各シニアクラブ補助金    32,664,000円（30,582,300円） 

     

       月額  ３０人以上 ４９人以下    16,000円 

           ５０人以上 ７４人以下    16,500円 

           ７５人以上 ９９人以下    17,000円 

          １００人以上１４９人以下    20,000円 

          １５０人以上１９９人以下    21,000円 

          ２００人以上          23,600円 

         ※北区シニアクラブ連合会に加入するシニアクラブは、上記の 

交付額に月額2,500円を加算する。 

           シニアクラブ連合会補助金   5,094,000円（5,044,000円） 

 

２ 敬老祝品贈呈                            （２４，２６９千円） 

７７歳、８８歳の方を対象に、その長寿をお祝いするとともに、祝品を贈呈する。 

また、１００歳及び男女の最高齢長寿者には祝金等を贈呈するとともに、１００歳の長寿者宅を区

長が表敬訪問する。 

対象年齢 元年度実績数 元年度祝品 

100歳・最高齢者（男女） ９６人  祝金 

88歳 １，５７７人 北区内共通商品券 

77歳 ３，６７６人 北区内共通商品券 

 

３ 高齢者ヘルシー入浴券事業                    （８２，００９千円） 

区内に住所を有する７０歳以上の方（昭和２６年３月３１日までに生まれた方で要介護度４または

５の者を除く）を対象に、社会参加の促進や入浴による健康の増進を図るため、高齢者ヘルシ－入浴

補助券を支給する。 

１回当たりの利用者自己負担額は北区内の公衆浴場で１００円、荒川区内の２軒の公衆浴場で150

円である。 

令和元年度利用枚数   ２３７，９４７枚 
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４ 高齢者ふれあい会食事業                         （１５，９６１千円） 

（１）高齢者ふれあい会食 

区内在住で介護保険の要介護1～５の認定を受けていない65歳以上の方を対象に、年間を通し

て決まった曜日・会場に集まることで、外出のきっかけをつくり、同年代の方と一緒に食事や食

後の時間を過ごすことで、さまざまな方と交流できるとともに、地域社会と交流する機会を持

ち、閉じこもり予防や孤独感の解消につなげることを目的に実施する。 

なお、健康増進センター廃止及び改修工事に伴い、同センター別館で実施の７会場は１年間休

止する。 

 会食会場数 参加者数 

令和２年３月３１日現在 43か所 900人 

                    

（２）高齢者会食推進補助事業 

地域において高齢者を対象とした会食及び配食サービス活動を自主的に実施している団体に対

し活動費補助を実施する。 

年度 団体数 補助額（円） 内訳 

元年度 15団体 1,450,000 
100,000×14団体 

 50,000×1団体 

                                        

５ 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業                 （４，６４８千円） 

（１）おたがいさまネットワーク 

民生委員や声かけサポーター（民生委員から推薦を受けたボランティア）による月２回程度の

声かけサービスの実施や、地域の社会資源による地域の見守り機能の充実を図り、高齢者が安心し

て暮らせる地域づくりを行う。 

高齢者あんしんセンターを中心に、町会・自治会、医療機関、介護事業所等の協力団体による見

守りネットワークの充実を図る。 

令和２年４月１日現在   声かけサポーター ２４人  対象者 ３０４人 

協力団体 １，２０４か所 

 

（２）一人ぐらし高齢者定期訪問・相談 

民生委員が虚弱な６５歳以上の一人暮らし高齢者を週１回程度定期的に訪問し、緊急時の対応や

悩み事の相談を行う。 

令和２年４月１日現在対象者数   １４８人 

 

6 健康はつらつパワーアップ事業                     （４２，９７１千円） 

（１）介護予防把握事業 

事業対象者（「笑顔で長生き調査（基本チェックリスト）」により、生活機能の低下があると判断     

された者）を的確に把握し、介護予防事業へつなげるため、笑顔で長生き調査説明会や高齢者あんし

んセンターの窓口・サロン・ぷらっとほーむなどの事業において笑顔で長生き調査を実施する。 
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（令和元年度） 

調査実施数 年齢区分 事業対象者数 

 

６９０人 

65～74 歳 ７２人 

75 歳以上 ３１９人 

 
合計 ３９１人 

該当率 ５６．７％ 

「笑顔で長生き調査説明会（おたっしゃ教室説明＆体験会）」 

令和元年度 １０回実施 1 回中止、参加者数１１８人（ぷらっとほーむ実施分を含む） 

 

（２）介護予防普及啓発事業 

介護予防の普及啓発として、一般高齢者に対して老年症候群に対する対策の必要性を理解しても

らうために、各種教室や出前の講座、講演会などを開催する。 

                                   （令和元年度） 

その他の講演会・教室名 実施回数 参加者数 

健康はつらつ講座（出前講座） ５４回 849 人 

お口と食の健康教室 全2回（２会場 ２教室） 50人 

骨盤底筋体操教室 全2回（３会場 ３教室） 121人 

介護予防で元気はつらつサロン 全 1 回（８６教室） 2,517 人  

介護予防講演会 

（テーマ：低栄養予防、口腔機能向上、腰痛予防、住

民主体の介護予防活動について） 

4 回 315 人 

 

（３）地域介護予防活動支援事業 

①地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行うため「おたっしゃ筋力アップ体操教

室」「介護予防リーダー養成講座」等を開催する。 

（令和元年度） 

講  座  名 回数 受講者数 

介護予防リーダー養成講座（第 12 期生） 全 8 回 40 人 

介護予防リーダー実践研修 2 回 91 人 

認知症予防教室① 

「脳に効く！ウォーキング術を学ぼう」 

全 16 回とフォロー教室 1 回を 

2 クール 

 ※後期フォロー教室は、中止 

40 人 

認知症予防教室② 

「脳に効く！シニアの絵本読み聞かせ」 
教室全 14 回とフォロー教室 3 回 24 人 
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おたっしゃ教室：運動器の機能向上などを図るプログラムを実施する。      （令和元年度） 

教 室 名 １クール 会場数 定員数 参加者数 （内事業対象者数） 

おたっしゃ 

筋力アップ体操教室 

前期 20 回 8 155 人 84 人 （0 人） 

後期 20 回 7 140 人 102 人 （0 人） 

※後期 140 回中（20 回×7 会場）18 回中止 122 回実施 

元気アップマシン 

トレーニング教室 
（通所型サービスとして 

実施） 

前期 40 回 2 30 人 25 人 （1 人） 

後期 40 回 ２ 30 人 21 人 （0 人） 

※後期 80 回中（40 回×2 会場）10 回中止 70 回実施 

 

②自主グループ活動支援事業 

おたっしゃ教室終了生などから立ち上げられた介護予防の自主グループへ、リハビリ専門職を派遣

し活動の助言指導（立ち上げ3か月後、9か月後、２年目以降の希望する自主グループ）を行う。ま

た、自主グループの交流会体力測定会を行う。 

  令和元年度派遣実績 リハビリ専門職４８件 

令和元年度「介護予防自主グループ交流会」（中止） 

令和元年度「介護予防自主グループ体力測定会」を北区リハネット主催で実施 1回開催  

４２グループ（１９０人）参加 

 

③ご近所体操教室 

すでに人間関係が構築されている町会・自治会、シニアクラブなどの単位で、身近な場所でおたっ

しゃ教室を実施し、教室終了後も介護予防の自主グループとして活動が継続できるようにする。 

週１回３か月間町会・自治会会館等で実施。 

令和元年度 6グループ ８４人参加 

 

（４）一般介護予防事業評価事業 

介護予防事業評価検討会を開催し、おたっしゃ教室（おたっしゃ筋力アップ体操教室、元気アッ

プマシントレーニング教室）等の評価を行い、事業実施方法等の改善を図る。 

（令和元年度） 

開催日：令和元年１２月６日 

参加者：５５人 

 

（５）地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、リハビリテーション専門職等が、おたっし

ゃ教室等に関与し、運動指導員等への専門的な助言や自主活動グループへの支援を行い、通いの場

を地域の中で展開する。 

また、担当高齢者あんしんセンターとの交流を通して技術支援を行う。（地域ケア会議、地域の

会議などの参加も含む。） 
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リハビリテーション専門職の支援         （令和元年度）  

内容 件数 

技術支援 

・おたっしゃ教室最終回にて自主グループ化

に向けての助言指導 

１５件 

会議参加 

・連絡会・介護予防事業の検討等の会議 

・地域包括ケア連絡会、地域ケア個別会議等

への参加等 

３５件 

 

7 介護予防拠点施設運営                         （５８，４２５千円） 

（ぷらっとほ－む滝野川東、ぷらっとほ－む桐ケ丘） 

いつまでも住み慣れたまちで、元気で自立した生活が送れるように、高齢者の社会参加と地域の支え

合いの体制づくりを目指した介護予防事業と通所型サービス事業を行う。 

指定管理者    社会福祉法人 北区社会福祉協議会 

 

８ シニア元気応援事業                          （１３，８５５千円） 

元気な高齢者がいつまでも元気に暮らせるように、日頃から潤いのある生活を送るために役立つ事

業を展開する。 

高齢者いきいきサポーター制度は、高齢者がボランティア活動を通じて、社会参加や地域に貢献する

喜びを味わいながら自分自身の健康維持・介護予防につなげ、元気に暮らすことのできる地域社会をつ

くることを目的として、６５歳以上の高齢者を対象に実施する。 

制度に登録した「いきいきサポーター」が、指定された受入施設でボランティア活動をすると「いきい 

きサポーター手帳」にスタンプが押印され、その数に応じた交付金を受け取ることができる。 

特別養護老人ホームなどの高齢者施設を中心としてきたが、現在は高齢者施設に限らず、保育園等の

施設にも対象を広げている。 

（令和元年度） 

① 元気な高齢者のための芝居をみる会 ６回      ５１２人 

② 高齢者いきいきサポーター制度 

受入施設    ８９施設 

登録者     ８７９名 

（延べ１,２３７人） 

 

9 生活支援体制整備事業                        （１０３，０９３千円） 

互いに支え合い、安全で快適に暮らせる地域づくりをめざし、地域における高齢者の生活支援・介護予 

防サービスの提供体制の整備に向けた取組みを推進する。 

各高齢者あんしんセンターに生活支援コーディネーターを配置し、社会福祉協議会に北区全体のコー

ディネートを担う生活支援コーディネーターを配置して、地域資源情報の把握、情報の見える化、区内

のサービス開発、地域ネットワークの構築などに取り組む。また、区民への普及・啓発の目的で、講演

会を実施する。 
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令和元年度地域の担い手づくり講演会 

「みんなが主役のまちづくり～あなたも地域も笑顔になる～」 参加者１７０人 

 

１０ 認知症初期集中支援事業                        （６，８８１千円） 

各高齢者あんしんセンターに認知症サポート医や地域の医療・介護の専門職（臨床心理士・看護師・

作業療法士・介護福祉士）から構成される認知症初期集中支援チームを配置する。 

多職種協働のチームが、認知症の疑いのある人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント（生

活上の問題点の分析）、家族支援などの初期支援（概ね６か月）を包括的、集中的に行い自立生活のサポ

ートを行う。 

また、チームの事例から明らかとなった課題を検討し、地域の取組につなげる。 

令和元年度実績 

 初期集中支援チーム 支援対象者数    ６９人  

   訪問延べ回数   ２７３回  

   チーム会議開催数  ６６回 

 

１１ 認知症地域支援・ケア向上事業                    （４２，２８５千円） 

介護と医療等の連携推進による地域支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るため、認知症地域支援推

進会議の開催及び研修等を行う。また、各高齢者あんしんセンターに認知症地域支援推進員・認知症支援

コーディネーターを配置する。 

地域での交流・啓発・相談の場として認知症カフェを区内全域に開設し、早期からの適切な支援体制を

整える。 

 令和元年度実績 

認知症カフェ  設置数 ２９か所  開催延べ回数 ２９８回  中止 ３５回 

参加者数 延べ4,451名 もの忘れ相談医による相談 延べ３２名 

    認知症ケア向上多職種協働研修    1回開催 参加者１２３名 

    認知症地域支援推進員による相談   延べ３，２０２件 

 

１２ 地域見守り・支えあい活動促進補助事業                （１０，７９１千円） 

一人暮らし高齢者等の見守り活動を行っている町会・自治会に対し、活動費の一部を補助すること

により自主的な地域の見守り活動の輪を広げるとともに、「おたがいさまネットワーク」による見守

り体制の連携強化を図る。 

令和２年度補助金交付団体   ６９団体 

 

１３ 認知症家族介護支援事業                       （３，８６４千円） 

  「認知症になっても安心して住み続けられるまちづくり」をめざして、認知症の人とその家族がよ

りよく暮らしていけるための支援を、総合的・効果的に展開する。 

認知症に関する正しい知識と理解を深める普及・啓発活動のための講座等の開催、認知症サポーターの

養成や活動支援などを行う。 

   認知症サポーター養成講座・認知症サポート店 
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   認知症サポーターステップアップ講座・認知症サポーターの活動支援 

   認知症の理解を深めるための周知イベントの実施 

   認知症ケアパスの更新・配布 

   認知症家族介護者教室の開催 
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障害福祉課 
 

第１ 障害者福祉 

１ 障害者総合支援法施行事務  （１３，６２０千円） 

障害者総合支援法の円滑な実施のためのシステムの開発及び障害者介護給付費等審査会、自立支援

協議会の運営等を行う。 

（1） 東京都北区障害者介護給付費等審査会 

障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定等を行う機関 

（2） 東京都北区自立支援協議会 

障害者への支援体制を整備するとともに、障害者に関する施策の総合的効果的な推進を図るこ  

とを目的とする機関 

 

２ 障害福祉計画改定事業                          （５，２９７千円） 

  障害者計画の改定、第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定を行う。 

 

３ 手帳の交付状況 

（１）身体障害者手帳交付状況（令和２年４月１日現在）                単位：人 

 
１ ８ 歳 以 上 １ ８ 歳 未 満 計 

 
視 覚 障 害 ９２８ ８ ９３６ 

聴覚障害又は平衡機能障害 １，０５９ ３７ １，０９６ 

音声・言語又はそしゃく機 能障害 １４３ １ １４４ 

肢 体 不 自 由 ５，５８６ １３２ ５，７１８ 

内 部 障 害 ３，９４６ ３１ ３，９７７ 

       計 １１，６６２ ２０９ １１，８７１ 

 

（２）愛の手帳交付状況 （令和２年４月１日現在）                  単位：人 

 
１ ８ 歳 以 上 １ ８ 歳 未 満 計 

 
  １ 度  （最重度） ５８ 7 ６５ 

  ２ 度  （重 度） ５０２ １０９ ６１１ 

  ３ 度  （中 度） ４７２ １０３ ５７５ 

  ４ 度  （軽 度） ８９６ ２６０ １，１５６ 

       計 １，９２８ ４７９ ２，４０７ 

 

（３）精神障害者保健福祉手帳交付状況（令和２年４月１日現在）            単位：人 

１ 級 ２ 級 ３ 級 計 

１８８ １，６３６ １，５７０ ３，３９４ 
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４ 自立支援給付事業 

（１）施設訓練等事業  （３，６７５，９５３千円） 

    障害の種別・程度に応じたサービスを実施する施設へ入所及び通所するための支援を行う。 

      令和２年４月１日現在支給決定者数                       単位：人 

サービス項目 内  容 決定者数 

施設入所支援 
施設に入所する方に、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

（夜間や休日） 
２５１ 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 
４１ 

生活介護 

常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。（昼

間） 

６１０ 

自立訓練 
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体

機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 
５７ 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 
１４２ 

就労継続支援 
一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 
６６２ 

就労定着支援 

就労移行支援等を経て、一般就労した方に、就労等に関する相

談を通じて生活面の課題を把握するとともに、関係機関等との

連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を行う。 

８０ 

自立生活援助 

グループホーム等から一人暮らしを希望する方に、定期的に自

宅を訪問し、援助内容や良好に生活を送れているか等の確認を

実施し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 

４ 

合計 １，８４７ 

 

（２）居宅介護事業  （１，５３０，５７６千円） 

    在宅の障害者等に対し、生活全般の介護や家事等の必要な援助を受けることを支援する。 

   令和 2 年４月１日現在支給決定者数                       単位：人 

サービス項目 内  容 決定者数 

居宅介護 

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事、生活等に関する相談、助言、その他生活全般に

わたる援助を行う。 

６５６ 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、重度の知的障害のある方及び重度の精神

障害のある方で常に介護を必要とする方に、居宅で入浴、排せ

つ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う。 

４９ 

行動援護 
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回

避するために必要な支援、外出支援を行う。 
２６ 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護等複数のサービスを

包括的に行う。 
０ 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要

な情報の提供（代筆・代読含む）、移動の援護等の外出支援を

行う。 

２２９ 

合計 ９６０ 
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（３）短期入所事業  （２９７，２８９千円） 

保護者や家族の疾病、冠婚葬祭、休養等の理由で短期間施設に入所して適切な介護を受けること

を支援する。 

令和２年４月１日現在支給決定者数     ４６９人 

  

（４）共同生活援助事業  （８１０，８４０千円） 

地域で共同生活する知的障害者等が日常生活の援助や介護を受けることを支援する。 

令和２年４月１日現在支給決定者数     ２６５人 

 

（５）サービス等利用計画の作成                      （１０３，２５８千円） 

    障害者（児）が様々なサービスを組み合わせて地域で自立した生活ができるよう、一人ひとりに

合わせたサービス等利用計画の作成及びサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行うこと

により、適切なサービス利用をきめ細かく支援する。 

令和２年３月３１日現在 サービス等利用計画作成者数  １，７４６人 

                 障害児支援利用計画作成者数    ５７７人 

 

（６）高額障害福祉サービス費等の支給                  （１０，２０７千円） 

ア 次の各サービスの利用者負担額を合算した額が基準額を超える場合に、基準額を超える額を支給

する。 

①  同一世帯の他の者が利用する障害福祉サービスに係る費用 

②  障害福祉サービス利用者本人が利用する介護保険法上のサービスに係る費用 

③  同一世帯の児童が利用する児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスに係る費用 

④  補装具費 

イ 地域生活支援事業（移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業）に係る利用者負

担額が基準額を超える場合に、基準額を超える額を支給する。 

ウ 高齢の障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の違いにより新

たに生じる利用者負担を一定の条件を満たす場合に軽減する。 

 

（７）精神通院医療費の支給 

精神疾患により、継続的に入院によらない精神医療（通院医療）を受ける場合、医療費の一部を

公費負担する（原則１割の自己負担）。区が申請の窓口となり、申請受付事務を行う。 

令和元年度受理件数    ９，８５７件 

 

（８）更生医療費の支給  （６９１，５９８千円） 

身体障害者の職業能力を増進、あるいは日常生活を容易にすることを目的として、その障害を除

去し、又は軽減する医療を受ける場合、医療費の一部を公費負担する（原則１割の自己負担）。 

令和元年度  交付者数  ４０１人   給付件数 ３，５７４件 

 

 

 

 



- 71 - 

 

（９）身体障害児医療給付費（育成医療費）の支給  （２，１６３千円） 

身体に障害を有する者又はこれを放置すると将来障害を残すと認められる児童で、手術等によっ

て障害の改善が見込まれる場合に必要な医療費の一部を公費負担する（原則１割の自己負担）。 

令和元年度  交付者数    １７人  給付件数    ４８件 

 

（１０）補装具事業費  （７５，４６０千円） 

    身体の一部の欠損や機能の障害を補うための補装具（車いす・補聴器等）の交付と修理等の費

用を支給する。 

令和元年度   交付件数   ４０５件  修理件数   ３４４件 

令和２年度   交付見込件数 ４０９件  修理見込件数 ３２０件 

 

５ 地域生活支援事業 

（１）意思疎通支援事業（手話通訳者の派遣） （１７，３１９千円） 

聴覚障害者の病院・官公庁等での社会生活に必要な活動に際して、その便宜を図るため区に登録

している手話通訳者を派遣するとともに、東京手話通訳等派遣センターにも委託し実施している。 

また、北区役所第一庁舎１階及び赤羽障害相談係内に手話通訳連絡所を設置している。 

令和２年４月１日現在登録通訳者数     ４０人 

令和元年度派遣件数         ２，４２８件 

 

（２）移動支援事業  （１９７，０８６千円） 

屋外での移動が困難な障害者（児）に対して、外出の際の移動を支援する。 

令和２年３月３１日現在支給決定者数   ６４４人 

 

（３）日常生活用具経費補助・住宅設備改善費補助・点字図書経費補助  （８７，７２６千円） 

在宅の障害者等の日常生活を容易にするため、日常生活用具、住宅設備改善及び点字図書の経

費を補助する（介護保険法優先）。 

令和元年度補助件数 

  日常生活用具（ストマ用装具・視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ等）６，４５８件 

  住宅設備改善（浴室・便所等）                  ２３件 

  中等度難聴児発達支援事業                    １３件 

小児慢性特定疾病児童日常生活用具                 １件 

令和２年度見込件数 

日常生活用具（ストマ用装具・視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ等）６，４４９件 

住宅設備改善（浴室・便所等）                  ２８件 

       中等度難聴児発達支援事業                     ７件 

       小児慢性特定疾病児童日常生活用具                 ３件 
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（４）日中一時支援事業  （４，７９８千円） 

日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他区が

認めた支援を行う。 

令和２年４月１日現在支給決定者数    ２３０人 

 

（５）身体障害者入浴介助事業 （１６，５０５千円） 

入浴が困難な在宅の重度身体障害者（肢体又は体幹機能障害１・２級の者。介護保険法の要介

護認定において要介護１～５と認定された者を除く。）に対し、巡回入浴車を派遣し、入浴の機

会を提供するとともに家族の負担の軽減を図り、福祉の向上を図る（年５２回まで実施）。 

令和２年４月１日現在支給決定者数     ３１人 

 

（６）身体障害者用自動車改造費等補助   （１，４９４千円） 

ア 身体障害者用自動車改造費の助成 

身体障害者（上肢・下肢又は体幹機能障害１・２級）が、就労等に伴い自ら所有し運転する自動

車の改造に要する経費を助成する。 

令和元年度助成件数       １件 

令和２年度助成見込件数     ５件 

イ 障害者自動車運転免許取得費の助成 

障害者の自動車運転教習に要する経費の一部を助成する。 

令和元年度助成件数       １件 

令和２年度助成見込件数     ５件 

 

６ 障害児通所支援事業 （９６９，５７０千円） 

令和２年４月１日現在支給決定者数                        単位：人 

サービス項目 内  容 決定者数 

児童発達支援 
心身の発達に遅れやつまずき、又は疑いのある未就学

児童を対象に療育支援を行う。 
２６５ 

医療型児童発達支援 
児童発達支援に合わせ、上肢・下肢又は体幹に障害の

ある児童に必要とされる支援及び治療を行う。 
４ 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長

期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、放

課後等の居場所づくりを行う。 

５３０ 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 
３ 

居宅訪問型児童発達支援 

障害児通所支援を受けるために外出することが著しく

困難な重症心身障害児等の自宅を訪問し、基本的な日

常動作の指導や、療育支援を行う。 

１ 

合計 ８０３ 
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７ その他の障害福祉サービス（給付事業等） 

（１）重度心身障害者手当（都制度）及び心身障害者扶養共済支給事務 （７２千円） 

ア 重度心身障害者手当 

     重度の心身障害のため、家庭において常時複雑な介護を必要とする者に対して、手当を支給

することにより、障害者の福祉の増進を図る。（経費の負担、支給事務は都が行う。） 

      令和２年３月３１日現在対象者数  ２７４人（月額６０，０００円） 

イ 心身障害者扶養共済 

     障害者の保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認め

られたとき、障害者に終身一定額の年金を支給する。なお、旧扶養年金制度（都単独制度）につ

いては、平成19年3月1日をもって廃止となり、新規加入は終了しているが、既年金受給者につ

いては年金の支給を継続している。 

    【旧扶養年金制度】 

     令和２年３月１日現在  清算金分割受給者数   １２４人 

                 年金受給者数      ２０９人 

 

（２）心身障害者福祉手当（区制度）              （１，１６８，９９９千円） 

区内の心身障害者等に対して、手当を支給する。 

令和２年４月１日現在対象者数   ６，７４２人 

対  象 手当月額 

身体障害者手帳（１・２級）、愛の手帳（１・２・３度） 

 脳性麻痺、進行性筋萎縮症、難病医療費助成を受けている方 

１５，５００円 

 

身体障害者手帳（３級）、愛の手帳（４度） 

 精神障害者保健福祉手帳（１級） 

１０，０００円 

 

（３）特別障害者手当等（国制度）  （１３８，１８０千円） 

ア 特別障害者手当 

     在宅の、より重度の２０歳以上の障害者に対し手当を支給し、その著しく重度の障害ゆえに生

ずる特別な負担の軽減を図る。 

令和２年４月１日現在対象者数     ３７２人（月額２７，３５０円） 

イ 障害児福祉手当 

     在宅の、より重度の２０歳未満の障害児に対し手当を支給し、その著しく重度の障害ゆえに

生ずる特別な負担の軽減を図る。 

令和２年４月１日現在対象者数      ７１人（月額１４，８８０円） 

ウ 経過的福祉手当  

     従来の重度障害者福祉手当（国制度）を受給していた20歳以上の障害者で、特別障害者手当

に該当せず、かつ障害基礎年金にも該当しない者に対して手当を支給する。 

令和２年４月１日現在対象者数       ９人（月額１４，８８０円） 
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（４）心身障害者医療助成等事務費 （４３３千円） 

身体障害者手帳（１・２級及び内部障害の３級）、愛の手帳（１・２度）又は精神障害者保健

福祉手帳（１級）の所持者に、健康保険の本人負担分から高齢者の医療に準じた一部負担金を除

いた医療費を助成する（医療費は都が負担）。 

令和２年４月１日現在対象者数   ３，１１７人 

 

（５）心身障害者委託保護  （５６，７９３千円） 

グループホーム利用者に対する家賃助成及び療養介護医療費、肢体不自由児通所医療費の支給

を行う。 

令和２年３月３１日現在知的障害者家賃助成対象者数         １２９人 

令和元年度 療養介護医療費      交付者数 ３９人 給付件数 ４９７件 

令和元年度 肢体不自由児通所医療費  交付者数 １１人 給付件数  ７０件 

 

（６）重度脳性麻痺者介護人派遣  （２９，２９８千円） 

北区内に居住する２０歳以上の重度の脳性麻痺者で、身体障害者手帳１級であり、単独で屋外

活動を行うことが困難な者に対し介護人を派遣することにより、生活圏の拡大と福祉の増進を図

る。 

令和２年４月１日現在対象者数      ２９人 

 

（７）心身障害者緊急一時保護  （４，５８７千円） 

保護者または家族の入院や通院、疾病、虐待等により緊急かつ一時的に介護者による介護が困

難な場合に、区内短期入所施設を一時的に利用することができる。     

令和元年度利用延べ日数       ４５５日  

令和２年度利用日数見込       ４１７日 

 

（８）心身障害者寝具乾燥 （８４０千円） 

ねたきり等の心身障害者（身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度。要介護高齢者等寝具

乾燥に該当する者を除く。）で、寝具乾燥が困難な在宅の者に対し、寝具の乾燥等を行う（月１

回実施）。 

令和２年４月1日現在対象者数      １２人 

 

（９）心身障害者訪問理美容 （４０２円） 

外出困難な心身障害者（肢体又は体幹機能障害１・２級、又は愛の手帳１・２度。要介護高齢

者等訪問理美容に該当する者を除く。）に対し、理容師又は美容師を派遣し調髪を行う（３か月

に１回実施）。 

令和２年４月１日現在対象者数      ３８人 

 

（１０）心身障害者紙おむつ支給・おむつ代金助成  （３４，６２１千円） 

ア 心身障害者紙おむつ支給 

     重度心身障害に起因して常時失禁状態にある心身障害者（身体障害者手帳１・２級、愛の手帳

１・２度。要介護高齢者等紙おむつ支給に該当する者を除く。）に紙おむつを支給する。 

令和２年３月３１日現在対象者数    ５６９人 
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イ 心身障害者おむつ代金助成 

     重度心身障害に起因して常時失禁状態にある心身障害者（身体障害者手帳１・２級、愛の手帳

１・２度。要介護高齢者等おむつ代金助成に該当する者を除く。）で、病院指定のおむつを使用

している者に、おむつ代金の一部を助成する。 

令和２年３月３１日現在対象者数     ３１人 

 

（１１）心身障害者福祉電話事業  （３，３２２千円） 

ア 福祉電話の貸与 

     身体障害者手帳１・２級又は愛の手帳１・２度の者がいる世帯で、生活保護又は住民税非課税

世帯に対し、区が電話を貸与する。（新規貸与は２２年度で終了） 

令和２年４月１日現在貸与世帯数     １７世帯 

イ 電話料金助成 

     身体障害者手帳１・２級又は愛の手帳１・２度の者がいる世帯で、生活保護又は住民税非課税

世帯に対し、電話料金等の一部を助成する。（新規助成は２２年度で終了） 

令和２年３月３１日現在対象世帯数   １４１世帯 

 

（１２）身体障害者緊急通報システム事業 （１，０３１千円） 

１８歳以上の一人暮らし等の重度身体障害者を対象に、緊急通報システム機器を設置（貸与） 

する。緊急時等にボタンを押すと民間緊急通報システム事業者の受信センターに通報が入り、看 

護師等の資格を持ったスタッフが２４時間体制で対応し、緊急性がある場合はただちに１１９番 

通報を行う。あわせて緊急時だけでなく健康の相談等の受付、月１回スタッフから「お伺い 

電話」を行う。また、緊急通報システム利用者のうち希望する方に対して火災安全センサ・安否確 

認センサを設置する。 

  令和２年４月１日現在設置台数      ２５台 

 

（１３）心身障害者自動車燃料費助成  （３２，６０９千円） 

自動車税を減免された心身障害者又はその者と家計を一にする者に対し、自動車燃料費の一部

を助成する（福祉タクシー対象者を除く。）。 

令和元年度交付者数          ７５８人 

令和２年度交付見込者数        ７９０人 

 

（１４）心身障害者福祉タクシー・リフト付福祉タクシー事業       （１５５，９３６千円） 

ア 心身障害者福祉タクシー 

     在宅の心身障害者（下肢体幹機能障害１～３級、視覚障害１・２級、内部障害１～３級、愛の

手帳１・２度）がタクシーを利用する場合に、その乗車料金の一部を助成する。 

令和元年度交付者数        ４，６２１人 

令和２年度交付見込者数      ４，６５０人 
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イ リフト付福祉タクシー 

     ねたきり高齢者又は車椅子を使用しなければ外出することが困難な者の入退院、外出等の際に

おける移送の便宜を図るべく、タクシー運行業務者に運行業務を委託する。 

リフト付福祉タクシー    １台（年間借り上げ） 

 

（１５）身体障害者福祉マッサージ券支給   （３，０４４千円） 

重度肢体不自由者（身体障害者手帳１～３級）に対し、福祉マッサージ券を支給する。 

令和元年度延利用者数        ７３３人 

令和２年度延利用見込者数      ８５０人 

 

（１６）心身障害者旅客運賃割引証等の交付  

都営交通の無料パス・各種割引証等を交付する。 

      令和元年度交付件数     １，４０３件 

 

８ 相談・普及啓発・その他事業 

（１）身体障害者・知的障害者相談事業 

    令和元年度相談件数                              単位：件 

 

 

手帳に関す

る相談 

施設利用に

関する相談 

居宅サービス

に関する相談 
その他 計 

身体障害者 ５，２０９ １，８４６ ２４，２３５ ４，０３０ ３５，３２０ 

知的障害者 ４４２ １，６９７ ３，１４９ １，６５０ ６，９３８ 

計 ５，６５１ ３，５４３ ２７，３８４ ５，６８０ ４２，２５８ 

 

（２）障害者相談員事業  （７１７千円） 

区長から委託された民間の協力者である相談員が、身体障害者・知的障害者・精神障害者の各

種相談に応じ、助言を行う。 

令和２年４月１日現在       身体障害者相談員   ９名 

 知的障害者相談員   ４名 

 精神障害者相談員   ３名 

 

（３）障害者日中活動系サービス推進事業補助 （１７９，６６４千円） 

障害者の福祉の向上を図るため、障害福祉サービス事業所等の運営に要する費用の一部を補助

する。 

     令和元年度補助実績数   ２５事業所 

令和２年度補助見込数   ２６事業所 
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（４）障害者就労支援事業  （４２，９１２千円） 

福祉施設利用者等の一般就労への円滑な移行の促進や、障害者就労施設等における工賃向上の

支援を行う。 

  ア 障害者就労施設等の自主製品販売イベント  

     令和元年度実績 

・ふれあいマルシェ（販売場所：北区役所第一庁舎正面玄関ロビー） ２回実施 

     ・北区平和祈念週間（販売場所：北とぴあ展示ホール） 

  イ 障害者就労支援センター事業運営委託 

     令和元年度実績数（実人数）                    単位：人 

項 目 ドリームヴイ わくわくかん 計 

登録者数 ７９７ ９４８ １，７４５ 

新規就職者数 ２６ ５８ ８４ 

離職者数 １４ １３ ２７ 

ウ 障害者就労支援フェアの実施   

令和元年度    １回実施 

   

（５）障害者権利擁護等事業 （４，９９２千円） 

  ア 障害者虐待防止の推進 

    障害福祉課内の障害者虐待防止センターにおいて、障害者及び養護者等からの相談・通報等に対

して障害者の権利利益を擁護するための支援を行う。また、講演会等の障害者虐待防止に関する啓

発活動を実施する。 

    令和元年度実績                               単位：件 

      区  分     

 

養護者による 

虐待 

障害者福祉施設従事

者等による虐待 

使用者による 

虐待 
計 

相談件数 １１ ６ ２ １９ 

  イ 障害者の差別解消と理解促進 

    障害者差別に関する相談を受付し、解決に向けた支援を行う。また、こころのバリアフリーを

目的とした普及啓発活動と情報バリアフリーを促進するための取組みを行う。 

     令和元年度実績    普及啓発映画上映会  １回実施  参加者数  ７４名 

  ウ 成年後見制度審判請求事務  

判断能力が不十分な知的障害者・精神障害者の権利を守り、法的に保護することを目的とした成

年後見制度を活用するための支援を行う。 

令和元年度実績   区長申立て   審判請求費用助成 ５件   報酬等助成 ３件 

本人申立て   審判請求費用助成 ０件   報酬等助成 １件 
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（６）障害者地域自立生活支援事業 （１４，０００千円） 

区内居住の障害者に対し、情報提供等の支援により在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図

る。 

主な事業内容 

自立生活のための各種相談、各種情報の提供、社会参加の支援、専門機関等の紹介 

       令和元年度実績                               単位：件    

電話相談 ２，３７８ 面   接 １，２７８ その他相談 １９９  

 
 

（７）地域障害者相談支援センター運営事業                  （１５，２００千円） 

    担当地域を中心とした相談支援業務及び障害者福祉事業窓口業務（各種事業の申請受付）を、事 

業者に委託することにより行う。 

東京都北区滝野川地域障害者相談支援センター 

所在地：北区西ケ原４－５１－１ 飛鳥晴山苑内 

担当地域：西ケ原、上中里、中里、昭和町、田端新町、東田端、田端 

 

（８）在宅難病患者等支援                         （２，２４４千円） 

在宅難病患者を対象として、訪問看護を実施するとともに、災害時における在宅人工呼吸器使

用者への支援として個別支援計画の作成を推進する。 

ア 機器貸与（吸入器・吸引器）に伴う訪問看護 

令和元年度利用者数   ３人（延１５９回） 

  イ 人工呼吸器使用者災害時個別支援計画の作成 

     令和元年度作成件数   新規 ４件    更新 ９件 

 

（９）難病医療費等の助成（国制度、都制度） 

    難病法等に基づき、指定難病等に認定された場合、医療費の一部を公費負担する。区が申請の

窓口となり、申請受付事務を行う。 

     令和元年度受理件数 

      難病医療     ２，９３０件 

      ○都 医療券     １，３０１件 

      小児慢性特定疾病医療 １７５件 
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（１０）重症心身障害児（者）等医療的ケア支援事業            （２７，０７０千円） 

医療的ケアを必要とする障害児（者）が、住み慣れた地域で適切な支援が受けられるよう、サ

ービス提供体制の充実を図る。 

ア 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業 

在宅生活を送る医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）及び医療的ケア児に対し、訪問看護

師を自宅に派遣し、一定時間家族の代わりに医療的ケアと見守りを行う。 

令和元年度派遣件数         ５９件 

令和２年４月１日現在支給決定者数  １２人 

  イ 重症心身障害者通所事業運営補助 

    重症心身障害児（者）のための適切な療育環境を確保する事業者に対し、運営費の一部を補助

する。 

     令和元年度補助実績       ３事業所 

ウ 障害児支援体制整備促進事業 

障害児を支援する事業者に対して、事業所の開設前に要する人件費や初度調弁等の経費の一部

を補助する。 

     令和元年度補助実績       １事業所 

 

（１１）障害者福祉施設整備費補助                    （２０，０００千円） 

    障害者グループホームの整備事業者に対して、施設整備に要する経費の一部を補助する。 

     令和２年度対象施設       仮称滝野川三丁目障害者グループホーム 
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第2 公害健康被害補償 

● 東京都条例に基づくもの                         （１，４６５千円） 

 「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例」に基づき、大気汚染障害者認定

審査会の意見を聞き、気管支ぜん息及びその続発症に罹患した者の当該疾病が、大気汚染の影響を受

けたと推定される旨の認定を行う。（平成２０年８月１日より、助成対象者が全年齢に拡大） 

（平成２７年３月３１日、１８歳以上の新規申請受付終了） 

平成２７年４月１日より１８歳未満の者で、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、 

肺気腫及びその続発症が医療費助成対象疾病。 

 《附属機関》 

・大気汚染障害者認定審査会 
  大気汚染障害者の認定について、区長の諮問に応じて意見を述べる機関 

 

大気汚染関連疾病認定状況                 （令和２年３月現在） 単位：人 
 

      疾病名 
 対象者 

慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜ ん 息 性 
気 管 支 炎 

肺 気 腫 計 
 

乳   幼   児         0 0         0        0         0 

小   学   生        0 0         0        0 0 

中   学   生        0 0        0        0 0 

そ   の   他        0 １，４４９        0        0 １，４４９ 

計        0 １，４４９         0        0 １，４４９ 
 

 

● 法律に基づくもの 

  「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、昭和６３年２月２９日までに申請し、認定を受けた

公害健康被害者に対して、医療費等の補償及び福祉事業を行うことにより、健康回復・保持・増進を行

う。なお、昭和６３年３月１日以降は、大気汚染の影響による健康被害者の保護・救済を図るため、公害

健康被害予防事業の実施を進めている。 

 《附属機関》 

・公害健康被害認定審査会 

  指定疾病の認定及び補償給付に関する事項について、区長の諮問に応じて意見を述べる機関 

・公害診療報酬等審査会 

  診療報酬の支払い及び療養費の支給について、その診療内容等に関して、区長の諮問に応じて意

見を述べる機関 

 

１ 公害健康被害認定事業 （９，５０２千円） 

「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、指定疾病（慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息 

性気管支炎及び肺気腫並びにこれらの続発症）に罹患している既認定患者について、認定審査会の意見

を聴いて認定及び障害等級の決定を行っている。 
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（１）認定者数の推移（指定疾病別、年齢階層別、障害等級別）               単位：人 

 
年度 

 
患者数 

指 定 疾 病 別 年齢階層別 障 害 等 級 別  

慢性気 
 

管支炎 

気管支 
 

ぜん息 

ぜん息性 
 

気管支炎 
肺気腫 ０～ 

14歳 
15 歳 
以上 特級 １級 ２級 ３級 その他 

27 

3 

 

 

 

 815 

815 

 

 

 

17 

 

795 0 3 0 815 0 3 39 342 431  

28 

3 

 

 

 

797 

 

 

 

16 

 

778 

 

0 3 0 797 0 3 38 324 432  

29 762 14 745 0 3 0 762  0  3 36 315 408  

30 735 

 

14 718 0 3 0 735 0 3 33 303 396  

元 722 13 706 0 3 0 722 0 4 32 297 389  

 

 

（２）認定等の状況（令和２年 3 月末現在）                        単位：人 
 

区  分 
30年度 
末累計 

元年度 
計 

元年度 
末累計 

 
区  分 

30年度 
末累計 

元年度 
計 

元年度 
末累計 

 

 申 
 
 請 

 申 請 4,377        - 4,377  
 △ 
 
 減 
 
 少 

転  出 560 

 

 

6 566 

 △取下 99        - 99 死  亡 858 7 865 

 申 請 実 数 4,278        - 4,278 辞  退  51 

 

0 51 

 認 
 
 定 

 認 定 4,261        - 4,261 未更新等 2,604 3 2,607 

 転 入 547 3 550   減少計Ｂ 4,073 16 4,089 

  増加計Ａ 4,808 3 4,811 
  増加実数 
 (Ａ－Ｂ) Ｃ 

735 △13 722 

  
 

 

２ 公害健康被害補償事業   （６７５，６９７千円） 

（１）補償給付の状況                                （令和元年度） 
 

区   分 件 数 金 額（円）  区   分 件 数 金 額（円）  

医 療 費 10,738 226,165,472 療 養 手 当 1,669 39,508,100 

障害補償費 4,020 313,887,450 葬 祭 料 2 1,007,500 

遺族補償費 324 34,878,300    

遺族補償一時金 2 10,488,600 計 16,755 625,935,422 
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３ 公害健康被害機能訓練事業 （３８２千円） 

（1）呼吸器健康教室 

   ぜん息性疾患を持つ患者を対象に、医師、理学療法士、音楽家などの指導により、 

ぜん息を上手にコントロールできるよう知識や呼吸法を習得することを目的とする。 

（令和元年度実績） 

 

  回数     日  程       会  場 

            参加者数（人） 
 

認定患者 一般区民 計 

第１回 ５月１４日 北とぴあ 

 

12 28 40 

第２回 ６月２８日 滝野川会館 23 44 67 

第３回 ７月１０日 赤羽体育館 12 21 33 

第４回 ９月２７日 滝野川会館 17 44 

 

61 

 第５回 １０月 ９日 赤羽体育館 14 27 41 

第６回 １１月 6日 北とぴあ 13 

 

32 45 

                  計 

    

      

91 196 287 

 

 

4 公害家庭療養指導等事業 （９８９千円） 

（１）家庭訪問・相談事業 

                             （令和元年度実績） 単位：人 

    令和元年度は、主に単身世帯、高齢者、在宅酸素療法をしている患者を中心に家庭訪問をして保

健指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

        対象種別 
 

   指導方法別 

公      害  

      計    認定患者    認定以外 

 家 庭 訪 問 (1)  延 人 数 26 

 

 

26 

 

0 

所 内 相 談 (2)  延 人 数 168 168 0 

 
電 話 相 談 (3)  延 人 数 101 101 0 

その他の相談 (4)  延 人 数 121 26 95 

 
相 談 延 数 (5)＝(2)+(3)+(4) 

) 

390 295 95 

関係機関連絡 (6)  延  人 数 70 

 

70 

 

 

0 
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（２）インフルエンザ予防接種費助成事業 

   認定患者に対し、インフルエンザ予防接種費用を助成する。 

                             （令和元年度実績） 単位：人 

助成対象者数 申請者数 決定者数 

591 209 209 

 

5 公害健康被害相談事業 （５１９千円） 

（１）個別健康相談 

ア 成人呼吸器相談 

ぜん息、その他アレルギーを原因とした症状がある者、及び不安のある者を対象に、専門医の助 

言により正しい医療を理解し、より適切な療養生活を実行できるようになることを目的とする。 

  令和元年度実績    実施回数 ４回  相談者数  １８人 

イ こどもアレルギー相談 

ぜん息、アトピー性皮膚炎等アレルギー症状がある思春期までの子どもを持つ保護者を対象に専

門医の助言により正しい医療知識・対処法を理解することにより疾病に対する不安を解消すること

を目的とする。 

  令和元年度実績    実施回数 3回    相談者数  １４人 

 

（２）薬のセミナー 

ぜん息やCOPD（慢性閉塞性肺疾患）等の呼吸器疾患をお持ちの方、これらの病気に関心のある

方を対象に、薬剤師の助言によりぜんそくの薬物療法について理解し、より適切な吸入薬の使い方

を実践できるようになることを目的とする。 

      令和元年度実績    実施回数 1 回  相談者数  １８人 
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介護保険課 

 

１ 介護保険運営協議会 （３，１３７千円） 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険運営協議会は、介護保険事業計画に係る事業の進

行状況を管理し、被保険者等の意見を反映させる。 

 

２ 賦課徴収 （２５，８３１千円） 

 (1)６５歳以上の方（第１号被保険者）の保険料 

  第７期介護保険事業計画（平成３０年度～令和２年度）における保険料は、本人と世帯の所得状況に

応じてきめ細かく設定するため所得段階を１４段階（１４区分）から１６段階（１６区分）に変更した。 

  なお、今期（平成３０年度～令和２年度）において、介護給付費の増加による保険料の上昇が見込ま

れることから、介護保険給付費準備基金の10億円を活用し、保険料の軽減を図った。 

  徴収方法は、特別徴収（老齢・退職・遺族・障害年金額が年額１８万円以上は年金から差し引き）と、

普通徴収（老齢・退職・遺族・障害年金額が年額１８万円未満は納付書又は口座振替にて納付）による。 

 

【平成３０年度～令和２年度年額保険料】（基準年額73,380円（基準月額6,115円）） 

所得段階 
該 当 す る 方 

年額(円) 
保険料基準額 

に対する比率 

第１段階 

 

 

 

世帯全員が 

住民税非課税 

・生活保護を受給している方 

・老齢福祉年金を受給している方 

・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が

８０万円以下の方 

[軽減前]  36,700 

【軽減後】 27,518 

［軽減前］ 

基準額×0.50 

【軽減後】 

基準額×0.375 

第２段階 
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が 

１２０万円以下の方 

［軽減前］48,400 

【軽減後】39,259 

［軽減前］ 

基準額×0.66 

【軽減後】 

基準額×0.535 

第３段階 ・第 1 段階及び第 2 段階以外の方 
［軽減前］52,800 

【軽減後】51,000 

［軽減前］ 

基準額×0.72 

【軽減後】 

基準額×0.695 

第 4 段階 
本人が 

住民税非課税 

世帯員が 

住民税課税 

・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が 

８０万円以下の方 
63,100  基準額×0.86 

第５段階 ・第４段階以外の方 73,400  基準額×1.00 

第６段階  

 

本人が 

住民税課税 

 

・前年の合計所得金額が１２５万円以下の方 88,100 基準額×1.20 

第７段階 
・前年の合計所得金額が１２５万円を超えて２００万円未

満の方 
99,100  基準額×1.35 

第８段階 ・前年の合計所得金額が２００万円以上3００万円未満の方 117,400 基準額×1.60 

第 9 段階 
・前年の合計所得金額が 3００万円以上 5００万円未満の

方 
124,700  基準額×1.70 
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第 10 段階  

 

 

 

 

本人が 

住民税課税 

 

・前年の合計所得金額が5００万円以上８００万円未満の方 146,800 基準額×2.00 

第 11 段階 
・前年の合計所得金額が 8００万円以上 1,100 万円未満の

方 
161,400 基準額×2.20 

第 12 段階 
・前年の合計所得金額が 1,100 万円以上 1,500 万円未満

の方 
183,500 基準額×2.50 

第 13 段階 
・前年の合計所得金額が 1,500 万円以上 2,000 万円未満

の方 
205,500 基準額×2.80 

第 14 段階 
・前年の合計所得金額が 2,000 万円以上 2,500 万円未満

の方 
227,500 基準額×3.10 

第 1５段階 
・前年の合計所得金額が 2,500 万円以上 3,000 万円未満

の方 
242,200 基準額×3.30 

第 1６段階 
・前年の合計所得金額が 3,000 万円以上の方 

256,800 基準額×3.50 

※１ 保険料（年額）は、第１～３段階を除き端数処理している。 

※２ 第１～３段階保険料は、公費の投入による軽減を実施している。 

※３ 第１～５段階保険料：合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の額を用いる。 

また、分離譲渡所得がある方の合計所得金額（全段階保険料）は、特別控除額差し引き後の額を用い

る。 

 

(2)４０歳～６５歳未満の方（第２号被保険者）の保険料 

    加入している医療保険の保険料と一緒に徴収される。 

  国民健康保険加入者の保険料は、所得金額などに応じて、世帯ごとに徴収される。 

  勤務先の健康保険加入者の保険料は、給料の額に応じて徴収される。 

 

 

３ 認定審査会 （２０６，３２４千円） 

 (1)要介護認定・要支援認定の進捗状況 

 (ｱ) 申請受付件数                                                   令和元年度実績 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

件数 1,473 1,408 1,554 1,462 1,488 1,395 1,369 1,283 1,440 1,630 1,611 1,596 

累計 1,473 2,881 4,435 5,897 7,385 8,780 10,149 11,432 12,872 14,502 16,113 17,709 

 

 (ｲ) 審査件数                                                          令和元年度実績 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

件数 1,478 1,422 1,372 1,518 1,392 1,420 1,347 1,424 1,273 1,378 1,370 1,530 

累計 1,478 2,900 4,272 5,790 7,182 8,602 9,949 11,373 12,646 14,024 15,394 16,924 
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 (ｳ) 二次判定結果                                                        令和元年度実績 

要介護度 非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

件    数 361 3,272 2,183 3,186 2,301 1,725 2,254 1,644 16,926 

割 合(%) 2.13 19.33 12.90 18.82 13.60 10.19 13.32 9.71 100.00 

 

 (ｴ) 審査会による一次判定結果の変更                                       令和元年度実績 

変 更 度 より軽く変更① より重く変更② 変更あり①＋②

（③） 

変更なし④ 計③+④ 

件    数 555 1,908 2,463 14,463 16,926 

割 合(%) 3.28 11.27 14.55 85.45 100.00 

  

 (ｵ) 要介護(要支援)認定者数                                     令和２年３月末日現在 

 

４ 認定調査 （１４７，８６３千円） 

  要介護認定・要支援認定の調査件数                                令和元年度実績 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

件 数 1,384 1,472 1,478 1,544 1,419 1,351 1,437 1,274 1,403 1,453 1,537 1,585 

累 計 1,384 2,856 4,334 5,878 7,297 8,648 10,085 11,359 12,762 14,215 15,752 17,337 

 

５ 趣旨普及 （２，８４２千円） 

被保険者、サービス事業者、高齢者あんしんセンター等に情報を提供することにより、介護保険制

度の周知を図る。 

 

６ 居宅介護サービス給付 （１５，１７９，２７４千円） 

   主な在宅サービス 

サービス項目 内       容 

訪問介護 ホームヘルパーによる身体介護や生活援助 

訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車による入浴介護 

訪問看護 看護師による看護 

通所介護 定員１９人以上の介護施設に通い、食事・入浴などの介護や機能訓

練を行う 

訪問・通所リハビリテーション 理学療法士等が施設や家庭で機能訓練等を行う 

短期入所生活介護 施設に短期入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練を行う 

短期入所療養介護 施設に短期入所し、看護や介護、機能訓練等を行う 

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を行う 

福祉用具貸与  

 

車いす・介護用ベッドなどの貸与 

 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 

認定者数 4,107 2,646 3,335 2,640 2,042 2,334 1,525 18,629 

割合(%) 22.05 14.20 17.90 14.17 10.96 12.53 8.19 100.00 
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７ 地域密着型介護サービス給付 （２，９０７，６０６千円） 

  主なサービス                  

サービス項目 内      容 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 

日中・夜間を通じて、定期巡回や緊急時など必要に応じた随時訪
問、ホームヘルパーによる入浴、排せつなどの介護や看護職員に
よる看護 

夜間対応型訪問介護 
夜間の定期巡回や、利用者の求めに応じた随時訪問、ホームヘル
パーによる排泄や体位変換などの介護 

地域密着型通所介護 定員１９人未満の通所介護 

認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護 

小規模多機能型居宅介護 
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の泊まりのサ

ービス 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
認知症の方がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅 

地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護 

定員２９人以下の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

看護小規模多機能型居宅介護 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、通所を中心に、
利用者の選択に応じた訪問や泊まりのサービス 

 

８ 施設介護サービス給付 （８，９４６，３２６千円） 

   施設サービス                                               

サービス項目 内         容 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方の施設 

介護老人保健施設（老人保健施設） 
病状が安定している方が家庭に戻れるよう介護や看護、リ
ハビリを行う施設 

介護療養型医療施設（療養病床）  
病状が安定しているが医療の必要性が高いなど長期にわ
たる療養入院施設 

介護医療院 長期にわたり療養が必要な方が対象の施設 

 

９ 介護予防サービス給付 （８７５，１４３千円） 

要支援１・２の方が受けられるサービス。サービス項目は、居宅介護サービスに準ずる。 

なお、介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、介護予防・生活支援サービス事業（介護予防

訪問型サービス、介護予防通所型サービス）へ移行した。 

 

１０ 地域密着型介護予防サービス給付 （１２，８０１千円） 

    主なサービス                  

サービス項目 内      容 

介護予防認知症対応型通所介護 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービス 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

（要支援２のみ） 
認知症の方がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅 
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１１ 介護予防・生活支援サービス事業                   （１２，４８８千円）  

要支援１・２及び事業対象者の方に対し、訪問型サービス、通所型サービスを実施するとともに、

「元気アップマシントレーニング教室（短期集中予防サービス）」を実施する。 

 

１２ 介護予防訪問型サービス                      （４３７，０６３千円） 

要支援１・２及び事業対象者の方に対し、介護予防・生活支援サービス（訪問型サービス）を実施す

る。自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘルパーなどが訪問し、掃除、洗濯などの日常

生活上の支援を行う。 

サービス項目 内     容 

予防訪問サービス（従前相当） ホームヘルパーなどによる身体介護や生活援助 

いきいき生活援助サービス 生活援助員による生活援助 

 

１３ 介護予防通所型サービス                      （５１８，３７６千円）  

要支援１・２及び事業対象者の方に対し、介護予防・生活支援サービス（通所型サービス）を実施す

る。自立した日常生活を送ることができるよう、デイサービスセンターで、日帰りで機能訓練をはじめ

とした支援を行う。（いずれも従前相当） 

サービス項目 内     容 

予防通所サービス 施設に通い、入浴・食事・機能訓練等を行う 

生活機能向上通所サービス 施設に通い、機能訓練に重点を置いたサービスを行う 

 

１４ 介護予防ケアマネジメント事業                   （１２７，２６５千円）  

訪問型サービス・通所型サービスのみ利用する者及び元気アップマシントレーニング教室を利用する

者に対し、介護予防ケアマネジメントを実施する。 

 

１５  生活援助員研修                            （３，４５０千円） 

地域の支え合いづくりや高齢者の社会参加・介護予防を進めるため、身体介護を伴わない掃除・洗濯

などの生活援助サービスを提供する「生活援助員」を養成する。区独自の研修を行い、研修修了者には

訪問介護事業所等への就職相談会を実施する。 

 

１６ 介護給付適正化事業     （８，５９８千円） 

介護保険利用者へのサービスが適正に提供されるようケアプランの点検や事業者に対する指導・監

査を行う。また、事業者の安定的な運営や介護職員のスキルアップを支援するため、各種講習会や情

報交換会を実施する。 
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１７ 民間福祉施設第三者評価補助 （６，４００千円） 

民間の認知症高齢者グループホームが福祉サービス第三者評価を受けた場合に、受審に要する費用

の一部を補助する。 

 

１８ 介護サービス利用者負担減額措置（生計困難者に対する減額措置）        （４，６８６千円） 

収入及び貯蓄が基準額を下回る世帯について、本来１０％の利用者負担額のうち、介護費、食費・

居住費（滞在費）の２５％（老人福祉年金受給者は５０％）軽減を行う。生活保護受給者に対しては

個室居住費（滞在費）の１００％軽減を行う。 

この制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利

用者の自己負担を軽減するもので、国制度と都制度がある。 

(1) 国制度 

制度の趣旨に賛同して都及び区に申し出を行った事業者が提供する一定のサービスに対し、利用

者負担額の軽減を行う。 

軽減費用のうち、事業所が１／２、国が１／４、都が１／８、区が１／８を負担する。 

(2) 都制度 

国制度の対象サービスを拡大した制度。手続き方法や軽減割合は国制度に準ずる。 

軽減費用のうち、事業所が１／２、都が１／４、区が１／４を負担する。 

 

１９ 介護人材育成事業                           （６，２３２千円） 

 (1)介護事業者の人材確保支援 

     介護事業所の施設管理者に対し、処遇改善加算や各種補助制度を活用した効率的な事業所運営

に関する研修を実施するとともに、専門家（社会保険労務士等）の個別訪問も行って、個別事情に

応じたサポートを行う。 

 (2)介護サービスの担い手養成 

     介護保険会計で実施している「生活援助員研修」の受講者のうち、介護事業所におけるスタッフ

等としての従事を希望する人を対象とした研修（ステップアップ研修）を実施する。 
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生活衛生課 

 

1 獣医衛生 （６，１０６千円） 

（１）畜犬登録、及び狂犬病予防注射 

狂犬病予防法による、犬の登録と、狂犬病予防のための予防注射に関する事務を行い、鑑札と注射

 済票を交付している。また、家庭で飼養される犬やネコ、飼い主のいないネコ等の適正飼養に関する

 相談や苦情を受け、指導・助言を行っている。 

                             （令和元年度） 

       項 目 件数 

  年度末現在登録数 8,285 

狂犬病 新規登録数 656 

予防法 狂犬病予防注射済票交付数 5,443 

  咬傷事故数 8 

  
動 
 

物 
 

に 
 

関 
 

す 
 

る 
 

相 
 

談 
 

苦 
 

情 
 

主 
 

訴 
 

件 
 

数 
 

  糞尿・悪臭 28 

  放し飼い 1 

犬 鳴き声 20 

  飼養など 77 

      小計 126 

ネ  

糞尿・悪臭 50 

外ネコへの給餌 58 

子ネコに関するもの 25 

不妊去勢手術 15 

コ 鳴き声 2 

 飼養など 108 

      小計 258 

その他の動物 12 

  相談・苦情件数合計 396 

  

（２）犬の飼い主講座の開催 

犬を飼っている区民、飼おうと考えている区民を対象に元環境省動物適正飼養講習会講師により

「犬の飼い主講座」を開催し、１９名の参加があった。 

 

（３）まちねこ対策 

人と動物の共生を図るため、適正飼養の啓発等に取り組んでいる。 

①飼い主のいないネコの繁殖抑制のため、不妊去勢手術費助成事業を行っている。 

   メス１０，０００円、オス５，０００円を上限に、手術費の３分の２を助成している。   

令和元年度はメスネコ２３８頭、オスネコ２１５頭、合計４５３頭の手術費助成を行った。 

②不妊去勢手術用として、捕獲器の貸し出しを行っている。 

③令和２年２月に、ネコシンポジウムを開催し、２５名の参加があった。  
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２ 健康危機管理 （４９，８３７千円） 

（１）新型インフルエンザ対策 

新型インフルエンザ対策として、マスク・消毒液等の感染防御用資器材を更新し、適切な管理を

行っている。令和元年度は、供給状況の悪化により予定していた資器材のうち、マスク6万枚につい

て調達が不可能となった。 

 

（２）災害医療体制の整備 

① 医療救護所用医薬品の更新及び非常用自家発電装置等の医療用資器材の配備を行い、引き続き災

害医療体制の充実を図っていく。 

② 超急性期（発災から７２時間まで）に、主に傷病者のトリアージ、中軽傷者に対する応急処置を 

      行う緊急医療救護所を設置する予定である災害拠点病院及び災害拠点連携病院と合同で、緊急医療 

救護所開設・運営訓練を実施した。災害時における医療救護活動を円滑に実施するため、今後も継 

続して訓練を実施していく。また、令和２年度は東京都・北区合同総合防災訓練に参加し、発災時

対応力の強化を図る。 

   ア 緊急医療救護所開設・運営訓練 

     ・令和元年９月 ７日（土） 花と森の東京病院 

     ・令和２年２月２９日（土） 東京北医療センター（中止） 

   イ トリアージ講習会 

     ・２回実施  延べ９８名参加 

 

３ 環境衛生 （1２，６５５千円） 

理・美容所、クリーニング所、興行場、旅館、公衆浴場、プール、水道施設等の環境衛生関連施設につ

いて、関係法令に基づき、許認可及び届出受理を行うとともに巡回衛生指導等を実施して施設の衛生を

確保している。 また、飲用水等に関する住居衛生相談及びねずみ・衛生害虫の防除・指導を行い、公衆

衛生の向上及び増進を図っている。 

（１）環境衛生指導 

① 許認可、衛生指導 

環境衛生関係法令に基づき、届出の受理及び施設の確認・営業許可を行っている。また、環境衛生

監視員が対象施設を巡回し、施設の改善指導や定められた衛生上必要な措置について、衛生指導を

行っている。 

環境衛生施設数（令和元年度末）       ５，５６４か所 

許認可・届出施設数（令和元年度）        １１１か所 

廃止施設数（令和元年度）            １２９か所 

衛生指導件数（令和元年度）            ３５２件 

② 生活環境相談指導 

区民が快適な居住環境を確保できるよう、飲用水、ダニ・カビ・結露の発生、揮発性化学物質など

の「住まいの衛生」に関する相談を受け、適切な「住まい方」等を助言・指導している。 

相談指導件数（令和元年度）             ９７件 
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   ③ 営業施設の空気検査 

    営業者、利用者にとって快適な環境を保ち、健康被害を防ぐために、理容所、美容所、クリーニ 

ング所の空気検査を行っている。 

     理容所空気検査実施数（令和元年度)            ２施設 

美容所空気検査実施数（令和元年度)            ２施設 

クリーニング所空気検査実施数（令和元年度)        ０施設 

興行場空気検査実施数（令和元年度)            ５施設 

特定建築物空気検査実施数（令和元年度)          ５施設 

 

④ 住宅宿泊事業法に基づく届出受理等 

    住宅宿泊事業法に基づく施設の届出受理等を行っている。 

施設数（令和元年度末）               ２１５か所 

新規届出施設数（令和元年度）            １２６か所 

廃止施設数（令和元年度）               ２４か所 

指導件数（令和元年度）                  １５５件 

 

（２）ねずみ・害虫等対策  

① ねずみ・衛生害虫相談指導 

感染症を防ぐため、ねずみ・衛生害虫の防除方法等について区民から相談を受け、指導している。

   相談指導件数（令和元年度）            ７７６件 

② 殺そ剤配布 

家屋内等のねずみを駆除するため、区民に殺そ剤及び粘着板を配布している。 

殺そ剤（リン化亜鉛2g×2/1袋）（令和元年度）  ６７０袋 

粘着板配布数（令和元年度）            ３６５枚 

③ ハチ対策 

        ハチの防除等について、区民等からの相談を受けている。また、スズメバチ等人の生命に危険なハ

チについては、民間業者に巣の撤去作業を委託し、被害を未然に防止するよう努めている。 

     相談指導件数（令和元年度）           ３１０件 

スズメバチ等の巣撤去委託件数（令和元年度）     ７１件 

④ 蚊対策 

デング熱等蚊媒介感染症の患者発生を未然に防止するため、蚊の発生時期である４～８月に、区道、 

      区立公園および区立児童遊園の雨水枡に対し、昆虫成長制御剤を委託業者が散布し、成虫の発生抑制

に努めている。 

昆虫成長制御剤散布薬剤数（令和元年度）   ５６,６５１個 
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４ 食品衛生                                 （１１，２９８千円） 

食品関連施設について、関係法令に基づく営業許可及び従事者の資格・調理師免許等に関する事務を

行っている。また、食中毒及び不良食品の製造や流通を防止するため、食品衛生監視員による施設の衛生

指導と食品等の検査を実施している。 

（１）食品衛生法・食品製造業等取締条例に基づく営業施設と衛生指導 

① 営業施設数 

飲食店、菓子製造業、スーパーマーケットなどの食品営業施設は、食品衛生法、条例に基づく 

営業許可が必要で、新規・更新許可の際、施設の立ち入り検査を実施している。 

営業施設件数(令和元年度末)            ６，７７８件 

新規許可件数(令和元年度)             ５７１件 

更新手続件数(令和元年度)             ６２６件 

廃業施設件数(令和元年度)             ６０４件 

② 衛生指導 

食品衛生監視員が対象施設を巡回し、施設の改善や食品の取り扱いについて衛生指導を行って 

いる。衛生指導件数(令和元年度)          ７，７４３件 

 

（２）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく営業施設と衛生指導 

食鳥を処理する営業を営む場合は法による許可が必要で、定期的な立ち入り及び食鳥肉の取り扱

いなどについて指導を行っている。 

営業所数(令和元年度末)                ６か所 

衛生指導件数(令和元年度)               １１件 

 

（３）東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく営業所と衛生指導 

ふぐ取扱い施設等について、事故を防止するためふぐ調理師免許証及びふぐ取扱い認証書の確認

や、取り扱いについて衛生指導を行っている。 

営業所数(令和元年度末)                        ３３か所 

新規営業所数(令和元年度)                        ０か所 

廃業所数(令和元年度)                            ５か所 

衛生指導件数(令和元年度)                        ７９件 

 

（４）東京都北区食品衛生法施行細則第６条等に基づく届出と衛生指導 

法や条例の営業許可を必要としない届出食品業種について、衛生指導を行っている。 

届出施設件数(令和元年度)              ４，５７６件 

衛生指導件数(令和元年度)              ３，０９６件 
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５ 医薬衛生業務 （６，６２５千円） 

診療所、施術所、薬局等の医療関連施設について、関係法令に基づき許可及び届出を受理し、医師等

の医療従事者に関する免許事務を行っている。また医療安全の確保や衛生的管理を適正に行うよう、医

療監視員、薬事監視員等による衛生指導や医薬品等の検査を行い、健康被害の未然防止を図っている。 

（１）医療施設数と衛生指導件数 

① 病院、診療所、歯科診療所 、助産所、施術所（あんま、はり、きゅう、柔道整復）、出張施術

業、歯科技工所、衛生検査所の施設数（令和元年度末）          １,２０７件 

② 新規開設・変更・廃止の届出数（令和元年度）              ５８０件(※) 

                        (※)内訳：新規９５ 廃止７８ 変更その他４０７ 

③ 救急医療機関の指定申請・変更届出数（令和元年度）               １件 

④ 衛生指導件数 （令和元年度）                        ８８件 

 

（２）医療従事者の免許申請受理数                     

  医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理

学療法士、作業療法士、視能訓練士等の免許申請・書換え・再交付等理件数    ５９１件 

 

（３）薬局等の施設数と衛生指導件数                       

① 薬局、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業、店舗販売業、麻薬小売業、高度管理医療機器等販

売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業の施設数（令和元年度末）   １,２９８件 

② 新規開設・更新・変更・廃止の届出数（令和元年度）            １,８５４件(※)   

                    (※)内訳：新規８５ 更新８６ 廃止８４ 変更その他１,５９９ 

③ 衛生指導件数 （令和元年度）                                     １,０００件 

 

（４）医薬品等の収去状況及び試験検査結果 

都区連携して行う年３回の一斉監視指導にて、収去品目について表示等の検査をした後、東京都

健康安全研究センターで品質確認のための試験検査を実施している。 

  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品目数（令和元年度）      ５品目：適５ 

 

（５）毒物劇物販売業及び業務上取扱者の施設数と衛生指導件数   

① 毒物劇物（一般・農業用品目・特定品目）販売業、要届出業務上取扱者（電気めっき業、金属熱処

理業、運送業）、非届出業務上取扱者の施設数（令和元年度末）          ２４９件 

② 新規開設・更新・変更・廃止の届出数（令和元年度）               ４４件(※)     

                       (※)内訳：新規４ 更新５ 廃止８ 変更その他２７ 

③ 衛生指導件数 （令和元年度）                                             ４２件 

 

（６）家庭用品試買状況及び試験検査結果 

家庭用品を取り扱う販売業者から規制対象品を購入し、表示等の検査をした後、保健予防課または東

京都健康安全研究センターで基準適否確認のための試験検査を実施している。  

繊維製品、家庭用化学製品の品目数（令和元年度）             26品目・３6検査項目：全て適 
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受動喫煙防止対策担当課長 

 

１ 受動喫煙防止対策事業                         （１５,０００千円） 

  令和２年４月１日に全面施行された望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法と、健康影

 響を受けやすい子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から上乗せされた東京

 都受動喫煙防止条例の周知啓発を行うとともに、関係法令に基づく届出の受理及び施設の受動喫煙防

 止対策指導を行っている。 

（１）飲食店などの管理権原者への支援 

    関係法令の対象となる飲食店等の施設管理権原者や、区民からの関係法令に対する問い合わせ

や相談等に適切に応じるための専用コールセンターを設置する。また、飲食店に義務づけられて

いる喫煙状況の店頭表示確認を行いながら、未掲示店へは標識シールを提供し、掲示を促す。 

①相談件数（令和元年度実績）コールセンター開設期間：令和元年１１月１日～令和２年３月３１日 

 ４～１０月 １１月 １２月 １月 2月 3月 合計 

コールセンター ― ２４ １４ ２８ ２４ ２０ １１０ 

窓口（担当課） ３３ ３６ １９ ３８ ４５ ４８ ２１９ 

②飲食店への巡回確認 

区内約３,０００店の飲食店に対し、喫煙状況の標識シールの掲示確認を行い、未掲示店へ関係法令

の啓発を行うとともに標識シールを提供し、掲示を促していく。 

 

（２）関係法令に基づく届出の受理と指導・助言 

    飲食店等対象施設の関係法令違反に対して指導・助言を行う。また、従業員がいない等一定の

要件を満たした既存飲食店について、関係法令に基づく届出の受理を行っている。 

  （令和元年度実績）令和２年１月６日～令和２年３月３１日   

 １月 ２月 ３月 

届出受理件数 ４ １０ ６１ 
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（３）関係法令の普及啓発 

    北区ニュース、ホームページ等を通じて関係法令の普及啓発を行うとともに、広く区民に向け

た講演会を開催する。 

①北区ニュースでの啓発（令和元年度実績） 

号  数 テーマ 

７月 １日号 ７月１日から北区の空気が変わる！ 

～Action！子どもの受動喫煙ゼロへ～ 

８月 10日号 マナーからルールへ ～誰もが快適に暮らせる北区へ～ 

１１月 １０日号 受動喫煙防止専用ダイヤルを開設しました 

１２月 ２０日号 受動喫煙防止対策講演会「酒場から受動喫煙を考える」告知 

３月 ２０日号（特集号） 受動喫煙防止特集号 ～マナーからルールへ～ 

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和２年４月１日から全

面施行されます 

   ②区民向け講演会（令和元年度実績）                     単位：人 

実施日 テーマ 対象者 参加人数 

１月２５日 酒場から受動喫煙を考える 区民 ６００ 
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保健予防課 

 

第１ 感染症予防 （１０，２９７千円） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に基づき、平時からの感染症発生状況の把握

と、発生時の疫学調査、患者等への検査や保健指導、区民への普及啓発などを行い、地域における感染症の

予防とまん延防止を図る。 

また、特定感染症予防指針に基づき、HIV抗体検査、ウイルス肝炎検査、梅毒検査を実施している。 

 

１ 感染症発生数  

     （令和元年度:区内医療機関から発生届を受理したものに限る）    

一類感染症  ０人 

二類感染症(結核を除く)  ０人 

二類感染症(結核) 

 

143人 

三類感染症  腸管出血性大腸菌感染症 8人   8人 

四類感染症 Ｅ型肝炎 6人   Ａ型肝炎 2人  

レジオネラ症  6人  
14人 

五類感染症 

（全数把握対象疾患） 

アメーバ赤痢 ４人  ウイルス性肝炎 1人 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 １人 

急性脳炎 ２人  

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 １人 

後天性免疫不全症候群 ４人  

侵襲性インフルエンザ菌感染症 ２人 

侵襲性髄膜炎菌感染症 １人 

侵襲性肺炎球菌感染症 ８人  

梅毒 ６人  百日咳 １７人  

風しん ７人 

54人 

指定感染症 新型コロナウイルス感染症 ６人 
６人 

      ◎これらの感染症の他に、集団感染事例に対する調査、保健指導などを実施した。            
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２ 感染症発生時行政措置（結核を除く）  

     （令和元年度:他保健所で発生届を受理したものを含む） 

 入院勧告 10件  

入院延長勧告 ６件 

診査協議会開催 ６件 

健康診断の勧告 18件 

就業制限     14件 

 

３ 感染症発生時検便検査 

     （令和元年度:他保健所からの関係者検便を含む） 

 細菌性赤痢          ０人 ０件  

腸管出血性大腸菌感染症         ３１人 ３８件 

コレラ           0人 ０件 

腸チフス・パラチフス    

       

          ２人      ２件 

 

４ 積極的疫学調査 

感染症法第１５条により、感染症の発生の防止又は発生の状況･動向を明らかにするための疫学調査を実

施している。 

     実施状況（令和元年度） 

実施件数 内    訳  

１１４件 

腸管出血性大腸菌感染症１７件、腸チフス１件、パラチフス１件、Ｅ型肝炎７件、 

Ａ型肝炎２件、チクングニア熱２件、デング熱２件、レジオネラ症６件、 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症１件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症１件、 

後天性免疫不全症候群４件、侵襲性インフルエンザ菌感染症２件、 

侵襲性髄膜炎菌感染症１件、侵襲性肺炎球菌感染症２件、風しん１９件、 

麻しん２０件、新型コロナウイルス感染症２６件 

   

５ 感染症発生動向調査 

北区保健所では、東京都北区感染症発生動向事業実施要綱を定め、感染症法に基づく感染症の情報の収

集、整理、分析及び情報の公開等を行っている。 

「北区感染症週報」は、区内における感染症の流行情報、分析結果等を迅速に公開することで、区民の健

康安全維持を目的としている。なお、平成１８年度から週報を区ホームページに掲載し、周知している。 

     （令和元年度） 

 配付先 発行数  

週報 １４か所 ４9号 

 ◎配付先は北区医師会及び定点医療機関であり、そこから更に関係者へ配付されている。 
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６ ＨＩＶ抗体検査及び肝炎ウイルス検査、感染症の相談・検査  

         相談件数（令和元年度）  

 ＨＩＶ・エイズ 肝炎ウイルス その他感染症  

電話相談 １０９ ８４ ３９７ 

来所相談 ４２４ １３ ４２ 

 

  保健所での検査件数（令和元年度） 

血液 

検査 

ＨＩＶ・エイズ 梅毒検査 B 型 肝 炎 Ｃ 型 肝 炎 

（ＨＩＶ抗原・抗体検査）  （ＨＢｓ抗原検査） （ＨＣＶ抗体検査） 

４１１ ２３０ １３ １３ 

 

区内医療機関委託による検査件数（令和元年度） 

B 型 肝 炎（ＨＢｓ抗原検査） Ｃ 型 肝 炎（ＨＣＶ抗体検査） 

６２ ６２ 

 

７ 地域における感染症予防啓発 

例年都立高校と連携し性感染症のための自主学習グループの会合を実施していたが、学校のカリキュ

ラム変更のため平成２７年度以降は実施していない。 

また、平成３０年度から「北区ふるさと区民まつり」にブースを出展し、HIV予防啓発グッズの配布や感

染症予防対策リーフレットの配布を行い、感染症予防啓発を行っている。 

 

８ 感染症予防健康教育  

（１）講演会（令和元年度）                                単位：人 

実施日 テーマ 対象者 参加人数 

５月２８日 
感染症について 

 ～感染症の基礎知識～ 
北区福祉事務所職員  ３５ 

７月２日 感染症講演会【講師講演】 保育園・幼稚園・学校・介護施設  ６８ 

１１月６日 冬に流行する感染症講演会 保育園・幼稚園・学校・介護施設 ６８ 
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（２）北区ニュースでの啓発（令和元年度） 

号  数 テーマ 

６月  １日号 肝炎ウイルス検査（医療機関委託） 

６月 １日号 HIV検査相談月間  「STOP!AIDS HIV検査（匿名・無料）を受けましょう！」 

９月 ２０日号 結核予防週間「９月２４日～３０日は結核予防週間」です。 

１１月 １０日号 インフルエンザが流行しています。 

１１月 １０日号 東京都エイズ予防月間 「UP DATA！エイズ治療のこと HIV検査のこと」 

３月 ２０日号 新型コロナウイルス感染症 

 

（３）庁内広告ディスプレイでの啓発（令和元年度） 

期間 テーマ 

令和元年６月１日 ～６月３０日 東京都HIV検査・相談月間 

令和元年７月１６日 ～８月１５日 日本肝炎デーの紹介 

令和元年９月２日 ～９月３０日 結核予防週間 

令和元年１１月１５日 ～１２月１３日 東京都エイズ予防月間 

令和２年３月１２日 ～ 掲載継続中 新型コロナウイルスを防ぐためには 

 

（４）手洗いトレーニングマシンの貸出し（令和元年度実績） 

ノロウイルス等感染症予防のために正しい手洗い方法の指導と共に手洗いトレーニングマシンの貸

出しを実施している。 

 施設数 延人数 

貸し出し実績 ６８施設 ２，３２８人 
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第２ 結核予防                              

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、結核患者発生時の調査や保健指導

と、確実な服薬、再発防止に向けた支援を行っている。また結核医療の公費負担に関する診査協議会を開

催し、適正な医療に努めている。 

結核患者との接触者や結核ハイリスク者に対しては健康診断を実施するとともに、早期発見のための普

及啓発も行っている。 

 

１ 新規登録患者数 （平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日の登録者数） 

                     基準日 令和２年3月3１日現在 

 

合計 

活   動   性   結   核 
潜在性結核

感染症 

治療中 

（別掲） 

 
 

肺  結  核  活  動  性 

肺外結核 
活動性 小 計 

    喀痰塗抹陽性 
その他の 
菌陽性 

菌陰性 
その他  小計  初回 

 治療 
 再治療 

66 51 

 

17 15 2 21 13 15 29 

 

２ 登録患者総数（活動性分類・受療状況）  （令和元年１２月末時点登録者） 

                                 基準日 令和2年3月3１日現在 

 
 
 
 

 
 
 
 総数 

     活  動  性  結  核 

不活動
性結核 

活動性
不明 

（別掲） 
潜在性
結核 

感染症 
（治療中） 

（別掲） 
潜在性
結核 

感染症
（観察

中） 

 
 
 

 
 
  

総数 

  肺 結 核 活 動 性  
 肺  外 
 結  核 
 活動性 

 
 

総数 

 登録時喀痰塗抹陽性  登録時 
 その他 
 の結核 
 菌陽性 

 登録時 
 菌陰性 
 その他 総数  初回 

 治療 
 再治療 

総 数 177 45 33 13 11 2 13 7 12 84 48 11 32 

入院中 5 5 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 

外来治療 
（他疾患 

入院中） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

外来治療 
（通院中） 

42 40 30 10 8 2 13 7 10 0 2 10 0 

治療なし 128 0 0 0 0 0 0 0 0 84 44 0 32 

不 明 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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３ 医療費公費負担 （３３，０４１千円） 

感染症法に基づき、結核の適正な医療を受けられるよう、厚生労働省令で定める医療費の給付を実施して

いる。 

 

（１）医療費公費負担取扱件数（法第３７条、第３７条の２）  

    （令和元年度） 

 申  請 承  認       

１６９件 １５９件 

 

（２）感染症診査協議会                                                                   

結核については感染症診査協議会を設置し、同協議会において入院勧告及び就業制限、申請医療内容

の適否について審議を行った。また、保健所が行う結核健康診断、結核集団発生の対策に関する意見・

助言も行った。さらに、結核も含めた感染症の発生時に就業制限等の通知をした際には、意見・助言も

行った。 

 

 委 員 任 期 開 催       

１１名 ２年 月２回 

 

４ 結核健康診断 （１０，７９９千円） 

結核の感染の早期発見やまん延の防止を図るため、結核患者やその接触者等に健診を行っている。 

  平成２９年度より結核健診の一部について、東京都北区医師会に委託する事業を開始している。 

（１）結核健康診断実施状況                              
 （令和元年度） 

 

 種  別 胸部Ｘ線検査 

（うち医師会等委託分） 

ＩＧＲＡ検査 

（うち医師会等委託分） 

ツベルクリン反応検査 

（うち医師会等委託分） 

患者発見数 潜在性結核 

発見数 

 

患者管理検診 74件（69件） － － 0人 － 

患者家族健診 6件（ 6件） 43件（43件）  2件（2件） 0人 2人 

接触者健診 68件（52件） 215件 

（126件） 

3件（0件） 0人 6人 

ﾊｲﾘｽｸ健診 727件 － － 1人 0人 

計 
875件 

 （127件） 

258件 

（169件） 
5件（2件） 1人 8人 

 

（２）日本語学校就学生に対する結核健康診断        

 

（令和元年度） 

 実施校数 Ｘ線検査 患者発見数 

日本語学校健診      6 校   597件    1人 
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５ 診療放射線                
（令和元年度） 

 

 保健所実施 検診車 

胸部X線検査 618件 130件 

 

６ 結核予防健康教育                                    

（令和元年度） 

結核講演会 １回（参加者合計  24名）  対象 日本語学校等関係機関職員 

コホート検討会 
１回（参加者合計  10名）  対象 医療機関職員 

・介護支援専門員・区職員 

北区ニュースでの啓発 ９月２０日号 結核予防週間 

結核予防啓発グッズ配布 12月8日 きたく介護あんしんフェア来場者へ配布  800個 

   

７ 保健指導                        

（令和元年度） 

 家庭訪問 所内相談 電話相談 文  書 関係機関連絡  

302件 1,226件 2,391件 1,321件 1,748件 

 

８ 結核患者の服薬治療支援実施状況 

保健所では、結核患者の服薬を確認するＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）を実施している。保健所でのＤＯ

ＴＳに加え、平成１９年度からは薬局ＤＯＴＳ、訪問看護ＤＯＴＳを開始し服薬支援の充実を図っている。 

  （令和元年度） 

保健所DOTS実施者数（延回数） 薬局DOTS実施者数（延回数） 訪問看護DOTS実施者数（延回数） 

128名（ 784回） ０名（０回）  1名（  24回） 

 

９ 結核発生動向調査事業 

感染症発生動向調査の一環として、結核発生および患者管理等について国及び都と情報の共有を行ってい

る。得られた情報は毎年国及び東京都で比較分析されており、その結果等をもとに区での分析・評価を行い

結核対策に活用している。 

 

１０ コホート検討会 

  令和２年２月１９日、コホート検討会を実施した。 

講演会「結核療養支援の地域連携」 

講師：公益財団法人結核予防会 結核研究所 永田 容子 氏 

参加者：区内医療機関 １か所、包括支援センター5か所、デイホーム2か所、 

居宅事業所1か所、薬局1か所 
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第３ 新型インフルエンザ等感染症対策 

新型インフルエンザ等重症感染症対策として、区内関係機関、庁内関係部署からなる「北区感染症地域医

療体制協議会」を設置し、感染症に関する情報提供等を行うことで連携体制の構築を図っている。 

また、区「新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、発生時の体制整備を進めている。 

令和元年度は、緊急に協議会を開催し、新型コロナウイルス感染症対応等について情報共有を行った。 

北区感染症地域医療体制協議会 令和元年度 4回開催 

 

第４ 栄養指導 （６，８１８千円） 

１ 特定給食施設指導 

特定給食施設等に対して栄養管理の方法や栄養に関する意識の向上を図るため、電話での相談や巡回等を

実施し、指導・助言を行っている。また、栄養技術の向上を図るとともに食生活及び給食管理に対する新し

い知識の習得を目的として講習会を実施している。 

(１)特定給食施設等への指導・助言 

・指導件数  ２３１件（うち巡回指導 ３４件）  （令和元年度） 

(２)特定給食施設栄養講習会 

・開催回数  ３回  参加者数  延１７８人  （令和元年度） 

 

２ 健康づくり推進店制度 

区内の飲食店等の協力を得て、代表的なメニューの栄養成分表示や健康に配慮したメニューの提供など、

区民が外食をする際に栄養に関する適切な情報を得ることができるように、食を通じた健康づくりを推進し

ている。また、普及・拡充にあたっては、区民ボランティアである普及サポーターの協力を得て、活動を行

っている。 

◇登録店実数  １３６店舗（うちヘルシーメニューの登録店  ８２店舗） 

（うちシニア元気メニューの登録店 ４４店舗） 

   ◇新規登録店   １１店舗（新規ヘルシーメニューの登録店   ８店舗） 

（新規シニア元気メニューの登録店  ４店舗） 

   ◇業種別登録店舗数 （令和元年度末現在） 

業 種 そば・うどん 寿 司 和 食 食 堂 レストラン ｶﾌｪ・喫茶 

 

店舗数 ２０ ７ １１ ９ ２４ ２６ 

業 種 中 華 鉄板焼き カレー 居酒屋 弁当・惣菜 パ ン 合計 

店舗数 １２ ４ ３ ６ １３ １ １３６ 

 

３ 食品の栄養成分表示 

食品表示法に基づき、食品の栄養成分の表示に関して、栄養表示基準制度の説明や適切な表示ができるよ

う、食品事業者等への個別相談を行っている。 

・相談件数 １３件 １５回  （令和元年度） 
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第５ 衛生統計                          （１，１７５千円） 

１ 人口動態調査（基幹統計） 

毎月発生している出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届書から、人口動態事象を数理的に把握して、公衆

衛生、人口問題、その他各種の施策に必要な基礎資料を得ることを目的とする（年間を通して調査）。 

 

２ 国民生活基礎調査（基幹統計） 

国民の保健、医療、福祉、年金等の国民生活の基礎的事項について、世帯面から総合的に把握し、厚生労

働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。この調査には、３年周期で行う大規模調査と中間年に実施

する小規模調査があり、令和元年度は大規模調査年（対象地区数7）であった。 

 

３ 社会保障・人口問題基本調査（一般統計） 

人々の生活困難な実態と社会保障給付などの公的な給付、社会ネットワークなどの私的な支援が果たし

ている機能を把握し、今後の社会保障制度の在り方に関する基礎的知見を得ることを目的とする。 

令和元年度、当区は該当地区に抽出されなかった。 

 

４ 国民健康・栄養調査（一般統計） 

健康増進法に基づき、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、

栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため実施する。 

令和元年度、当区は１地区が該当地区に抽出された。 
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第６ 試験検査                                                       （２１，７６８千円） 

   感染症予防としての検便や血液の検査及び食品・水の検査等を通じ、区民の健康を守るために行われる

各種事業に科学的データを提供して、行政サービスや指導の実効性を高めている。 

 

                                                                 （令和元年度） 

１ 感染症関連検査                 ２３，３３６件 

  (1) 腸内細菌検査等（検便検査等）           ２２，６９５件 

 (2) 結核菌検査（喀痰検査）                       ０件 

 (3) ノロウイルス検査等（患者関係検便）             0件 

(4) 梅毒検査                        ２３０件 

(5) HIV検査（抗体検査）                   ４１１件 

２ 臨床検査                    １３，５４３件 

 (1) 大腸がん検診（便潜血反応検査）          １３，５４３件 

３ 食品衛生検査                   １，００９件 

  (1) 理化学検査（食品添加物検査等）             ４９０件 

 (2) 細菌検査（食品細菌・調査等）              ２６０件 

(3) ノロウイルス検査等（調理者関係検便）             ０件 

(4) 学校・保育園給食細菌検査                ２５９件 

４ 水質検査                       ３６４件 

     

 

 (1) プール水検査                       ５６件 

 (2) レジオネラ属菌検査 （浴槽水・給湯水等）       １３７件 

 (3) 浴場・サウナ検査（浴場水等）              １５４件 

(4) 河川水検査（公園等の水）                 １７件 

５ 環境関連検査                      ２２件 

  (1) おしぼり検査（細菌・変色・異臭）             ２件 

 (2) 砂場の寄生虫卵検査                    １０件 

 (3) 落下細菌検査（興行場等）                 １０件 

 ６ 家庭用品検査 （繊維製品のホルマリン検査等）       ２３件  

 

 

第 7 予防接種                   （１，２４１，１５７千円） 

麻しんや風しん等伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法第５条第１

項の規定により定期予防接種を実施し、公衆衛生の向上を図る。定期予防接種としての疾病及び対象者

等を定めている予防接種法施行令の改正に伴い、Ｂ型肝炎ワクチンが平成２８年１０月から定期予防接

種となった。 
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子宮頸がん予防ワクチン接種（ヒトパピローマウイルス感染症予防接種）については、ワクチン接種

との因果関係を否定できない持続的な疼痛が接種後に特異的に見られたことから、平成２５年６月１４

日から接種の積極的な勧奨を差し控えている。 

平成３１年４月１日からは、２３区外の自治体及び医療機関に小児の定期予防接種の実施を依頼して

接種した場合にかかる接種費用の償還払いを実施している。 

また、平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までの間、風しんの追加的対策として昭和３７年

４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性を対象に、風しんの第５期の定期予防接種を

実施している。 

任意予防接種については、麻しん・風しん任意予防接種の公費負担（全額）、おたふくかぜ予防接種

の一部公費負担（３，５００円）を実施するほか、先天性風しん症候群対策事業として、風しん抗体検

査と予防接種を公費負担（全額）で実施している。 

定期予防接種が原因とみられる健康被害については、予防接種法第１５条の規定による救済措置があ

る。 

また、任意予防接種が原因とみられる健康被害については、北区予防接種事故災害補償要綱に基づく

補償及び医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度がある。 

 

１ 定期予防接種（予防接種法で定める疾病）            （１，２０３，１５７千円） 

（１）Ａ類疾病（接種の努力義務が課されている予防接種）     （令和元年度）単位：人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※他区で後期に接種した北区民については、含まれていない。 
 

風しん第５期 
抗体検査 接種完了 予診のみ 

3,175 648 3 

※令和元年度に支払った人数 
 

 ４種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）※ＤＰＴ含む 
Ｂ型肝炎 

ＤＴ 

第１期 
第２期 

１回目 ２回目 ３回目 追加 １回目 ２回目 ３回目 

実施数 
接種完了 2,666 2,759 2,788 2,721 2,613 2,674 2,674 1,485 

予診のみ 0 3 3 5 0 0 3 1 

                                                       麻しん風しん（単抗原含む） 日本脳炎 水痘 

第１期 第２期 
第１期（特例措置含む） 

第２期 １回目 ２回目 
１回目 ２回目 追加 

実施数 
接種完了 2,623 2,320 2,855 2,892 2,699 2,851 2,662 2,636 

予診のみ 8 1 3 2 1 0 7 5 

 急性灰白髄炎（不活化ポリオ） ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 

ＢＣＧ 
１回目 ２回目 ３回目 追加 １回目 ２回目 ３回目 

実施数 
接種完了 0 1 0 11 46 28 21 2,750 

予診のみ 0 0 0 0 0 0 0 4 

 
Hib 感染症予防接種 小児用肺炎球菌予防接種 

１回目 ２回目 ３回目 追加 １回目 ２回目 ３回目 追加 

実施数 
接種完了 2,639 2,631 2,697 2,530 2,649 2,677 2,762 2,635 

予診のみ 0 0 4 6 0 0 4 6 
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（２）２３区外自治体・医療機関に依頼して接種した人数（償還払いの件数）単位：人 

４種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期 ８４  Ｂ型肝炎 １３６ 

麻しん風しん１期 ２  麻しん風しん２期 １ 

日本脳炎１期 ４  水痘（みずぼうそう） ４ 

ＢＣＧ ９  Ｈｉｂ感染症 １５２ 

小児の肺炎球菌感染症 １５６ 

※令和元年度に支払った人数。償還払いの請求があった予防接種のみ記載。 
 
（３）Ｂ類疾病（接種の努力義務が課されていない予防接種）（令和元年度）単位：人 

                       インフルエンザ 高齢者肺炎球菌 

一般 免除 一般 免除 

６５歳以上 ９，２４３ ３６，４１４ ２，０３１ １２１ 

６０歳以上６５歳未満 ３５ 3 ０ ０ 

計 ９，２７８ ３６，４１７ ２，０３１ １２１ 

 ※高齢者肺炎球菌は、他区で後期に接種した北区民については、含まれていない。 
 

２ 予防接種法によらない任意の予防接種（先天性風しん症候群対策事業を除く）（１４，２２８千円） 

各種任意予防接種の接種者数                  （令和元年度） 単位：人 

 ＭＲ 麻しん 風しん 

幼児 小学生 中高生 幼児 小学生 中高生 幼児 小学生 中高生 

接種完了 １５ ３４ １８ 0 0 0 0 １ ４ 

予診のみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

おたふくかぜ 

協力医療機関 償還払い 

一般 免除 一般 免除 

接種完了 2,854 7 58 0 

※償還払いは、令和元年度に支払った人数 

 

３ 先天性風しん症候群対策事業                      （１２，８１７千円） 

  風しん抗体検査の受診者数及び各種任意予防接種の接種者数    （令和元年度）単位：人 

 
風しん抗体検査 

予防接種 

ＭＲ 風しん 

妊娠を予定又は希望している女性 ３８３ ３３１ ４２ 

妊婦又は妊娠希望の女性と同居してい

る方 
５７７ ２３８ ２０ 

 

４ 予防接種健康被害救済措置    （１０，９５５千円） 

予防接種後の副反応が原因とみられる健康被害の被害者に対し、医療費、医療手当、障害児養育年

金、障害年金、死亡一時金、葬祭料を支給する。 

（令和元年度）  障害年金            ７，２５１，７００円 

医療費・医療手当        １，３３６，５００円 

障害児養育年金（介護加算含む） ２，４１１，６７５円 
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障害者福祉センター 

 

北区における障害者福祉の中核的役割をもつ施設として位置づけ、身体障害者、知的障害者及び精神障害

者の福祉の増進を図ることを目的としている。また、十条台区民センター（地域振興室・ふれあい館・子ど

もセンター・高齢者あんしんセンター）を併設し、地域住民との交流を図っている。 

 

施設概要 
 

 
名     称 所  在  地 設 置 年 月 日 

 

北区立障害者福祉センター 中十条１－２－18 昭和63年４月１日 

 

１ 障害者福祉センター通所施設運営 （５４，６６２千円） 

区内に居住する重度の身体障害者を主な対象として、日々の通所により生活の介護と訓練を行い、生

活の質の向上を図っている。 

                                                                （令和２年４月１日現在） 
 

名  称 対  象  者 定員 現員 サ ー ビ ス 内 容 
 

北区立障害者福

祉センター 
重度身体障害者 ４２人 ３６人 

 身体介護サービス（医療的ケア含む）、 

機能訓練、社会適応訓練、創作的活動、レ

クリエーション、健康指導、給食サービス、

送迎サービス  

 

2 心身障害者生きがいづくり事業  （２，３６５千円） 

障害者のための教養の向上、社会的交流の促進を図る。 

（１）各種講座の開催 

在宅障害者を対象に、創作的活動等を行い、余暇時間の充実、生涯学習の場を提供する。 

令和２年度においては、陶芸・絵手紙・コーラス・中国健康法（太極拳）・書道・キーボード・健

康づくり体操教室・籐芸・タブレット・健康麻雀を実施する。 

（２）知的障害者社会参加促進事業 

① ライフアップクラブ 

中軽度知的障害者を対象に個人の成長発達と社会適応の促進を図るため、創作・料理・教養・行

事等のプログラム活動を実施する。 

② 土曜レクリエーション 

生活の充実、社会性の向上を図るために、音楽を中心としたレクリエーションを実施する。 

（３）自主グループ支援 

趣味の講座を修了した後も、創作的活動等を行う自主グループ、活動の支援を行う。 

令和２年度 ９グループ（陶芸・籐芸・タブレット・キーボード・書道・タピボン刺繍・絵手紙） 
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3 障害者福祉センター管理 （１３２，７１５千円） 

（１）施設提供事業 

障害者及び保護者、また、その組織団体に対し、次の施設の貸出しを行う。 

① 団体活動室 

② 和室、洋室及び録音・音楽室 

③ 浴室（障害の程度が１～２級の体幹機能障害者） 

④ ボランティア室（ボランティアを希望する者） 

（２）障害者施設利用判定審査会 

重度心身障害者を対象とした北区内障害者施設の利用希望者の利用の適否について判定するため

に、障害者施設利用判定審査会を設置している。 

 

4 障害者作品展 （１，４０４千円） 

１２月３日から９日の「障害者週間」にあわせて、区民の障害者福祉についての関心と理解を深め障

害者の社会参加の一助として、障害者団体施設の紹介、作品の展示・販売、障害者週間記念講演会等を

行う。 

令和元年度実績 

実 施 日    12月７日（土）・８日（日） 

入場者数      １，９１２人 

 

5 手話講習会 （７，１８７千円） 

聴覚障害者に対する理解と住みよい生活環境作りのために、手話ボランテイアの育成を目的に講習会

を実施している。更に手話通訳者を目指す方のために、より高度な通訳者養成講習を実施している。 

                                      （令和元年度） 

 

 

区    分 実施回数（回） 定 員（人） 修了者数（人）  

 初 級 （ 昼 間 ） 31 40 16 

初 級 （ 夜 間 ） 31 40 21 

中 級 （ 昼 間 ） 31 30 18 

中 級 （ 夜 間 ） 31 30 12 

 通訳者養成基礎（昼間）  32 20 10 

通訳者養成基礎（夜間）  32 20 8 

  通訳者養成応用（昼間）  39 15 7 

 

 

 通訳者養成応用（夜間）  39 15 9  
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６ 機能訓練（リハビリテーション）                    （３，７８５千円） 

  疾病、負傷等により身体・認知・言語障害のある４０歳以上６５歳未満の方を対象として、高次

脳機能障害訓練を実施して日常生活の自立や就労・復職を目指す。 

 （１）実人員・実施回数・利用者延人数                   （令和元年度） 

高次脳機能障害訓練  人員 21 名 

 

 

自主 

グループ 

 実施回数 実人員 

ゆりかもめの会 12 13 

おしゃべりの会 10 10 

 

（２）高次脳機能障害者訓練利用者交流会 

   高次脳機能障害訓練利用者・訓練修了者とその家族を対象として、情報交換や交流を目的と

して年１回交流会を行っている。 

   実施日：令和元年１１月 14 日（木） 

    参加者：9 名（利用者５名・修了者３名・家族１名）                                                                                 

（３）高次脳機能障害講演会 

    高次脳機能障害について関係者の理解・啓発を目的として講演会を行っている。 

     実施日：令和元年６月 1 日（土） 

     「地域で支えるケアマネージャー・介護職のための高次脳機能障害 

高次脳機能障害を理解する」（介護職向け） 

     参加者：２３名 

 （４）高次脳機能障害専門相談・一般相談（医療・就労・社会資源・障害に関して） 

    高次脳機能障害専門相談は、１８歳以上の方を対象に本人・家族・医療介護等の関係者を対象して

月 1 回程度公認心理師が対応し、一般相談は来所・電話による相談を保健師等が対応している。 

専門相談：２１件 

    一般相談は来所・電話による相談を保健師等が対応している。 

一般相談：345件 

  実施回数 
利用者数（延） 

実人員 
利用者 見学者 

高
次
脳
機
能
訓
練 

作  業       
     43       

（調理訓練 2 回を含む） 
189 28  10 

言  語 43 191 29  9 

認知リハビリテーション 
     38       

（外出訓練 1 回を含む） 
307 18  21 

合計 124 687 75   

                

高次脳家族会・家族教室 8 57  17 

当事者の会 4 10   7 
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7 障害者福祉施設運営 

 （１）赤羽西福祉工房運営   （１９７，８３２千円） 

   重度の身体障害者に対し、日々の通所により生活の介護と訓練を行う施設。    

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日    

  北区立赤羽西福祉工房 赤羽西5－7－1 ４８人 ３８人 平成7年4月1日 

     指定管理者   社会福祉法人 北区社会福祉事業団 

（２）王子福祉作業所運営                    （１０４，０５６千円） 

   雇用されることが困難な知的障害者に対し、設備を提供し仕事の実習及び生活支援を行う施設。  

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日   

  北区立王子福祉作業所 王子2－19－20 ６０人 ５３人 昭和55年3月1日 

     指定管理者   社会福祉法人 北区社会福祉事業団 

（３）赤羽西福祉作業所運営                     （１３０，４９６千円） 

   雇用されることが困難な知的障害者に対し、設備を提供し仕事の実習及び生活支援を行う施設。  

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日   

  北区立赤羽西福祉作業所 赤羽西5－7－5 ５５人 ４４人 昭和54年4月1日  

     指定管理者   社会福祉法人 北区社会福祉事業団 

（４）たばた福祉作業所運営                                 （６０，４４３千円） 

     雇用されることが困難な知的障害者に対し、設備を提供し仕事の実習及び生活支援を行う施設。  

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日   

北区立たばた福祉作業所 西ケ原1－19－12 ２０人 １７人 昭和60年4月1日 

       指定管理者   社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 

（５）若葉福祉園運営                                   （２８１，２２６千円） 

     １８歳以上の重度知的障害者に対し、社会生活能力の向上と自立に必要な作業、生活、健康づく 

り、計画相談等の支援を行う施設。 

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日  

  

  

北 区 立 若 葉 福 祉 園 赤羽西6－9－2 ５７人 ５１人 平成5年4月1日 

     指定管理者   社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 
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（６）あすなろ福祉園運営                     （２４７，４８９千円） 

１８歳以上の重度知的障害者に対し、社会生活能力の向上と自立に必要な作業、生活、健康づく 

り、計画相談等の支援を行う施設。 

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日 
  

北区立あすなろ福祉園 王子6－4－6 ５０人 ４９人 昭和55年3月1日 

 指定管理者   社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 

（７）神谷ホーム運営                          （１０，７１２千円）  

就労または就労継続支援施設等へ通所している知的障害者で将来の自立を希望している方

を対象に、生活の場を提供し、地域社会での自立生活の支援を行う施設。 

（令和２年４月１日現在） 

名   称 所 在 地 定員 現員 設置年月日   

  北 区 立 神 谷 ホ ー ム 神谷2－3－8 ４人 ４人 平成7年2月1日 

     指定管理者   社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 

                                                                                      

８ 身体障害者グループホーム運営費補助 （１４，６３８千円） 

日常生活を営むことに支障のある重度身体障害者に生活の場を提供する法人設立の重度身体障害者 

グループホームに対し、運営費補助を行う。 

対象施設 

重度身体障害者グループホーム「やじろべえ」 

 

９ 地域活動支援センター事業                      （２５，５６０千円） 

  北区立障害者福祉センター2階の「北区障害者地域活動支援室支援センターきらきら」において、 

障害者がより豊かに地域生活を送るために、創作的活動又は生産的活動の機会の提供や相談支援等を 

行う。 

 （令和２年４月１日現在）          単位：人 

登録者数    男    女 

390 233 157 

  

（令和元年度実績）                                単位：人 

延利用者数 

合計 

基礎的事業 機能強化事業 

創作的活動等 ボランティア

活動等 

生活支援 相談支援 その他 

(当事者活動への支援等) 

19,310 
1,014 162 5,847 12,287 128(回数等) 

小計 1,176 小計 18,134  
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